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提供　日鉄海運株式会社、今治造船株式会社

写真上＝造船所での総髭全景
写真下＝竣工式を終え西豪州へ出航

【船名　NSS　DYNAM【C】
DATA
船の種類：バルクキャリアー（石炭や鉄

　　　　鉱石などを輸送する船舶）

竣
全
型

工：平成14年6月29日
長：316．94m

幅：55，0m
満載喫水（夏期）

　　　　：18，125m
叢往トン数：118，305t

載貨重量トン：133，584t
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自虐のグローバル化から

自愛のグローバル化へ

　　　　　躰膓主協養福島義章

灘

　先進海運諸国では、従来から海運業に対し他

産業より有利な税制を用意し、自国海運の維持

・発展を図ってきたが、さらに近年は、より税

負担が軽減されるTonnage　Tax（トン数標準税

制）を相次いで導入し、これが海運税制の「グ

ローバルスタンダード」となりつつある。

　外航海運は世界単一市場で熾烈な国際競争に

曝されており、便宜士籍船が世界の趨勢となり、

賃金の安い他国の船員を乗り組まぜるのが一般

化してきた。しかし、今や他国との税制の差が

海運企業の国際競争力を大きく左右しかねない

状況となりつつある。

　今年に入って小泉内閣が税制の抜本改革に着

手するということで、我々はひそかな期待を抱

いた。産業・経済の国際競争力の強化をめざす

同内閣の構造改革なら、そのような状況を打開

できると思ったからである。しかし、その後の

税制論議は、今のところ残念ながら我々の期待

する展開を見せていない。

　経済社会の国際化の進展に伴い、会計基準や

金融制度などについて「グローバルスタンダー

ド」が声高に叫ばれ、その導入が早いテンポで

進められてきた。ただ、そこで取り上げられた

　「グローバルスタンダード」なるものは、我が

国にとって不利なもの、苦痛を伴うようなもの

凝…藻←・．

が中心に考えられ、今でもその傾向が強い。「グ

ローバルスタンダード」のモデル国の米国では、

エンロンやワールドコムといった著名な大企業

の不正経理が発覚し、疑惑を囁かれている企業

は跡を絶たないというのに。

　日本及び日本人は、国際社会の中で何時の間

にか自虐的性格が強くなってしまったのではな

いか。この1年位を振り返っても、我が国が巻

き込まれた国際的事件やその反応の中に、私は

それを見てしまうのだが。

　今年6月に、経済財政諮問会議や政府税調が

まとめた税制の改革や構築に関する基本方針で

は、グローバル化する経済の中で日本の競争力

の強化をめざすことや国際的に整合性がとれた

法人税制を基本とすべきことが謳1われている。

その通りなら、正に当協会が海運税制のキャン

ペーンで訴えているところと同一のはすである。

　日本も、もうこの辺りで、自虐的なグローバ

ル化から脱却し、例えば税制分野の「グローバ

ルスタンダード」のように、我が国産業・経済

の競争力の強化を助けるような、いわば自愛の

「グローバルスタンダード」を堂々と、かつ、

積極的に導入することを真剣に考えて欲しいも

のである。日本丸が沈没しないためにも。
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国際会議レポート
「

L船町経営の健全化に向け、CEOの強いリーダーシップ発揮を確認

レ　　＿アジア船主フォ＿ラム（ASF）

　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）第11回中間会合の模様一
L

　ASFシッビング・エコノミックス・レビュー

委員会（SERC）の第11回中間会合が2002年8月

27日、香港で開催された。

　同会合は、2002年2月の第10回中間会合に続

くもので、ASFメンバー船協から6ヵ国／地域

の代表21名が参加、当協会からはSERC委員長

の草刈隆郎副会長（日本郵船社長）をはじめ、

崎長川崎汽船社長、鈴木商船三井社長、太田飯

野海運社長を含む8名が出席し（資料2参照）、

活発な意見交換の後、了解事項（資料1参照）

を採択して会合を終了した。

　会合では、まず各国から経済の現状や見通し

とともに、特に自国発着主要航路での荷動きの

最新状況につき報告があり、その後、海事保安

問題やWTO海運自由化交渉等について情報交換

が行われた。

　定期船部門では、アジア発輸出コンテナ貨物

荷動きの最近の盛り上がりに留意しつつ、現行

の海上運賃水準は海運サービス提供に必要な最

低限のコストを反映していないとの認識を共有

し、全てのCEOが現在の危機的な財政状況を修

復するため、適切な行動を検討すべき時期にあ

ることが合意された。また、主要航路の荷動き

は、通常スラック・シーズン（閑散期）には軟

化することが認識され、全てのCEOが長期的な

．会社経営戦略に配慮し、強いリーダーシップで

会社を指揮していくことが求められた。一方、

アジア域内トレードの重要性を確認し、できる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限り高いレベルのトップ役員が今後のIADA会合

に出席すべきであることが強く勧告された。こ

うした共通認識の下、船離間協定や協議協定の

役割と重要性が再確認され、主要コンテナ船社

は協同して健全かつ活発な市場を達成すべく、

主要航路の適法な船社間協定や協議協定に加入

へ．
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または再加入することを強く督促された（＊偽DA＝

㎞tra　Asia　Di＄cussion　Agreement（アジア域内協議．協定））。

　ドライバルク部門については、今後の見通し

は不明確であるが、バルクキャリアの安全対策

について、二重船側化やハッチカバー強化策等

の提案が提出される見込みであることにつき、

船主の経済的影響面から懸念が表明された。

　タンカー部門については、VLCCとケミカルタ

【資料1】

ンカーの双方の市況が低迷しており、ゆっくり

した回復が見込まれている。

　また、海事保安問題については、保安向上の

ために海運業界が最大限の協力と努力を提供し

ていく点を確認しつつ、本件に関わるいかなる

方策も円滑かつ効率的な物流を阻害することの

ないよう、最大限の配慮がなされるべきである

と認識された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年8月27日、香港

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2002年8月30日、東京で発表）

　　　　　　　　　了　解　事　項

　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）

シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　　　　　第11回中間会合（香港）にて採択

）

1．アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レヴュー委員会（SERC）第ll回中

問会合は、ASFメンバー船脚のアセアン．、中国、台湾、香港、日本、韓国から6力国／地域の代表

21名が出席し、2002年8月27日、香港で開催された。出席者名簿は添付の通り。

2．出席者は、アジア発航路における輸出コンテナ貨物荷動きの最近の盛り上がりに留意した。また、

現行の海上運賃水準は、一般に、海運サービス提供に必要な最低限のコストを反映していないこと

　も認識された。会合は、世界経済と貿易の持続的発展を支える重要な役割をコンテナ海運産業が継

続的に果たしていくため、全てのCEOが現在の危機的な財政状況の正常化を求めて最大限の努力を

行うべきである点に合意し、主要航路における現在の旺盛な荷動きを踏まえ、各航路協定に法令上

認められている範囲内で、財政状況を修復するための適切な行動をCEOが検討すべき時期にあるこ

　とが合意された。

3．アジア域内トレードにおける年間コンテナ貨物の荷動きは、現在約900万TEUに達していること

が留意された。出席者は、同トレードの重要性を確認し、固有の問題を議論するため、できる限り

高いレベルのトップ役員が今後のIADA会合に出席すべきであることを強く勧告した。

　（注）IADA：㎞tra　Asia　Discussion　Agreement（アジア域内協議協定；1

4．会合は、現在のコンテナ貨物の需給関係が適度にバランスしている一方、主要航路の荷動きは、

　通常スラック・シーズン（閑散期）には軟化することに留意した。また、会合は特定の航路におい

　て拡大しつつあるトレード・インバランス（往復航荷動きの不均衡）が、船引のコスト負担を増大

　させていることにも留意した。こうした状況を踏まえ、全てのCEOは、長期的な会社経営戦略に最

　大の配慮をし、自身の強いリーダーシップを発揮して会社を指揮していくことに最高の注意を払っ

せんぎょうSψ’200203
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ていくことを求められた。出席者は、海運産業が自らは追加の輸送需要を創出することができない

産業であることを認識しつつ、昨年の冬季スラック・シーズン中に自主的かつ個別に行われた船腹

削減策の前向きな効果に留意した。各CEOは、各自がトレードと経済状況の短・長期的な全体像を

把握し、トレード状況についての現実的な評価と、当然のことながら、各社の個別利益とに基づき、

昨年同様またはその他の（個別または適法な船社間協定内での）方策が適切かどうかにつき正当な

考慮を払うことを確保するため、夫々がトレード状況を注意深く監視していくことを確認した。

5．全ての出席者は、船社問協定や協議．協定の役割と重要性を再確認した。そうした協定の機能を最

大限活用するため、全ての主要コンテナ船社は、アジア自社であるかアジア以外の地域の船社であ

るかに拘わらず、協同して健全かつ活発な市場を達成すべく、主要航路の適法な船社間協定／協議

協定に加入または再加入することを強く督促された。これに関連し、会合は主要国／地域における

最近の海事法制の動きを再顧し、現在定期船岡盟に独禁法の一括適用除外を与えているEU規則4056

／86が近い将来見直される見込みであることに留意した。出席者は、貿易国／地域間での一貫した

独禁法適用除外制度の必要性を確認した。

6．海運産業が世界貿易と経済を支える不可欠なインフラの一部であることが再確認された。全ての

CEOは、ニュースメディア、荷主、政府機関など様々なチャネルを通じ、海運産業の重要な役割を

　説明するとともに、業界の現状および長期的な状況についての正しい理解を確立するため、あらゆ

　る機会を利用するよう強く求められた。

7．ドライバルク部門については、現在の軟弱な市況は2003年中頃には上昇傾向に戻ることを期待す

　る予想のあることが報告されたものの、市況の見通しは不明確であるように思われた。一方会合は、

バルクキャリアの安全対策について議論が行われていることに留意した。二重船側化やハッチカバ

　一強化策を含む提案が2002年末に向けてIMOへ提出される見込みであり、これによって予想される

　船主に対する経済的影響は多大なものになり得る。自国／地域の政府機関がこの問題について正し

　い認識を確立するよう、船主はこれら機関に対し、十分な情報提供をすべきであることが合意され

　た。本件は、ASFの航行安全および環境委員会でも注視されることとなる。

8．タンカー部門については、VLCCとケミカルタンカーの双方の市況は昨年秋からの米国経済の減速

　によって低迷しており、ゆっくりとした回復が見込まれている。全てのCEOは、正確なトレード状

　況の分析に基づき、自らの会社を冷静に指揮していくことが求められた。

9．出席者は、海事保安対策やWTO海運自由化交渉などを含む、最近の諸問題についても意見交換を

　行った。海事保安問題については、幅広く国際的な注目を浴びていることが留意され、米国政府が

　議論を主導しつつ、IMO、　WCO、　ILOなどの政府機関がそれぞれの職務に対応している。出席者は、

　保安向上のために海運業界が最大限の．協力と努力を提供していく点を確認すると同時に、本件に関

　わるいかなる方策も円滑かつ効率的な物流を不必要に阻害することのないよう、最大限の配慮がな

　されるべきであることが認識された。会合は、全ての関係政府機関に対し、海運業界の意見と提案

　が正当に検討されることを確実なものとするよう強く求めるものである。

．（

4憩せんぎょうSe餌2002



【資料2】

　　　　　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）

シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）第11回中間会合

　　　　　　　　　日時：2002年8月27日αO
　　　　　　　　　場所：香港（Conrad　Hotel＞

出　席　者

委員長
草刈　隆郎　日本船主協会副会長（日本郵船社長）

）

副委員長

く韓国船主協会＞

　Mr　Cheol　Soon　Jang（President＆CEO，　Hyundai　Merchant　Marine　Co．，　Ltd．）

メンバー

＜中国船主協会＞

　Mr　Sun　Jiakang（Vice　President，　COSCO（Hong　Kong）Group　Ltd．）

　MrHuangXiao　Wen（Execu廿ve　Depu｛y　Managing　Director，　Chlna　Shipping　Contalner　Lines　Company）

〈アセアン船主協会連合会〉

　〈フィリピン船主協会＞

　　Ms　Do且s　Magsaysay　Ho（Chairman　of　the　Board，　Magsaysay　MariUme　Corp．）

　＜インドネシア船主協会＞

　　Mr　Jaka　A　Singgih　（Managing　Director，　PT　Bumi　Laut　Group）

　〈マレーシア船主協会＞

　　Mr　A　M　N　Aziz（Senior　General　Manager，　Malaysia　Intema撹onal　Shipping　Co．）

　〈タイ船主協会＞

　　Mr　Sumate　Tanthuwanlt（President，　Regional　Container　Lhles　Group＞

＜香港船主協会＞

　Mr　T　R　Chang（CEO，　Orient　Overseas　Container　Line　Ltd．）

〈日本船主協会〉

　暗長　保英（川崎汽船社長）

　鈴木　邦雄（商船三井社長）

　太田　健夫（飯野海運社長）

　秋葉　　功（川崎汽船専務取締役）

　佐藤　博之（商船三井専務取締役）

　石田　忠正（日本郵船専務取締役）

　水上俊一郎（日本郵船経営企画グループ調査役）

〈韓国船主協会＞

　Mr　J　W　Park（Execut面e　Vice　PresidenL　Hanli丘Shipping　CD，　Ltの

　Mr　Suk　Hui　Lee（Senior　Executive　Vice　President，　Hyundai　Merchant　Marine　Co．，　ししd，）

〈台湾船主協会＞

　Mr　James　Hwang（PresidenしEvergreen　Star　Hong　Kong　Ltd．）

　Dr　C　C　Chen（Group　Chairman，　Wan　H滋Lines　L亡d．）

　Mr　W　H　Huang（President，　Yang　Ming　Manne野ansport　Co．）

弁護士
　Mr　Jef仕ey　F　Lawrence（Partner，　Sher＆Blackwell）

事務局
　園田　裕一（日本船主協会国際企画室長）

　中村　憲吾（日本船主協会国際企画室）

　笠原　永子（日本船主協会国際企画室）
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内外情報

1 欧州ポート・ステート・コントロールが船級協会
によるダブルスタンダードを指摘
　2001年のポート・ステート・コントロール実施状況

　サブスタンダード船の排除のためにはポート

・ステート・コントロール（PSC：寄港国による

監督）が必要であるとして、多くの国でPSC

実施の体制が整備されつつある。また、その実

効性を高めるため、それぞれの地域においてPSC

に関する覚書（Memorandum　of　Understanding）

が締結され、各国が協調した実施体制が組まれ

ている。欧州における「パリMOU」、アジア・太

平洋地域における「東京MOU」のほか、これま

でに6つのMOU（地中海、黒海、インド洋、ラテ

ンアメリカ、カリブ海、西・中央アフリカ）が設

立されている。

　各国では、効果的な点検の実施のため、ター

ゲットシステムの採用や集中的な検査キャンペ

ーンを実施するなどしているが、2001年におけ

るパリMOU、東京MOUおよび米国コーストガー

ド（USCG）の活動の概要は以下のとおりである。

1．欧州におけるPSC（パリMOU）

　（www．parismou．org）

　欧州におけるPSCの標準化、協力体制の強化

を目的として、1982年に欧州14力国で締結され

た覚書は、現在19ヶ国（ベルギー、カナダ、ク

ロアチア、デンマーク、フィンランド、フラン

ス、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、アイル

ランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポ

ーランド、ポルトガル、ロシア、スペイン、ス

ウェーデン、英国）が加盟している。

（1）2001年は、前年比300隻増の11，658隻の船舶

　に対して18，681件（前年比0．7％増）の検査が

　実施された。拘留された船舶は前年比65隻減

　の1，699隻、検査件数に対する拘留率は9．09％

　となった。1995年にピーク（ll．21％）を記録し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
　たが、最近4年間はほぼ横ばい（平均9．20％）

　である。船種別に見ると、例年同様、一般乾

　貨物船およびばら積み船が全体の8割を占め

　た。また、旅客船の拘留率が、1998年の3．2％

　から2001年には7．5％と2倍に膨らんだ。［表1

　参照］

（2）拘留された船舶L699隻のうち、船級協会の

　責任によると考えられるものが380隻（22％）

　あり、そのうちの297隻（78％〉はブラックリ

　スト掲載国を旗国とする船舶であった。パリ

　MOUは、これは船級協会において二重の基準

　（double　standards）が運用されていることを

　示しているとしている。

（3）過去3年間の拘留状況から旗国のパフォー　　＿

　マンスを評価するブラック／グレイ／ホワイ

　トリストを掲載した。ワースト4は昨年と同

　じアルバニア、ボリビア、Sao　Tome＆Prin－

　cipe、ホンジュラスであり、パナマも引き続き

　ブラックリストに掲載された。日本のほかシ

　ンガポール、中国、リベリア等は昨年に続き

　ホワイトリストに掲載、香港、ギリシャ等は

　グレイリストよりランクアップしたが、韓国、

　米国はホ．ワイトリストから落ちた。［表2参照〕

㈲指摘された欠陥の数は前年比L5％増の

　68，756件となり、例年同様、救命、防火設備
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　　　　などの安全に係るものが全体の5割以上を占

　　　　めた。船齢15年以上の船舶には、5年未満の

　　　　船舶より全体として多くの欠陥が指摘されて

　　　　おり、安全に係る欠陥を見ると、5年未満の

　　　　船舶で指摘された欠陥が1，549件のところ、15

　　　　年以上の船舶では29，592件と19倍にのぼった。

　　　　［表3参照ユ

　　　〔5）2001年には、貨物の安全な積み付けに関し

　　　　ての集中検査キャンペーンが3～5月の3ヶ

　　　　月間実施された。総数1，072件の検査が実施さ

　　　　れ、16隻が拘留された。10隻のうち1隻は、

＿．
@　貨物固定マニュアル（Cargo　Securing　Manual）

　　　　に従った固縛計画（lashing　plan）を持ってい

　　　　ないか、当該計画どおりに積み付けられてい

　　　　なかった。

　　　　　これに続き、2002年にはISMコードに関し

　　　　て、2003年には旅客船の運用面に関して、2004

　　　　年には居住および作業環境に関して集中検査

　　　　を実施する予定としている。

）．

2．アジア・太平洋地域におけるPSC（東京MOU）

　〔www．iilnet．or，jp／tokyomou！）

　アジア・太平洋地域においては、1993年に東京

MOUに18ケ国が署名し、現在17ヶ国（豪州、カナ

ダ、中国、フィージー、香港、インドネシア、日本、

韓国、マレーシア、ニュージーランド、パプアニ

ューギニア、フィリピン、ロシア、シンガポール、

タイ、バヌアツ、ベトナム）が加盟している。

　東京MOUでは、　PSCに従事する検査官の能

力および監査方法の平準化が重要であるとして、

1995年から5年計画でPSC検査官を対象とした

基礎的な研修を日本において実施しており、こ

の5年間に216人が受講した。当該研修は2000年

以降も実施していくこととされ、当協会は、研

修カリキュラムの中の引船実習の実施について、

引き続き協力している。

（1）総検査件数は前年比8，4％増の17，379件（域

　内航行船舶総数に対する検査率は71％）、この

　うち欠陥のあった船舶は12，049隻。

（2）拘留された船舶は前年比22，5％増（＋248隻）

　の1，349隻と大きく増加し、総検査件数に対す

　る拘留率は7．76％とともに過去最高を記録し

　た。船種別に見ると、一般貨物船の拘留率は

　平均を大きく上回っている（15，18％）。［表1

　参照］

（3）指摘された欠陥数は前年比19．1％増の69，578

　件、救命設備、火災安全に係るもので全体の

　35％を占める。［表3参照］

（4）2002年7～9月の3ヶ月間、ISMコードの

　実施に係る集中検査キャンペーンが実施され

　ている。また、次回には、ばら積み船の安全

　に関してキャンペーンを実施することとして

表1　2001年PSC実施状況

　（D　東京MOU、パリMOU
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　いる。

（5｝域内で実施されたインスペクションデータ

　を蓄積するデータベースシステム（APCIS＞が

　2000年1月より運用開始され、2001年4月より

　パリMOUのデータベースシステム（SIRENAC）

　と相互に情報交換が可能となった。

3．米国におけるPSC

　（www．uscg．mil／hqlg・m／psc／psc．htm＞

　米国は1994年よりPSCの強化策として、重点

的に臨検を実施すべき船舶を識別するため、過

去のPSCの結果に応じて船主、運航者、旗国、

船級協会、PSC履歴、船種のカテゴリー毎に点

数を付け、PSCを選別的に実施している。

　船級協会の評価には直近3年間の平均拘留率

を用いていたが、年々平均拘留率が改善されて

いるところがら、さらに効果的な絞込みを行う

ため、そのカテゴリーに用船者を含めるよう規

則を改正している。

（1）米国に寄港した船舶は7，842隻、総検査件数

　は昨年より微減の10，71ユ件。拘留された船舶

　は173隻、寄港船舶数に対する拘留率は2．21％

表2　PSCに係る旗国ブラックリスト

　となり、1997年（547隻、7．12％）より年々減少

　している。なお、パナマ籍船が寄港船舶の22％、

　拘留船の23％を占める。［表1参照］

（2）拘留された船舶において指摘された欠陥は、

　救命、防火に関する設備および訓練に係るも

　のが33％、安全一般に係るものが12％、ISM

　コードに係るものが19％を占めた。［表3参照］

（3）2QOI年1月より、良質な船舶に対してPSC

　の検査頻度を少なくするなどのインセンティ

　ブを与えるQualship21という制度が新たに導

　入された。これは3年間の拘留率が工％未満

　であることなどの条件を満足した国を旗国と

　する船舶に与えるもので、現在、10力国、449

　隻の船舶にその資格が与えられている。日本

　は当該拘留率が基準をわずかに超えた（1．2％）

　ため対象から外れている。

（4）PSCを効率的・重点的に実施するため、船

　舶に検査の優先順位を付けているが、その評

　価項目に、現行の旗国、船級、運航会社に加

　え用船者を含めることとしており、船舶の入

　港の際の報告事項に用船者名を含めるよう規

　則改正中である。

パリMOU 米国コーストガード 東京MQU（’参考）

Algeria
Alger｛a

Belize
Albarlia

Antigua＆Barbuda C日mbodiaAzerballan B巳lize Honduras
Bellze Bo1Ma 1ndonesia
Bolivia BraziI Iran
Bulgaria Bulgaria Korea，　Dem．　Peo回e’＄Rep，

Cambロdia
Cambodia Korea，　Republic　of

⊂｝yprUS Cay¶an　ls． Ma旧yslaEgypt CrQatia Malta

Geo「91a
Cyprus

Mya∩marHonduras Hondurヨs
Russia

lndla lndla
St．　Vincent＆GrenadinesLebanon Korea，　Repubric　of Taiwan，　China

Libya［Arab　Jama
Latvia Thailand

Malta Lith．」anla
Turkey

Morocco Malta
Viet　NamPanama Mexico

Romania Panama
Russia PortugaI

Sao　Tome　and　Principe
Russia

St．　V「ncent＆Grenadines St．　VinCent＆GrenadineS
SyrianArab　Republio Thai「andTonga Turkey

丁urkey
Varluatu

Ukra拍1a Ve［ezuela
25ヶ国 25ケ国 16ケ国

注）アルファベット1頃。東京MOUはブラックリストは作成していないが、3年間の拘留率が平均拘留率を上回る旗国を掲載して
　いる。ゴシック体は8グループともに共通する旗国。

8§せんきょう∫ερ‘2002





NEWsN匠W5ド・1匠W§．馨糀鍵騰熱讐

【資料1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成14年8月23日

　　　　　　　　　　　　　　　パナマ運河通過料引上げ決定について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人日本船主協会　会長　嫡長　保英

　今般、パナマ運河庁は正式に本年10月1日より運河通航料を引上げる、と発表した。これは、8月

21日の同国政府の閣議決定に基づくもの、とのことである。

　引上げの内容は、当初6月7日に提案されたものとやや異なり、船種別タリフは提案どおり導入す

るとしながらも、引上げ幅は、

　2002年10月1日より　　約8．0％

　20G3年7月1日より　　約4．5％

　と、2段階に分けて実施するというもので、若干の緩衝策は講じているものの、実質的には企図さ

れていた13％が達成されることとなる。加えて、牽引車綱取り料は別建で本年10月1日から徴収され

る、とのことである。

　当協会は、船主経済ひいては世界経済への影響を懸念し、引上げに強く反対してきた。また、わが

国政府をはじめ、世界の海運・貿易業界、関係政府も同様に引上げ反対を表明してきた。

　こうした声にも拘わらず、パナマ政府／運河庁が今回引上げを決定したことは誠に残念である。当

協会は、同国政府／運河庁が世界経済を運営する一端を担っている責任を自覚し、今後、自制ある行

動をとるよう強く要請する。

表1　通航料体系　1段階　2002年10月往日より適用（約896値上げ）

現在の通航料 今回発表された改定による通航料

船　　種
積載状態

バラスト

�@　態

1万トンまでの料金
iパナマトン数）

　　1万トンを超～
Q万トン未満までの部分
@（パナマトン数）

2万トン以上の部分
iパナマトン数）

積載状態 バラスト状態 積載状態 ベラスト状態 積載状態 1（ラスト状態

一　般　貨　物　船　　＄2．57 ＄2．04 ＄2．80 ＄2．22 ＄2．78 ＄221 ＄2．75 ＄2．18

冷凍・冷蔵運搬船　　＄2．57 ＄2．04 ＄2．80 ＄2．22 ＄2．78 ＄2．21 ＄2．75 ＄2．18

ば　ら　積　み　船　　＄2、57 ＄2．04 ＄2．80 ＄2．22 ＄2．78 ＄2．21 ＄2．75 ＄2．18

タ　　ン　　カ　　一 ＄2．57 ＄2．D4 ＄2．80 ＄2．22 ＄2．78 ＄2．21 ＄2．75 ＄2．18

コ　ン　テ　ナ　船 ＄2．57 ＄2．04 ＄2．80 ＄2．22 ＄2．78 ＄2．21 ＄2．75 ＄2．18

自動車専用船 ＄2．57 ＄2．04 ＄2．80 ＄2．22 ＄2．78 ＄2．21 ＄2．75 ＄2．18

旅　　　客　　　船 ＄2．57 ＄2．04 ＄2．80 ＄2．22 ＄2．78 ＄2．21 ＄2．75 ＄2．18

そ　　　の　　　他 ＄2．57　　＄2、04 ＄2．80 ＄2．22 ＄2．78 ＄221 ＄2．75 ＄2．18

軍艦等その他特殊船 ＄1．43／排水量トン ＄1．56／排水量トン
．〔

表2　通航料体系　2段階　2GO3年7月1日よb適用（約4．596値上げ）

今回発表された改定による通航料

船　　種
1万トンまでの料金
iパナマトン数）

　　1万トンを超～
Q万トン未満までの部分
@（パナマトン数）

2万トン以上の部分
iパナマトン数）

積載状態 バラスト状態 積載状態 バラスト状態 積載状態 バラスト状態

一　般　貨　物　船 ＄2．96 ＄2．35 ＄2．90 ＄2．30 ＄2．85 ＄2．26

冷凍・冷蔵運搬船 ＄2．96 ＄2．a5 ＄2．9D ＄230 ＄2．85 ＄2．26

ば　ら　積　み　船 ＄2．96 ＄2．35 ＄2．90 ＄2．30 ＄2．85 ＄2．26

タ　　ン　　カ　　一 串2．96 ＄2．35 ＄2．go ＄2．30 ＄2．85 ＄2．26

コ　ン　テ　ナ　船 ＄2．96 ＄2．35 ＄2．go ＄2β0 ＄2．85 ＄2．26

自動車専用船 ＄2．96 ＄2．35 ＄2．90 ＄2．30 ＄2．85 ＄2．26

旅　　　客　　　船 ＄2．96 ＄2．35 ＄2．go ＄2．aD ＄2．85 ＄2．26

そ　　　の　　　他 ＄2．96 ＄2．35 ＄2．9D ＄2．30 ＄2．85 ＄2．26

軍艦等その他特殊船 ＄1．64／排水量トン
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わが国の大規模排出油

対策について

海上災害防止センター理事

桑原康記

）

）

　大規模な海上排出油事故が発生した場合、そ

の規模、形態などにもよるが、原因者、自衛組

織、地方自治体、国の行政機関等多くの官・民

の組織・勢力により排出油防除措置が実施され

ることとなる。これらは、どのように調整され、

統合されていくのか分り難いところであり、こ

れらの点について、現状をまとめてみたい。

　なお、過去の事例における大規模排出油事故

としては、ナホトカ号事故（約6，240KL流出）、

ダイヤモンドグレース号事故（1，550KL流出）が

その代表事例であるが、港湾・内水等の閉鎖性

水域においては数百KL程度でも大規模排出油事

故として扱われることも考えられる。

1，排出油防除の枠組

　排出油防除措置は、国、地方自治体等のいわ

ゆる官により行われるものと、原因者等の民間

関係者により行われるものがある。

　これらの防除措置が行われる体制、任務、対

策についての基本的な事項については、主とし

て、災害対策基本法（以下「災対法」）、海洋汚

染及び海上災害の防止に関する法律（以下「海

防法」）及び石油コンビナート等災害防止法（以

下「石災法」）において定められている。そして、

これらを根拠法として防災対策を推進するため

の諸計画｛災対法に基づく防災基本計画等、海

防法に基づく排出油防除計画、石臼法に基づく

石油コンビナート等防災計画｝が定められてお

り、また、これらと調和を保ちつつ油汚染事．件

に迅速かつ的確に対応できるよう策定されたも

のが「油汚染事件への準備及び対応のための国

家的な緊急時計画」（閣議決定）である。

　以下、これらの法律や計画に基づいて進める

こととする。

　なお、排出油防除の一般原則として、その防

除費用は、汚染者が負担するという原則がある

ことに留意する必要がある。

2．排出油事故対応体制

　排出油事故発生とともに、多くの組織・勢力

がその対’応に立ち上がり、応急措置の実施に向

けて動き始めることになるが、大規模な排出油

事故が発生した場合は、次のような対応体制が

執られることとなる。

〔1）国の体制（図1参照）

・関係行政機関は、大規模排出油事故が発生し

　た場合は、応急対策の調整等を行うため、必

　要に応じて関係省庁連絡．会議（事務局1海上

　保安庁等）を開催する。

・収集された情報により、事件の規模、被害の

　広域性等から、応急対策の調整等を強力に推

　進ずるため特に必要があるときは、海上保安

　庁長官を本部長とする警戒本部を設置する。

・警戒本部が設置された場合は、現地の応急対

　策を迅速的確に実施するため、現地に管区海

　上保安本部長を長とする連絡調整本部を設置
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　する。

・大規模な被害が発生していると認められると

　きは、直ちに国土交通大臣を長とする非常災

　害対策本部を設置する。

・現地において応急対策の総合調整事務を機動

　的かつ迅速に処理する必要があるときは、同

　副大臣を長とする非常災害現地対策本部を設

　置する。

（2）海上保安庁の体制（図2参照）

・油汚染の規模、被害情報等から、応急的防除

　措置を講ずるとともに、必要に応じて現地の

　管区海上保安本部等に対策本部を設置する。

b油汚染の規模、被害の広域性等から、必要に

　応じて海上保安庁に対．策本部を設置する。

・特に必要と認めるときは自衛隊、関係行政機

　関、地方公共団体等に必要な措置を講ずるこ

　とを要請することができる。

・㈲の防除措置義務者が必要な措置を講じてい

【図1】

連　　絡　　調　　整　　本　　部
　　（本部長・管区海上保安本部長）

　ない場合、防除措置を講ずべきことを命ずる

　ことができる。

・緊急に防除措置を講ずる必要がある場合にお

　いて、防除措．置義務者が必要な措置を講じて

　いないとき等には、海上災害防止センター（以

　下「センター」）（＊）に防除措置を指示するこ

　とができる。

（3）地方公共団体の体制（図3参照）

・油汚染の規模等から判断して、必要に応じて

　災害対策本部等を設置する。

・必要に応じ防除措置を講ずるとともに、自衛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
　隊の派遣要請等必要な措置を講ずる。

・関係行政機関、地方公共団体等は、これらの

　災害対策本部等が設置された場合には職員を

　派遣する。

㈲　防除措置義務者の体制（図4参照）

　　海防法によって、事故発生船舶の船長（施

　設の場合は施設管理者）は応急措．置を、また、

（対策の調整等を強力に推進するために特に必要ある場合）

警 戒　　　　本
（本部長・海保長官）

部

（大規模な被害が発生した場合）

非常災害現地対策本部（本部長・副大臣）

　（石コン特区の場合は、総務副大臣）

非常災害対策本部（本部長・国交大臣）

　（石コン特区の場合は、総務大臣）

（＊）石コン特区1石油コンビナート等特別防災区域

【図2】

管区海上保安本部（保安部）対策本部
　（本部長・管区本部長・保安部長）

（要請）

海上保安庁対策本部　　　（本部長づ毎上保安庁長官）

（命令）

（指示）

防除措置義務者、センター

（要請）

自衛隊、関係行政機関、地方公共団体等

（幻海上災害防止センター1海防法に基づいて設立された認可法人、職員33名。
　　主たる業務は、排出油の防除、消火、排出油防除資機材の備え付け代行業務、海上防災訓練、調査研究。
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）

船舶所有者（施設の場合は施設設置者）には

防除のための必要な措置を講ずべきことを義

務づけている（海防法39条）。

・これらの措置義務者（以下「原因者」）は、収

集・報告された情報から判断して、自らの災

害対策組織を設置することとなる。

・原因者は、防災事業者と契約して、自ら防除

措置を実施しなければならないが、大規模排

　出油事故の場合には、個々の防災事業者の能

力を超えることとなるので、この場合、セン

　ターと排出油防除措置の実施について契約を

結ぶことにより、強力な体制が設立できる。

　（小規模の排出油事故の場合でも、センター

　と指導助言契約を結べば有効な対応ができる。）

・センターは、全国約160の契約防災措置実施者

　（防災、サルベージ、港運、マリコン、特殊

　車両・技術等の事業者）（以下「契防者」）と

　排出油防除措置の実施について契約を結んで

　おり、全契防者について常時出動協力が得ら

　れるシステムになっている。

【図3】

地方公共団体の対策本部（本部長・知事等）

　（石コン特区の場合は石コン現地対策本部）

（派遣要請

　：知事） （職員派遣）

自衛隊 関係行政機関・地方公共団体等

【図4】

セ　　ン　　タ

契防者（全国約16併土）

【図5】

（契約）

原因者側の対策組織

（PI、FUND等を含む）

石油連盟海水油濁処理協力機構、漁業組合、電

力会社、排出油防除協議会等

㈲　その他の体制（図5参照）

　前記の他、図のような組織が、自衛や相互援

助を目的として排出油防除能力を備えている。

なお、援助を要請する段階で防除措置に要した

費用の負担方法について明確にしておかなけれ

ばならない。

3　油防除措置の実施

の　官と民の役割

　　排出油防除措置は、多くの組織・勢力によ

　り実施されるが、その分担について、行政機

　関、地方公共団体等のいわゆる「官」と原因

　者側の「民」の活動の区分を、原因者が判明

　しているケースと不明のケースに分けて考え

　てみたい。

　①原因者判明のケース（図6参照）

　。海防法によって、原因者である船舶の所有

　　者等には防除のための必要な措置を講ずべ

　　きことが義務づけられており（海防法39条）、

　　原因者が自ら措置を講ずるかまたはセンタ

【図61

　①原因者判明のケース

（大）

規模

　官

海川口

（調査等）

　　　　民
　　　センター
　（委託又は海保指示）

　　　↑

　　原因者
（措置不十分は海保命令）

【図7】

　②原因者不明のケース

（大）　　　　官

　規模　　　海保等

関与の度合

（調査及び応急的措置）

　　　　関与の度合
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一に防除措．置の実施を委託することとなる。

原因者が必要な措置を講じていないと認め

る場合には、海上保安庁長官は原因者に対

　して防除措．置を命ずることができる。（海防

法39条3項）

●海上保安庁等は、流出油の調査、現場指導

等の措．置を講ずるが、緊急に排出油防除措

置講ずる必要がある場合において、原因者

が必要な措置を取っていない場合や不十分

である場合には、海上保安庁長官は、セン

　ターに措．置を講ずることを指示することが

　できる。（海防法42条の37）

・原因者側の措置（契約により行うセンター

　の措置を含む。）のみで対応できない場合に

　おいて特に必要があると認めるときは、海

　上保安庁長官は関係行政機関の・長に対し必

　要な措置を講ずることを要請し、これらの

　機関により本来のその行政機関等の任務に

　応じて措置が講じられることとなる。（海防

　　法41条の2）

　・これらの防除措置費用は、原因者に請求さ

　　れることとなる。（海防法41条、同41条の3、

　　同42条の38）

　②　原因者不明のケース（図7参照）

　・原因者不明のケースでは、通常は小規模の

　　ものがほとんどであり、これらは、海上．保

　　安庁等が排出油の調査及び応急的な防除措

　　置を講じているが、大規模排出油事故等緊

　　急に防除措．置を講ずる必要がある場合にお

　　いては海上保安庁はセンターに措置を講ず

　　ることを指示することができることとなつ

　　ている。（海防法42条の37）

（2）排出油防除資機材の整備（次表参照）

　　排出油防除資機材は、国の行政機関や地方

　自治体等がその任務に必要な資機材として．保

　有しているもの、民間企業において、法律の

　義務または業務上の必要性や自衛手段等とし

　て保有しているものがある。これら資機材は

【表1　資機材の状況

設置・保有者 保　有　状　況　、　資　機　材　　名

海上保安庁 全国の部署等（約130か所）に配置。
オイルフェンス（展張艇）、油回収装置（艇）、油吸潜材、油処理剤、油防除艇、高粘度回収装置（ネット）、油処

理剤空中散布装置等を保有している。

地方整備局 九州地方整備局　空港港湾部（下関）の海翔丸（油回収装置を有する湊深船約4，300GT）を最大とし、12隻の回
満船を保有している。

地方自治体 消防機関等が、オイルフェンス，油吸着材，油処理剤等を保有しているケースが多い。

港湾管理者 港湾、漁港における油汚染の防除のため、オイルフェンス、油吸着材、油処理等を保有しているケースがある。
・漁港管理者

海防法に基づく 海防法（39条の3）に基づき、150GT以上のタンカー所有者や係留施設・保管施設の管理者・設置者が、船舶
タンカー所有者 のトン数または施設の規模に応じた所要の資機材を備え付けている。

海防法（39条の4）に基づき5，000GT以上のタンカーが、特定油を積載して一定の海域を航行するときは油回
黒船（装置）を配備している。

センター 上記のタンカー所有老等の海防法に基づく義務を代行する業務を行うため、全国33カ所の基地にオイルフェン
ス、油処理剤、油吸着材、油ゲル化斉ll、油回収装置（11基）を配備している．

また、法定以外の大型油回収装置（1基）を保有している。

石災法に基づく 石災法（］6条4項）に基づき特定事業者が、オイルフェンス、同展張船、回収胎（装置）等を配備している。

特足事業者

石油連盟の油濁 大型オイルフェンス、および回収装置を中心とした資機材を6基地に有している。
防除資機材基地 要請に応じて貸し出す。

国家石油 海防法および石災法に基づいて資機材を配備しているが、この他に防災艀（オイルフェンス、回収装置等を搭

備蓄基地 載）3隻を保有している。

防災事業者 センターの契壮者等の防災事業者がオイルフェンス、油処理剤等を保有している。サルベージ船．ガット船．
（契凹田等） 強力吸引車、バキューム車等も所有している。

流出油処理剤 油処理剤の製造元および販売会社の団体であり、各地に処理剤を備蓄しており、由仁に応じて現場に輸送する

懇話会 体制としている。
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　　　　大規模排出油事故の場合には、後述の連携と

　　　　調整が図られて動員されることとなるが、通

　　　　常時においては、保有者により点検整備や定

　　　　期的な実働訓練等が行われており、特に、大

　　　　型機材については緊急時にその適切な運用を

　　　　可能とするため、関係者の多大の努力が続け

　　　　られている。

　　　　　これらの資機材は、前述の排出油防除計画

　　　　によれば、全国を16の海域に区分して考えた

　　　　場合に、地域的には不足している資機材もあ

　　　　るが他の地域からの動員によって補うことに

一　　　より全国的には数量的にはほぼ充足している

　　　　と考えられている。

　　　（3）現地における連携と調整

　　　　　現地では、多くの要因を分析して基本戦略

　　　【図8】

非常災害現地対策本部

を定め、各組織の能力に応じた作業を分担し

て実施し、迅速的確な防除措置を行う必要が

ある。これには、事故現場の幅広い情報の収

集とその分析がスタートとなる。

　海上保安庁は、幅広い情報を自ら収集し分

析する能力と専門チームを含めた実働勢力を

有しており、また、海防法に基づいて関係行

政機関等への要請や原因’者への命令、センタ

ーへの指示ができる権限を有するなどから排

出油防除体制の中核に位置づけられている。

　現地における体制は、おおむね図8の通り

であり、各対策本部間の連携と調整が行われ、

現場措置が統一的に実施されるようになって

いる。

▲　　〔構成：閾係地方行政機関等）

管区海上保安本部の現地対策本部

（構成：内部組織）

（行政区分に応じ措置）

地方公共団体の対策本部

昌運隊　行政機関等
（要請）

濁
、
　
「

指
セ

（

（構内組織 D塑讐塑一＿一一一→

4．終わりに

　これまで述べたように、大規模排出油事故に

対する体制、資機材の整備等が進められてきた

が、これらを上手く動かすための運用のノウハ

ウが極めて重要であることは疑いのないところ

である。

　毎年、処理を必要とする海上排出油事故は多

発しているが、大勢力による対応が必要とされ

る大事故について見れば10年に1度程度の発生

となっている。大事故の処理の経験を、次の同

様な大事故に教訓として活かすことはきわめて

　　原　因　者

　　　　　（契約）

ンタ　　　・契防者
（行政区分に応じ措置）

　　自衛組織、ボランティア

　　▼

現場措置

　　▲

重要であり、これには、”過去に学ぶ”ことと

“専門家を育てる”ことを忘れてはならない。

　・．．．・・方、実際の排出油防除措置の現場にあって

は、先ず、汚染者負担の原則を踏まえ、防除費

用をどのように担保できるかが、常に大きな問

題となっている。PI保険不加入船舶等の流出油

事故については、費用の担保がないため、折角

の体制や資機材も全力投入できず被害が拡大す

るおそれもあり、これへの対策の整備が望まれ

ているところである。
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寄稿

轟轟
「石油連盟の油濁事故対策

について」

石油連盟油濁対策部
対策課長

浜林郁郎

1．はじめに

　1997年1月、島根県隠岐諸島沖合い107kmでロ

シアのタンカー「ナホトカ号」の船体が荒天の

ため二つに折れ、積載していた重油6，000kl以上

が流出、日本海側の海岸を約ユ，000kmにわたって

汚染したことはいまだに記憶に新しい。

　このようなタンカーによる油流出事故は、一

旦発生すると漁業や観光産業に大きな影響を与

えるほか、発電所の操業や港湾機能といった産

業活動にも広範な被害を与える恐れがある。世

．界的に見ても、1970年代から1980年代にかけて大

規模なタンカー事故が数多く発生し、対応体制

を含めた事故対策や、その後の補償制度が大き

く改善されることとなった。特に欧州では、被

害が複数の国に及ぶケースが見られ、そのため

に油濁事故に対する国際的な協力体制の構築が

急がれる結果となった。さらに、1989年にアラ

スカで大規模なタンカー事故が発生したことに

より、欧州諸国の動きに米国も加わって、油濁

事故対応への協力・支援は世界的な流れとなり、

海洋国家であるわが国にも応分の分担が求めら

れることとなった。

　わが国の油濁対策は、1970年代、80年代には

製油所・油槽所といった個々の事業所単位では

徐々に改善が図られていた。しかし、海外への

貢献も含めた大規模な油濁事故への対応という

点では諸外国にやや遅れを取っており、これら

世界的要請に応えることを目的に、石油連盟で

は国の支援を受けて、1991年から「大規模石油

災害対応体制整備事業」を発足させることとな

った。

　以下に、歴史的経緯も含めた油濁事故対策と、

現在実施している事業の概要について、紹介し

ていきたい。

2　油濁事故対策の経緯

（D　国内の油濁事故対策

　　わが国で発生した本格的なタンカーによる

　油流出事故は、1971年1工月、新潟弓田で「ユ

　リアナ号」が座礁し、積荷の原油約7，200kl

　が流出したことに始まる。この結果、国とし

　て資機材の基準を統一すると共に、1974年目

　は石油事業者と船舶所有者に排出油防除資機

　材の配備が義務付けられることとなった。ま

　た石油連盟では、製油所・油槽所の事故発生

　時の相互援助組織として、「海水汕濁処理．協力

　機構」を1973年に発足させた。

　　1974年12月、岡山県水島の製油所タンク底

　板の破損による瀬戸内海への重油流出事故を

　契機に、石油コンビナート等災害防止法（1976

　年施行）が制定され、これによって石油企業

　は油濁事故対策として油回収船、オイルフェ
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　ンス、油吸着マット、油凪配剤などの保有・

　備蓄を義務付けられることとなった。

　　また同じく1974年には、財団法人海上防災

　センターが設立され、消防船の運用と排出油

　防除資機材の整備を開始した。（1976年に現在

　の海上災害防止センターに改組。）

（2＞海外での動き

　　諸外国が油濁対策を開始する契機となった

　のは、1967年英国沖で座礁し、9万トン以上

　の原油を流出させた「トリーキャニオン号」

　事故である。これによりタンカー船主の油濁

　事故への補償責任を定めた民事責任条約や石

　油企業からの拠出による油皿補償基金の設立

　を定めた基金条約が採択され、またこれらを

　補完する民間協定として、TOVALOPや

　CRI蹴AL協定が発足した。さらにこれらによ

　る補償限度額は、1978年フランス沖で座礁し

　た「アモコカジス号」事故によりさらに引き

　上げられた。

　　1989年3月、アラスカ・プリンスウイリア

　ムズ湾で、大型タンカー「エクソンバルデイ

　ズ号」が座礁し、積荷の原油約4万klが流出、

　アラスカ沿岸約1，200kmを汚染した。これを契

　機に、油濁事故に対する国際的な協力体制確

　立への動きが急速に高まり、同年5月のIEA

　閣僚理事会では油点事故への国際的協

力体制が検討され、わが国としても「積

極的に貢献する。」旨が三塚通産大臣

（当時）によって言明された。また米

国は翌90年、「米国油濁法（Oil　Pollution

Act　gO－OPA90）を制定し、また国際海

事機関（IMO）では、　OPRC（Oil　Po11u－

tion　Preparedness、　Response　and　Co－

operation）条約が採択され、油濁事故

への対応力の強化と国際的協力スキームの策

定が各国に義務付けられた。

3．石油連盟の油濁事故対策

〔コ　海水油濁処理協力機構

　　海水油濁処理協力機構は、前述の通り「ユ

　リァナ号座礁事故」を契機に石油連盟加盟会

　社の「互助組織」として昭和48年に発足した。

　平成13年度末現在、会員数は49社、参加事業

　所は合計で223ヵ所（石油連盟会員会社以外の

　油糟所等も含む。）である。

　同機構の設立の目的には、

　　「平常時にあっては、タンカー、石油工場な

　どからの油濁事故に関する防止対策及び調査

　研究を行い、万一油蝉事故発生時にあっては、

　海上保安本部または本機構加盟会社の援助要

　請に基づき、迅速かつ組織的な援助活動を行

　い、被害を最小限に止めることを目的とする。」

　と記されており、自社工場内外の小規模な事

　故、あるいは事故の初期段階においては、防

　除活動の中心をなしている。

〔2）大規模石汕災害対応体制整備事業

　　1990年に相次いで打ち出された油濁対応体

　制の強化という国際情勢を踏まえ、わが国も

　通産省（当時）が中心となって国1祭的に遜色

▲大型油回収機

賑．
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のない資機材をそろえ、国際的協力も対応可

能な事業を推進することが決定され、その実

施主体として石油連盟が選任された。

　石油連盟が実施する事業には、大別して次

の3つがある。

①資機材整備事業

　　資機材整備事業は、油濁対応資機材を購

　入、国内6箇所、海外5箇所の基地に置き、

　万が一．一の際に貸し出しを行うことを目的と

　した事業である。この事業は、事業発足の

　契機となった国際的協力という観点を充足

　するため、大型で外洋での使用に耐え、か

　つ海外での貸し出しに備えて国際的に広く

　利用されているものという基準で資機材が

　選定されており、したがって、それまでに

　わが国で使用されてきた資機材とは大きく

　異なるもめとなった。このため大型油回収

　機、外洋型オイルフェンス等の大半は輸入

　品に頼ることとなったが、それら資機材の

　保管基地は、第1号基地が1991年11月に東

　京湾（極東石油工業千葉製油所敷地内）に

　設置されたのを皮切りに、第2号瀬戸内（ジ

　ャパンエナジー水島製油所）、第3号伊勢湾

　（コスモ石油四日市製油所）、第4号日本海

　（昭和シェル石油新潟製田所一当時）、第

　5号北海道（日本石油精製室蘭製油所一

　当時）、第6号沖縄（沖縄石油精製沖縄製油

　所）と相次いで完成し、1995年3月までに

　国内での基地整備を完了した。一方、わが

　国オイルルートに沿って整備することとな

　つた海外基地は、1993年1月の第1号シン

　ガポールに続き、第2号サウジアラビア、

　第3号マレーシア、第4号アブダビ、第5

　号ジャカルタの順に完成し、1996年3月ま

ユ8心せんきょうS曜2002

でにすべての整備を完了した。（表1参照）

　石油連盟の資機材貸し出しシステムの最

大の特徴は、貸し出し費用を徴しないとい

う点にある。通常、世界の大規模油揚事故

対応資機材基地は、資機材を有料（多くは

デイリーレンタル）で貸し出ししている。

しかしながら石油連盟のシステムは、「無償

で貸し出す代わりに、借り主は借りたとき

の状態に復旧して返却する。」というもので

あり、破損等がなければ洗浄作業のみでの

返却が可能である。ただし、資機材の運び

出しがら現場への搬入、機材操作は原則と

して借り主が行うこととなっており、この

部分では借り主に費用が発生することとな

る。

　資機材整備事業では、あわせて資機材保

管会社を中心に操作訓練も実施している。

これは前述のように、機材が大型で取り扱

いには重機等が必要なこと、海外製の機器

が中心であるため、取り扱いにはある程度

の“ ｵれ”が必要であること、などが主な

理由であり、このため国内の各資機材基地

では年1回、初心者を対象とした「実地操

△外洋型オイルフェンス

（



作訓練」を実施しているほか、通常の操作

者の技術の向上を目的とした「総合習熟訓

練」、さらにはこれらの応用として、海上保

表1　油平防除資機材基地と保有資機材

　1　国　内

安庁や海外関係団体との合同訓練も年に数

回実施している。このような訓練を受けた

操作員は、実際の資機材貸し出しに際して

平成14年3月31日現在　石油連盟

第　1 号
第2号 第3号 第4号 第5号 第6号基　　地　　名

栗京湾基地 横須賀分所 瀬戸内基地 伊勢湾基地 日本海基地 北海道基地 沖縄基地

配備資機材

固形式オイルフェンス

準C 8，000m 一 4、000m 2．080m 1，920m L920m 2、080m
準B（高麗展張型） 200m

一
200m 200m 200m 200m 200m

充気式オイルフェンス
Hi．spr［nt　1500 250m

1、000m 1、000m 1．000m
Ro－Boom　180D 500m

一
500m 500m

一 一 一

Deep　Sea　Boom
500m

一
500m 50Dm

一 一 一

Uni　Boom　800R 250m
一 一 一

250m 250m
一

Ro－Boom　2200 』 一
250m

一 一 一 一

Ro．Boom　1500 一 一
500m 250m

一 一 ｝

Vee　SweθP 60m
一

60m 60m 60m 60m 60m

Beach　Boom
32Dm

一
320m 320m 320m 320m 320m

流出油回収機
Transrec250

1基 　 一 一 1基 1基 一Tarantula
一 　 1基 一 一 一 一DESMI250
3基 1基 3基 3基 3基 3基 3基

GT　185 2基 1基 2基 2基 2基 2基 2基
DESMl　Terminato「 一 一 2基 一 一 一 ｝
GT　185・8

一 一 2基 一 『 一 一

Komara12κ 4基 一 4基 4基 4基 4基 4基
Komara　Star 一 一 一 4基 一 一 一

移送ポンプシステム 1基 一 1基 1基 1基 1基 1塁
ビーチクリーナー 4基 2基 4基 4基 4基 4基 4基
ミニビーチクリーナー＆移送ポンフシステム

一 一 一 1基 1基 一 1基
回収油バージ

25t
1基 　 1基 1基 1基 1基 1基100t
一 一 一 一 一 2基 一

オイルバッグ

50tタイプ 1基 一 1基 1基 ／基 ］基 1基
200tタイブ 2基 一 2基 一 2基 一 一
油水分離機 2基 一 2基 2基 2基 2基 2基

仮設タンク

10tタイプ 24基 6基 24基 24基 24基 24基 24基
5tタイブ 6基 一 6基 6基 6基 6基 6基

可搬式照明器異 2基 一 2基 2基 2基 2塁 2基

2　海　外

海外1号 海外2号 海外3号 海外4号 海外5号基地

基　　地　　名
マラツ力海峡

Vンガポール
アラビア湾
Tウジアラビア

マラッ力海峡

}レーシア
アラビア湾

Aブダビ インドネシア

基　地 基　地 基　地 基　地 基　地

配備資機材

充気式オイルフェンス LOOOm 1、000m 1．000m 1、000m LOOOm
流出油回収機
DESM1250

4基 4基
GT　185 4基 4基 4基
ビーチクリーナー 2基 2基 2基 2基 2基
仮設タンク 8基 8基 8基 8基 8基
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　は、操作指導員として現場へ派遣すること

　が可能である。

　　これらにより整備された資機材は、はじ

　めに述べた「ナホトカ号事故」のほか、／995

　年以降で合計17回の貸し出しを行っており、

　シンガポールやアブダビから感謝状等の贈

　呈を受けている。（表2参照）

②調査研究事業

　　調査研究事業は、資機材の運用を補助す

　るため、諸外国の技術的動向を把握したり、

　資機材の運用を支援するためのツールを開

　発することを目的として実施されている。

　現在までの最大の成果としては、「流出油拡

　散・漂流予測モデル」の開発があげられる。

　　このモデルは、あらかじめ入力しておい

　た海流等のデータをもとに、事故発生時に

　流出油がどこに流れていくかを、時間経過

　を追って予測するもので、気象庁からのデ

　ータをオンラインで取り込む、適用海域を

　サハリン海域まで拡大する等の改良を行っ

　て、現在ではかなり予測精度の高いものと

　して完成している。このモデルは、インタ

　ーネットに接続できるパソコンならどれで

　も簡単に利用することができることから日

　本各地で広く利用されており、操作のため

　のCD－ROMは、実費にて石油連盟油濁対策

　部で配布している。

　　このほかに同事業では、流出油の海中で

　の性状変化のデータを取得したり、油処理

　剤の無害化過程に関する調査なども実施し

　ているσ

③国際会議開催事業

　　国際協力の観点を推進し、また近年発生

　した事故情報や新規の資機材の開発：肯報を
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収集することなどを目的に、石油連盟では、

年ユ回、国際シンポジウムを開催している。

　本年3月に開催した第7回国際シンポジ

ウムには、内外よりU名の講師をお招きし、

欧米では主流となってきているNEBA（Net

Environmental　Bene翫Analysis）の紹介、過

去2年以内くらいに発生した事故の情報と

その対処方針、今後開発が見込まれるサハ

リン原油基地での油防除体制についてなど

を聴取した。これらの会議は、情報の収集

という観点からも非常に重要であるが、同

時に内外に広く散らばるオイル・スピル・

ピープルが一堂に会し、旧交を温め同時に

今後の有事の際への協力を確認する場とし

ても非常に有効に作用している。

4．今後の展開

　このように、わが国の油濁対策は、過去10年

で大きく進展し、欧米主要国に引けを取らない

水準までほぼ到達している。一方でメジャーズ

を中心とした大手石油企業は、タンカーの安全

対策の見直しを進め、結果として90年代初めの

ような油流出を伴う大事故はここへ来て減少し

てきている。しかしながら、「ナホトカ号事故」

がわが国船主・石油企業とはまったく関係のな

いものであったにもかかわらず、国内に大きな

被害を生じさせたことからもわかるとおり、油

濁対策は途上国ではいまだに大きな課題であり、

今後、対策は先進国以外での大事故へと対象が

移っていく可能性が強い。したがって、わが国

の経験を踏まえてこれら諸国の体制整備に協力

するとともに、周辺各国との協調体制等、国際

的な働きかけが必要となっていくことであろう。
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【表2】事故への資機材貸し出し主要事例

　　　　事故例

?@目
1、シーブリンス号事故 2．ナホトカ号事故

3，ダイアモンドグレース

@号事故
4，エボイコス号事故

5，UAEバージ

@PONTOON30D事故
6．ナッナ・シー号事故

船　　　　籍 キプロス籍タンカー ロシア籍タンカー パナマ籍タンカー キプロス籍タンカー 不　　詳 パナマ籍タンカー

ト　　ン　　数 27．5万DWT 1．96万DWT 26万DWT 14万DWT
4230GRT 8．99万DW1「（5．1万GT）

事発生日時
］995年7月23日
P5：58時

1997年1月2日
O2：50時

1997年7月2日
P0120時頃

1997年10月15日

Q0：57時頃（現地時間）
1998年1月6日 2000年丁0月3日

O6：15時頃（現地時間）

韓国麗水南方 島根県隠岐島 東京湾　横浜沖 シンガポール海峡 アラブ首長国連邦（UAE） シンガポール海峡

場　　　　所 山里島南端 北北栗］06k用付近 中ノ瀬航路 ブコム島南方セバロック アジユマン沖9km バツ・バ八ンティ

島の南約5km （インドネシア領海）

事　故　原　因 座　　礁 破　　断 触　　底 衝　　突 浸水沈没 座　　礁

混合アラビア原油8万ト 重油（Medium　Fuel　OiD ウムシャイフ原油30，5万 バンカー二丁3万トンのう 積荷の燃料油8000トンの 積荷のナイルブレンド原

ンおよびバンカー油1400 T．9万トンのうち6240kI klのうち1550k1が流出 ち2．9万トンが流出 うぢ5000トン以上が流出 油4万トンのうち約7，000

積荷油種　・ トンのうち、当初700トン が流出 （後8000トンに見直し） トンが流出（タンク4基

量流出油量 のバンカー、後STS中相 が破損）

当蜜の原油とバンカーが

流出

充気式オイルフェンス 固形式オイルフェンス 固形式オイルフェンス 充気式オイルフェンス 充範式オイルフェンス 充気式オイルフェンス

］000m
8640m 9920m 3000m 1000m 1000m

油回収機2基 充軽愚オイルフェンス 充気式オイルフェンス 油田収量12基 油回収機4基 油回収機4基

石　　運　　の

ﾝ出資機材

（DESMI－250、　GT－T85）

rーチクリーナ2基
ｼ設タンク8基

4700m

精�絜@26基
iDESMI．250、　GT・］85、

T250m

精�絜@2基
iGT－185）

（DESMI－250、〔∋丁・185）

rーチクリーナ6基
ｼ設タンク24基

（DESM1－250）

rーチクリーナ2基
ｼ設タンク8基

（DESMI・250）

rーチクリーナ2基
ｼ設タンク8基

KomaraT2K） 仮設タンク旧基 （シンガポール、マレー （UAE基地の全資機材） シンガポール基地の全資

ビーチクリーナ12基 シア、インドネシア各基 機材

仮設タンク1D4基 地回保有資機材）

2号瀬戸内基地 国内全6基地 1号東京湾基地 海外1号シンガポール、 海外4号アブダビ基地 海外1号シンガポール基
陸送→下関・フェリー→ 陸・海・空送 4号新潟基地 3号マレーシア 陸送（トラック） 地

出荷基地と
A　送　形　態

→釜山・陸送→麗水 （トラック、フェリー、

q空機）

陸送（トラック） 5号インドネシアの各基
n］号、3号基地は陸送

基地から直接バージに

（トラック）

5号基地は待機

UKP＆1クラブ UκPαクラブ、電力会社 荷主（三菱石油） UKP＆1クラブ アブダビ国営石油会社 運航社Tanker　Paoific

貸　　出　　先
自治体（府県） （ADNOC） Manageme［tこれに

kondon　P＆1クラブが連

石　連　関　係 石連のべ3人日 石運及び維持管理会社の 0
石連のべ5人日 石連のべ2人日 石連のべ3人日

出　動　人　員 べ400人日



o●●●●●●…　●●．o●●●●■●●●●●●●●●●■●●●●●■●●●●●●●●●●●o●．・・●●●●●●・●・・●●●●燭1

海運税制の充実・改善について
　　　【海運税制キャンペーン】

●●●●●●●・・o●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●●●●．●●●・●・●●燭1

へ

〔
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●　●　●　●　●　●　●　o　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　o　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　o　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

　　　　　　当協会では、わが国の海運税制の充実・改善を関係方面に訴えるため『船舶の特別償却制度（左）』と『トン数

　　　　　標準税制（右）』について記事広告を9月から10月の2ヶ月間にわたb各種雑誌に掲載することとしています。

　　　　　　記事広告の掲載誌は、週刊エコノミスト（9／17、10／1号）、週刊ダイヤモンド（9／14、9／24号）、東洋経

　　　　　済（9／14、9／28号）、新潮45（10、11月号）、月刊現代（10、11月号）、正論（10、11月号）、．国土交通（6月号か

　　　　　ら毎月掲載）、当協会「せんきょう」（毎月掲載）の予定です。

　　　　　　また、当協会のホームページ（http：〃www．lsanet．or．lp／）でも同様の広告を掲載するとともに、新たに、

　　　　　「海運税制に関するご意見コーナー」を設け、本キャンペーンについてのこ意見・こ感想を募集しています。

●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　o　●　●　・　●　●　・　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　・　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　o　o　■　●　●　●　●　●　●

）

）．
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近海コーナー・内航コーナー

．．．一．． A
　　．．．・ノ

儒稿1i

海崎の伝承とは 国立宮古海上技術学校教諭　高石守人

　外航船の職員から海員学校（現海上技術学校）

に、教官として転職してもう15年になるが、私

自身教師としての実感はあまりなく、生徒に対

しては、「俺は船乗りの先輩だ」と常々威張って

いる。しかし、よく考えてみると、船員をやっ

ていた時代は6年で、はるかに教師をやってい

る期間の方が長くなって来た。ただ、こんな私

は決して珍しくない。外国人船員と便宜胃籍船

の問題は私のいた会社だけにとどまらない。新

人研修に行って、どれほど知った顔がいたこと

か。

　最初は気楽にやっていたが、長くやるにつれ

「これじゃいかんな」と思い入れも強くなって

来た。大学時代の分かりにくかった講義を思い

出し、今の生徒たちにはできるだけ最先端の知

識を楽しく分かりやすくと思うのだが、あれこ

れと別の仕事に追われ、こちらの勉強がなかな

か手に付かない。どうしても、昔の航海士時代

の知識と経験に頼りがちになる。

　時代の変化とあまり関連のない航法や法規関

係ならまだしも、日進月歩の粋を極めた最新の

航海計器を教えるとなると、もうかなり苦しい。

アルパだ、GPSだ、なんだかんだと次々に色々

出て来る。ハッキリ言って、自分で使いこなし

た経験がないため、複雑な操作法が憶え切らな

い。知ったかぶりをしてもいいのだが、「俺もよ

く知らん」と正直に言ってしまう。

　話を変えて、なまじ面白い話をと思うとどう

しても外国の寄港地ことが頭に浮かぶ。しかし、

これも問題がある。「パナマ運河はこうで、スエ

ズはこうだ」「ペルシャ湾はメチャ暑いそ」「ヨ

ーロッパは街並みが綺麗だ」などと語っても、

聞いている彼らがいくら希望しても外航船の船

員になれる可能性はほとんどない♂内航職員養

成”と言う現在の学校の目的を考えると、叶え

られない夢を語るのも酷なことだと思い、控え

ていた。ただ、こうなるとさらにしゃべること

がなくなる。教科書を読んでいるだけでは、教

室は重苦しく沈んでしまう。

　転機となったのは、昨年夏、研修のため内航

のコンテナ船に数日間乗船した時だ。170mの最

新鋭大型船だったが、乗組員は13名。スピード

24§せんきょうS6餌2002



は速い故に、次の港に着くのも早い。もちろん

荷役はもっと早い。停泊時間はほんの数時閲だ。

夜中のユ時2時のスタンバイは当たり前。行き

先の北海道で見た景色と言えば、コンテナヤー

ドくらい。「東京に比べて、涼しいな」と言って

いるうちにもう出港だった。

　船橋に最新の電子海図システムが装備してあ

ったので、早速使ってみるが、よく分からない。

当直中の二等航海士に聞いたが、

　「私も最近何とか使えるようになった。次々と

新しい機械が入ってくるとこっちの知識が追い

つかん」

と私と1司じことを愚痴っていた。

　衛星放送も入って、航海中もテレビは見られ

る。部屋も個室でプライバシーは保てる。『何も

かも違う。やはり時代が変わったな』と実感さ

せられる。が、仕事が終わると、食堂に皆が集

まり昔どおりのカタフリが始まった。

　短い停泊期間中にわざわざ肴の材料を買出し

に行き、私に振舞ってくれる。話題が豊富で、

ポンポンと会話が弾む。誰彼なく隙間がないほ

どよくしゃべる。そして、笑い声。、傍らで大画

面テレビが衛星放送を映し出しているが、誰も

見向きもしない。行ったことのない話でも、断

然、こっちの方が面自いし、ためになるような

気がする。私自身の船員時代の記憶と重なり、

『やっぱりカタフリは聞かせてくれるなあ』と

懐かしくなった。

　話は船内や寄港地の武勇伝が多い。と言って

も、最初は勇ましいが、最後は落ちが付いた失

敗談がほとんどだ。だから笑える。考えてみれ

ば、他人の自慢話など誰も聞きたくない。そん

な中、できあがって多弁になった定年間近の甲

板長が、

　「わしが引退する前に、若いもんにいろいろ伝

えなきゃいかん」

と言って、古ぼけたノートを持ってきた。そこ

にはロープのスプライス（＊1）から荷役装置の

ギア付けまで、手書きのイラストと説明文が丹

念に綴られていた。初乗船の頃から書きとめた

ものだという。内容云々よりも、その“伝えた

い” ﾆいう気概に大いに感じ入った。そして、

思った。

　《海技の伝承》と言う言葉がある。もちろん、

精索術やスプライスなどの技術面の継承を指す

のだろうが、伝えるべきはそれだけでなく、今

までどんな失敗があったのか。あの時、どうず

ればよかったのか。どんな個性的な人間がいた

のか。そして、どんなカタフリをしたのか、な

どなど。先人たちのその反省や夢や気概まで若

い世代に伝えることではないのかと。

　『まず、聞かせる。そして、伝える』

　私はしゃべりまくる“カタフリ授業”を目指

すことにした。

＊1　スプライス：2本のロープを継ぐ方法
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世界海事大学（World　Maritime　University＝WMU）

　　　　　　　　　　　奨学生が当協会を訪問

　2002年7月27日～8月4日の問、舗シップ・アン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WORLD　MARIT［ME　UMVERSπY
海上保安庁をはじめ海運関係機関訪問および関係施

設視察などを実施した。

　その一環として7月3G日に当協会へのWMU奨学生13名の訪問を受け、日本海運の現状と当協

会の活動についてブリーフィングの後．質疑応答や意見交換の場を持った。

　当日の講演終了後には、学生達から多くの質問が寄せられ、わが国海運産業に対する関心の深

さが窺われた。

（※）WMUは、国際海事機関（IMO）が主に発展途上国の海事関係者育成を目的としてスウェ

　　ーデンのマルメに設立した2年制の教育機関で、世界各地から毎年100名を超える海事、海

　　運、港門、港湾行政当局関係者等が就学している。

麟

懸
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各種調査・報告書欄

1アンケートに見る船社の経営意識：i

一不況下で進む定航海運の構造変化一

’一

働海事産業研究所では今春、世界の主要なコンテナ当社を対象として、経営に関する意識調査

を行った。今回は調査シリーズの4回目となるが、昨年来の深刻な不況下にあって、定航海運に

どのような変化が起きているのかを探ろうというものである。調査では、内外の主要なコンテナ

船社21社にアンケートを送り、15社から有効な回答を得た。本号では、「海事産業研究所報」8月

号（No．434）に掲載された調査報告の概要を紹介する。

1　定航海運の構造変化

　調査の趣旨は、定航海運の動向を短期的な市

況変動としてではなく、もう少し長期的な視野

に立って考察しようというものである。特に近

年では、次のような動きが特徴的であり、これ

を定航海運の構造変化と見ることができよう。

不況期にこうした変化がどう進展するかが注目

される。

・米国で99年に施行された改正海事法（Ocean

　Shlpping　Reform　Act＝OSRA）に象徴されるよ

　うに、市場の機能を尊重する市場主義的な考

　え方が定着した。

・コンテナ船の大型化が進む一方で、船社の経

　営面でも、アライアンスやM＆Aを通じて規模

　を拡大する動きが見られる。要すれば、船型

　と経営規模の両面で、スケール・メリットを

　追求する動きが活発化している。

・97年のアジア通貨危機以降、船社間のコスト

　構造の差が縮小し、経営意識にも共通化が見

　られる。

。太平洋航路安定化協定（Transpac皿c　Stabiliza－

　tion　Agreement、以下TSA）などの協議協定を

　拠り所として、業界の新たな秩序を模索する

　動きがある。

H　不況の様相

　定航海運は、昨年（2001年〉以降、深刻な不

況に陥った。太平洋航路（アジア・日本～北米）

東航を例にとると、1997年から2000年まで4年連

続して貨物量が対前年比で10％以．ヒ増加したが、

2QQ1．年には僅か1％増と急落した。［表1参照ユ

2000年後半から米国経済に陰りが生じたためで

あるガ、それ以上に深刻だったのは、荷動きの

低迷を遥かに上回る勢いで運賃が急落したこと

である。その有様は、98年から99年にかけて修

復された運賃が、その後の2年間で97年の水準

に逆戻りしたと言われている。［図1参照］同様

な状況は欧州航路でも見られた。

表1　太平洋航路（アジア～北米）東航荷動き

荷動き（TEU） 対前年増加率

1995年 4，046，756 一

1996年 4，OB6，645 1．0％

199フ年 4，628，523 13，396

199日年 5，524，178 19．4％

1999年 6，187，628 12．0％

2000年 7，060，844 14，196

2001年 7、14、，987 1．1％

出所　』QPIERSデータよD海事産業研究所が作成

　運賃急落の主因は、2001年～03年に大量に竣

工する大型コンテナ船である。［図2参照］つまり

船腹の供給過剰であるが、それも将来の供給過

剰の予測が、運賃下落を引き起こしたのである。
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海運業界が、不定期船だけでなく定期船におい

ても市況産業化したと考えられるゆえんである。

　今年（2002年）に入って荷動きは増加してい

る（注1）が、運賃の修復は遅れている。更に、企

業会計の不信に端を発した米国経済の先行き不

安もあり、定期船市況が順調に回復するか予断

を許さない状況である、

　注1　2QO2年1～6月の太平洋航路東航の荷動き

　　　は、前年比で約18％増加した。

皿　市場主義と海運秩序のジレンマ

　不況下で焦点となるのは、市場主義が浸透す

る中にあって、いかに海運の秩序を模索するか

という問題である。好況期には、旺盛な荷動き

に支えられて運賃が上昇するから、海運秩序、
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すなわち下落し過ぎた運賃を是正しようとする

船社の意向と、市場メカニズムは同じ方向に動

く。ところが不況期になると需給が逆転して、

両者のベクトルは相反することになる。市場メ

カニズムの優位性を認めつつ、いかに海運の秩

序を模索するかというジレンマが生じることに

なる。

　この問題をまず市場主義的な観点から、OSRA

について見てみよう。OSRAの施行により、船社

は荷主と個別に契約を結び、運賃や荷主名を公

表する必要が無くなった。運賃決定のメカニズ

ムがより市場主義的になったのであるが、不況

期においてこれは運賃にどう影響したか。この

点を船社に尋ねたところ、「OSRAによる運賃へ

の影響は無い」という回答が半数を占め、「OSRA

により運賃の下落が増大した」を大きく上回っ

た。OSRAは、市況変動を増幅せず、需給関係に

対して中立的という認識である。

　一方、市場主義に対して、TSAなどの協議協

定や同盟の場で、海運秩序を模索する動きがあ

る。不況期にあって協議協定や欧州同盟が有効

か、某社に尋ねたところ、一部の例外を除いて

ほとんど全社が「ある程度有効」と回答した。

その理由として、協議協定では6割の船社が「運

賃の下落回避・修復を目指した船半間の合意形

成」を挙げたが、欧州同盟ではその理由は3割

にとどまり、むしろ「県社間での意見交換や意

思の疎通」が半数と多かった。協議．協定と同盟

で評価が異なるところである。

　協議協定が、運賃の下落回避や修復に一定の

効果ありという評価は、昨年の調査と比べても

今回高くなった。しかし現実には、太平洋航路

で運賃の下落回避が成功したとは言えず（注2）、

この評価は、協議協定の可能性への期待、とい

う面がありそうだ。

　市場メカニズムの優位が崩れない以上、海運

秩序とは、実際の需給を無視して運賃をコント

ロールするものではない。むしろ、市況産業化

して乱高下する運賃を、いかに実際の需給に近



〕

づけるかが課題となろう。換言すれば、市場に

おける不安定要因の除去である。そのために、

荷主と船社の双方が、市場の実態を正確に把握

する努力を払うことが求められよう。

　今回の不況では、昨年秋以降、各アライァン

スや分社ごとに船腹の調整が行われた。その効

果について隠田の見方は、航路の安定や船社の

採算改善に「多少役立った」という点に収敏し

た。運賃を実勢に近づける上でも、一定の効果

があったといっことになろっ。

　注2　鵬Aは、荷動きの回復を背景に今年8月以

　　　降、＄225／TEU（＄300／FEU）の値上げ

　　　方針を固めた。これが実現すれば、不況以

　　　降初の運賃修復となる。

W　コンテナ船の大型化傾向

　近年、基幹航路でコンテナ船を大型化してス

ケール・メリットを追求する動きが著しい。現

時点で発注が確認された最大船型は、00Cし

の7，700TEU．型である（注3）。

　船型大型化の背景には、90年代後半、アメリ

カの好況と経済のグローバル化に支えられた荷

動きの急速な増加があったが、同時に、当社の

経営規模の拡大という面があったことも見逃せ

ない。複数の船社が提携、あるいは経営統合す

ることによって、配船を集約化する仕組みを作

り上げたことが、大型船投入の前提条件になっ

たのである。

　コンテナ船の大型化を巡っては、現行を上回

る8，000TEU超の大型船が、近い将来に一般化す

るかが大きな関心事である。この点について今

回の調査では、太平洋、欧州航路とも、肯定的

な予想は約3割と少数であった。これは昨年の

調査と大差が無く、これ以上の大型化が急速に

進む可能性は低いと思われる。

　今後予想される最大船型について、大半の船

影は8，000TEU以上1万TEU未満と見ており、

1万TEU以上の大型化を予想する四八はほとん

ど無い。現在の造船技術では、1基1軸で25ノ

ットの航海速力を得るには1万TEU程度が限界

で、それ以上の大型化は2基2軸としなければ

ならず、建造費が膨らむことになる。その他に

も、燃料費の増大や港湾の物理的な制約、荷役

の長時間化、コンテナ運用上の問題などを考慮

すると、船型を過度に大型化することは、却っ

てスケール・メリットを減殺すると見られる。

技術的に可能な最大船型が、必ずしも経済的に

優れているとは限らないのであって、船型の大

型化によるスケール・メリットの追求は、限界

に近づいているのかもしれない。

　注3　Clarkson‘「World　Shipyard　Monitor，　July－

　　　2002”による。

V　忍目の経営規模の拡大

　コンテナ船の大型化と並んで近年著しいのが、

アライアンス（提携）やM＆A（経営統合）によ

り、船社が経営規模を拡大する動きである。こ

れは、企業体力や経営資源の限界を超えて経営

の可能性を模索する過程で、当然の成り行きで

あるが、提携と統合ではその意味するところが

大きく異なる。［表2参照］

1　アライアンス

　アライアンスは、複数の船社が配船を協同化

し、相対的に小額の資本投下で、迅速に海上輸

送サービスを拡充する仕組みである。配船の協

同化に的を絞り、どちらかというと荷動きが急

速に拡大する局面で威力を発揮するものと言え

よう。しかし、経営意思まで統一しない同床異

夢的な提携であるから、不況下で船社の経営が

存亡の危機に瀕する状況では、経営の改善にど

の程度有効か注目されるところである。

　今後のアライアンスの展望を船社に質問した

ところ、既存のアライアンスが「現状のままで

変わらない」という見方は皆無であった。それ

に対して「アライアンス問での協調・協力」や

「既存のアライアンス内部での緊密化・機能強

化」、あるいは「アライアンスの再編成」が起き
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るという見方は、それぞれ5～6割を占めた。

不況に対応して、アライアンスの有効性を高め

ようという船側の意識の表れであろう。

　具体的にアライアンスの機能強化が必要・可

能な分野としては、「海上部分でのオペレーショ

ン」や「コンテナ・インベントリー」、「ブイー

ダー」などが比較的高い支持を集めた。このう

ち「海上部分でのオペレーション」は、アライ

アンスの最もコアな分野であるが、前述の通り、

昨年秋以降アライァンス単位で船腹の調整が行

われ、一一定の効果があったと評価されたことと

も関連するかもしれない。また、「コンテナ・イ

ンベントリー」や「フィーダー」は、現状では

協同化が進んでいないが、将来性を見込んでの

意見と思われる。

　しかし全体としては、アライアンスの機能強

化が必要・可能な分野として船社が挙げた項目

の件数は、昨年の調査に比べて減少した（注4）。

厳しい不況下で、アライアンスに対する期待が

縮．小している状況が覗える。

　また出社からは、不況期にはアライアンス内

での競争がより激化する、という意見も聞かれ

た。荷主は元来、船積みを複数の船手に分散し

て、輸送のリスクを軽減しよとする傾向がある

が、アライアンスは配船を協同化するものだか

ら、荷主は、異なるアライアンスや単独配船社

に貨物を分散させるだろう。その結果、同一ア

ライアンスに属する中社間で、アライアンス単

位で割り当てられたパイ　（貨物）の取り合いに

なるが、特に不況で荷動きが低迷すれば、競争

は一層熾烈になるというのである，

　アライアンスを結成している一社にとって、

単独配船に戻ることが現実的かどうかは別とし

て、既存のアライアンスを拠りどころとする拡

張期的な戦略だけで、不況にどこまで対応でき

るのかという問題が残るのである。

　注4　昨年の調査ではユ4社中12社から延べ52項目

　　　あったが、今回は15社中9社から延べ34項目

　　　であった。
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2　M＆A
　M＆Aは、複数の企業が一体化してコスト競争

力を強化すると共に、市場シェアの拡大と、経

営資源（ヒト・カネ・モノ）の集積を図るもの

である。最近ではMaersk　Sealand、　P＆O　Nedl－

Ioyd、　NOL・APLのように、異なる国籍の船社

が合併するケースが目立つが、こうしたな傾向

は金融、自動車、石油など他産業でも多く見ら

れるのであって、業種を問わずに共通する経営

グローバリズムの潮流と言えよう。

　深刻な不況下で、生き残りが切実な問題とな

れば、船団がM＆Aに踏み切るケースは増えるだ

ろうか。アンケートでは、大型M＆Aが起きる可

能性が高いという見方が7割を占めて、否定的

な予想を大きく上回った。

　さらに、船社がM＆Aを行うとした場合の目的

を尋ねたところ、半数の船社が「固定費の削減」

を挙げ、次いで「マーケット・シェアの拡大」

と「変動費の削減」がともに3分の1であった。

「固定費の削減」と「変動費の削減」のどちら

か、または両方を挙げた船社は15社中11に上っ

た。M＆Aを“錦の御旗”にして、本格的にコス

ト削減を進めようとする川社の意識が読み取れ

る。合併を機に本社組織をマルセイユに集約し

て、人員削減を行ったCMA　CGMのケースなど

がこれに該当するであろう。M＆Aがアライアン

スと大きく異なるところで、不況期型の経営選

択と考えられるゆえんである。

　またマーケット・シェア（売上）拡大につい

ては、輸送リスクを分散しようとする荷主の心

理が、アライアンスの場合と同じように働くと

考えられる。例えば50の運賃収入がある八社A

と、同じ航路に配船して同じく50の運賃収入が

ある船社Bが合併した場合、一部の貨物はリス

クを分散すべく他社に逃げるだろうから、合併

後のAB社の運賃収入は100にはならず、80とか

90のレベルにとどまる可能性が高いのである。

この点でマーケット・シェア（売上）拡大の動

機は、コスト削減に比べて相対的に弱いと考え

（



表2　3大航路におけるBig　6の船腹量（TEU）

太平洋航路
iアジア／北米） （アジア〆欧州地中海）

欧　州　航　路　　　　　　　大西洋航路　　　　　．

（欧州・地中海／北米）

Grand　Alliance
嘯??@NewWorld　A［iiance
tn「ted　Alliance

jLine／COSCO／YMTC

207，050
Q03，950

Q47，550
P5720D

12．7％

P2．5％

P5．1％

X．6％

2ヨ8，000

P35，25D

Q34，40D

p16，300

19．8％
X．3％

P6，196
W．0％

172，000
P15，400

V5，050

R1，550

18，896

P2．6％

a．2％

R．4％

4大アライアンス合計 815，850 49，996 7ア3，950 53．1％ 394，000 43．］％

Maersk　Sealaaddvergreen
255，85Q

P74，150

王5．6％

P0．6％

258，300

P54，750

17．7％

P0．6％

169，10Q

W2，000
18．5％
X．0％

Big6合計 1，245，750 76，296 ］，137，000 81．4％ 645「100 70．5％

全体 1．635390 100．0％ 1457、900　　100．0％ 914β00 ］00．0％

出所　日本郵船「世界のコンテナ船隊および就航状況2001年版」

）

られる。

　一方、M＆Aの弊害もあり得る。アンケートで、

大型M＆Aが市場の安定化や、船社サービスの向

上につながるかどうかを尋ねたところ、昨年の

調査では過半数が肯定的な意見であったが、今

回は・一転して3割前後に急落した。複数の船社

は、業界トップのMaersk　Sealandが今以上に大

型化して、マーケット・シェアを伸ばすことに

懸念を表明した。経営環境が悪化してM＆Aが身

近な問題となるに及んで、船社の意識に変化が

生じたとすれば興味深い・

V［新たな競争環境の展開と船脚の分化

　現在、世界の定航船社でグローバル・キャリ

アと呼び得るものは20社程度と思われるが、今

回のアンケートでは約半分の船社が、M＆Aの結

果「少数の大型船社への集約化が進む」と見て

いる。また複数の船影からは、船社の分化が進

むという予想が聞かれた。コスト構造の平準化

や経営意識の共通化を経て、船社経営が分化の

段階を迎えるというのである。

　分化の見方は2つに分かれる。1つはサービ

ス・ネットワークに関して、文字通りグローバ

ル・キャリアとして世界中に配船網を展開する

船社と、特定地域間（内）のサービスに特化す

る船社への分化が進むという見方。もう1つは

サービスの内容に関して、海上輸送を含む総合

的な物流業者（Logistics　Provider）を志向する船

社と、海上輸送に限定した狭義の海運に留まる

船社への分化が起きるという見方である。

　Logis廿cs　Providerたる船引は、他社との競争

でサービスの高度化を求められるから、経営規

模の拡大と1司時に、経営資源の集積が必要とな

る。これが新たなM＆Aの誘因になることも考え

られる。

　一方、狭義の海運に留まる船社では、コスト

競争力が重要な要件になろう。そのために、既

存のアライアンスの大幅な機能強化が図られる

か、あるいは、従来とは異なる新しいタイプの

アライアンスが出現する可能性もある。すなわ

ち、従来のアライアンスが事実上、配船の協同

化に限られた緩やかな提携であったのに対して、

資産やコストの共有にまで踏み込んだ新たなア

ライアンスを結成し、コスト競争力の強化を図

ることも予想されるのである。アンケートの中

で、今後アライァンスの機能強化が必要、ある

いは可能な分野として、フィーダーやコンテナ

・インベントリーなどの分野が比較的高い支持

を集めたが、それらが新たな提携分野となるか

もしれない。

　甲州経営が分化するとすれば、胆汁社にとっ

て、自分のポジションをどこに定めるかが問題

となるが、その際に、最優先の課題は利益を確

保することである。アンケートで、不況下にお

ける最も重要な経営方針を尋ねたところ、3分

の2の廟社が「収支管理の精緻化による採算性

の向上」を挙げた反面、「売上の拡大」と答えた

船下は皆無であった。今後の経営を考える一ヒで

示唆に富んだものと言えよう。
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ボブ・ビショップ

　「ロンドン発便り」として寄稿を始めてから、

これまで何度か送別の記事を書きました。今年

に入ってからも元CENSA（欧州・日本船主協会

評議会）のロデリック・モリスについて書いた

ところですが、今回はCENSA最後の事務局長で

現在はICS＊1（国際海運会議所）の母体である

MARISEC＊2なる団体のSHIPPING　POLICY

ADVISERであるボブ・ビショップ（本名ROBERr

BISHOP）が9月末で退職し、そのまま年金生活

に入るとなればやはり一・言書かないわけにはい

きません。

　CENSAについてはこれも何度か書きましたが、

海運政策を論議する船主側の団体で1963年に欧

州の船主を中心に結成され翌年の9月に日本船

主協会も参加しました。CENSAがなぜこの時期

に、いかなる意図をもって創設されたのか、ま

たどのような活動をしてきたのか、また何故そ

の幕を閉じる事となったのかはきわめて興味深

い問題ですが、これについては別の機会に譲り

たいと思います。

　ともあれCENSAは「海運の自由」を旗印に海

運に対する独禁法の適用除外問題、発展途上国

の自国海運保護政策の監視、米国海運政策への

対応等を主としてきましたが、2QQ1年末をもっ

て、その38年間の歴史を閉じました。CENSA

の業務はICS（国際海運会議所）に移管し海運政

策委員会として定期船のみならず海運一般に関

わる政策問題を審議する事が決まりました。こ

のため、CENSAの5代目で最後の事務局長であ

ったボブもICSに異動し、引き続き国際海運政

策を担当しておりました。

　さて、このボブですが、1945年生れで今年57

才とまだまだ若いのにもかかわらず既にそれな

りの年金が貰えるのだそうです。と言いますの

は彼はユ962年に17才で当時のDEPARrMENT　OF

TRADE＆INDU訂RYに研修生として入省し1996

年海運政策課長を最後に退職し、官員として34

年の履歴があり、これに加えて民間での履歴6

年を加えるとちょうど40年となり年金を貰うに

は十分な資格があるというわけです。この研修

生制度（CIV工L　SERV工CE　SELECrlON　BOARD）

は中央官庁の中堅幹部を養成する制度で戦後始

まったとの事ですが、彼はその制度の最後の研

修生で、それ以後は原則として大卒を採用する

事になりました。

　ボブは入省後、経理や輸出振興、アジアとの

通商問題など幅広く経験したあと、31才で補佐

官となり海運および航空を担当します。33才の

時に公正取引部門に移りますが、36才で分離し

てDEPA団rMENT　OF　TRANSPORrとなった海

運政策部門の課長となります。このころはソ連

船社の不公正競争や途上国の保護貿易やそれに

伴う国旗差別でソ連との交渉では随分苦労した

との事です。

　その後、国際航空の課長や人事厚生課の課長

を務めましたが、1993年に再び海運政策課長と

して海運の世界に戻ってきました。ここでは海

運の自由の実現とそのための障害の除去に尽力

すると共にCSG＊3（先進国海運担当官会議）の

事務局として主として対米交渉に関わります。

また欧州統合がその深化を増すに従い、各国海

運政策と欧州連合としての海運政策の調和に力

を注ぎます。このころボブとはOECDの会議で

一緒になったり、日本の海運関係調査団がお世
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　　　　　　　　　　Mr．　Robert　Bishop
’）

　　　話になったりで顔見知りとなりました。

　　　　1996年に51才で退官するにあたり、CENSA

　　　は次期の事務局長含みでボブを招心する事にな

　　　りました。その前に主要船協の関係者に引き合

　　　わせておきたいと．のCENSA会長の意向で、当時

　　　の欧州日本郵船会長の山にi常務（現特別顧問〉

　　　とご一緒に食事をしたのを思い出します。

　　　　CENSAに就職してからは、すぐCENSAのワ

　　　シントン駐在員として赴任し、二年後ロンドン

　　　に戻り事務局長に就任しました。ワシントン時

　　　代のボブはCSG事務局として経験を十分に生か

　　　し、“CENSA　WASHINGTON　CIRCULAR”を始

　　　め、こまめに米国情報を送ってくれたものです。

一　　　ボブの仕事振りは一口で言えば、要領のよい

　　　と言う言葉に尽きるようです。ボブの書くレポ

　　　ートも議事録もいずれも短く簡潔で要領を得て

　　　います。難しい言い回しやラテン語などはほと

　　　んど出て来ません。そのぶん読むのが助かりま

　　　すが、詳細な論文を書くというような事はあり

　　　　ません。仕事のやり方は早く、また仕事が片付

　　　けばサッと消えるのも特技のようです。こうし

　　　た要領のよさや頭の回転の速さが、研修生とし

　　　て入省し、いわば叩き上げのボブが最大の海運

　　　伝統国である英国の海運政策を与る重要な役割

を務めさせたのでしょう。

　しかし、世界海運評議会（WSC）＊4がコンテ

ナ船社によって創設され、定期船関係の問題が

主としてそこで取り扱われ、ICSの海運政策委員

会の比重が相対的に軽くなると、そろそろ仕事

を辞め人生を楽しむ潮時と考えたのでしょう。

ワシントンから帰ってきて買ったサザンプトン

港近くのニューフォレストにある自宅の手入れ

や改装と、友人たちと共同で所有しているヨッ

ト、そしてこれもワシントンから帰ってから始

めたゴルフを楽しむとの事です。

　57才になるやならずと言えば、私の周囲では

働き盛り、ちょうど脂ののったところで、これ

からもまだ一働きも二働きもしようという人が

多い中で自ら早期退職を選ぶのはやはり英国で

も珍しいケースです。ボブは持ち前の要領の良

さで社会人としての第・・…の人生を大過なく終え、

第二の人生にサッと転進しようというのでしょ

う。こうしたボブの人生哲学を支える英国の社

会保障制度はやはり充実しているといえます。

　ボブの老後の心配したり、時間を持て余すの

ではないかと心配したりするのは余計なお節介

というべきでしょう。

　　　　　　（欧州地区事務局長　赤塚　宏一）

＊　l　　ICS〔Internationa且Chanlber　of　Shipping）　：航そ了

　　安全、海洋環境保全、海事法制、情報システム

　　等に関し、船主の利益を代表する主としてIMO

　　　（国際海事機関）に対応する国際団体。

＊2　㎜SEC（Mridme　Internadonal　Secretar重atServ－

　　ices　Limited）：ICS、　iSF（国際海運連盟）など

　　の事務局業務受託会社
＊3　CSG（Consul亡adve　Shipping　Group）　1先進14力

　　国海運担当官会議。先進海運国の海運担当官で

　　構成し、米国の海運規制問題、発展途上国の自

　　国海運保護政策等の対応策を協議する。

＊4　WSC（World　Shipping　Council）：2000．9米国

　　において、世界主要定航船社約30社が米国海運

　　政策問題への対応を主な目的として結成。その

　　．前身的役割は、既に解散したCENSAが揖ってい

　　た。
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ト川崎汽船株式会社船長〔現船員災害防止協会）湯川君平

　　　ト19餌詔から約5年足らずの問パナマを野次馬

蚤｝。一へ的に眺める機会があったので垣間見たこの国のこ

さ◎：、、

、　　　　　　’

ごくr部に対する感想を紹介してみたい。

通峡初体験

　パナマ地峡を初めて通過したのは2万トンほど

の潤滑油バラ積輸送タンカーで、もう40年近くも前に

なる。パリパリの新米4等航海士であった。

　ブリッジのレーダーマストの遥か上、高々と葺える

アメリカ橋を驚きの目で眺め、よくもこの巨大で優美

な橋をパナマ人が建設したものだと単純に思って

いた。少々興奮した思いでチョッサー（一等航海士）

にそう話すと「パーカ」と一笑され後は話してくれな

かった。

　運河パイロットの振るうンプの合’図に「チンチン」

と返事の鐘を鳴らして“グッグー”と力強く牽引ワイ

ヤーを引き始める電車の動きに目を見張った。この

電車を「ロコ」と呼んでいた。何の事か判らず「変な

渾名で呼ぶンだな一」と思った。

　知らない事の連続で好奇心が沸き立ち、何として

もこの魅惑に満ちていそうなオカをアチコチ探検し

たいものだと願った。

　4等航海士の運河通過時の配置はブリッジでは

なく、陽気に喋り捲るイタリや系アメリカ人検査官の

お供で全タンクの掃除状況のチェック、船体要所の

検査等々で終日かかりつきりであった。彼の喋る状

況をメモにし、報告書を作るのに精杯であり運河

の両岸の風景や、街や、人物等々を眺めるヒマは全

くなかった。素晴らしい人々、魅力的な街並みのよう

に見えていた。

　期待したパナマ運河の大西洋側のクリストバル

港でも船は停泊してくれず、これが人のいうタンカ

ー乗りの悲哀かと妙に納得した覚えがある。

　この様な想いのあるパナマ運河も1999，12．31正

午を期してパナマに返還されパナマ国有財産とな

り、パナマ人による運営が始まった。運河返還と同

時に維持・管理に当っていた米軍も本国へ引揚げ

てしまい、運河地帯の占領地域および域内施設等

もパナマ国管理下に入った。経済的には全面的と

思えるほどアメリカに依存し、文化的にも生活習慣

すらアメリカ的となってしまった感のあるこのパナマ

で知識階層と言われる人達の間でも未だに「グリン

ゴ」と蔑称で呼ぶ、切なかぬ反米感情も残るのはこ

の100年間の占領政策の傷なのだろうか。

運河の管理とパイロットの技量

　返還前はパナマ運河委員会という米パ両国対

等な立場である筈の運営組織は米軍が絶対的権

限を持ち、すべての面においてアメリカ式でありい

わゆるラテン的な“楽しい”雰四気は兎の毛程のも

のもなかった。全てがシステマティックに整然と動い

ていた。

　運河パイロットの養成・訓練を度々見学する機会

に恵まれたが、厳しい雰囲気に包まれ、操船技術

訓練もかなりの高いレベルで訓練口中に熱気が篭

、。譜
鳶口

馨

◎ド』
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もっていた。普段は「ユルヤカ」な顔のパナマ人がま

るで外国人の目付きの様にも見えた。そうやって訓

練を終えたパイロットの技量には運河通過中全面

的に自分の船を「お任せにする」安心感が在った

様に思う。

　しかしそれでも事故は時たまには起こってはいた

が……。

　まだ、そのパイロット達の技能が落ちて来たという

には早過ぎる筈だが、現職の船長達から不安感を

訴える声が頻繁に聞かれる様になったのはどうした

事だろう。

　米人パイロットが大挙して去り、大急ぎで経験の

浅いパナマ人に切替えた（粗製濫造が混じってい

た？）結果だろうか。

運河通航料

　パナマの人々は総体的には非常に楽天的で、人

によると“能天気”と言ったがいいともいわれている。

　一般庶民に限っていえば将来の計画・設計等と

言うものは無いに等しいともいい得よう。「何でも天

から降って来るとでも思っているのではなかろうか。

経済情勢が悪くなったと運河通航料の値上げを言

い出す。そのバックには何もない。値上げの正当性

や、サービスの改善、将来の動向、計画性等々何も

無いのだ！運河があれば利用者はゴマンと居る。だ

から値上げしても反対等し得ないと思っている。そ

れ程度の発想しかしてない」と以前運河庁担当大

臣の政策的アドバイザーをしていた友人が嘆いて

いた。もし本当ならそれに振り回される世界の船社

は大変だろうナーと同情する。

クリストバルの町その後

　カリブ海航路は我社の乗組みにとって憧れの航

路の！つであった。太平洋岸諸袖の後、カリブ海で

は先ずクリ．ストバルの揚荷から始まり、20数港にも及

ぶ島々を巡り、そして復航にも寄港した。

　くそ忙しいワッチの合間を縫ってチョロチョロと船

を抜出し、街の潔しげな灯に誘われる夏の虫の様

に、目も虚ろにアチコチを歩き回ったあの頃が懐か

しいと言われる先輩方も多かろうと信じる。

　時代は移ろい、今では3、40年前のクリストバル

の面影は全くと言って良いほど無くなってしまった。

昔を懐かしがって街角に立っていたりすると、怪し

げなオジサンが寄ってくる。

　相手しないでそ知らぬ顔をしているとチャンと相

手はこちらが単独行動か、仲間連れかを観察して

いる。独りなら100パーセント裏通りの薄暗がりに引

摺り込まれ、・…・・。

　何とも情緒の無い街になってしまっている。

　これも定期船がコンテナ化し、寄港する船が居な

くなった所為か。しかしアジアでは相変わらずヨコ

ハマ・コーベに限らず、ホンコンも、シンガポールも

未だに．陵かしさを湛えた港街であり続けているのに

どうした事だろう。

　政府は観光立国を目指し、大型客船の寄港誘致

に力を入れているそうであるが、肝心の観光客達は

街には立寄らず大型バスでどこかへ消えて行く。

相変わらずコロン（クリストバル）の街は寂れたまま

である。
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今回、登場して頂くのは

第奪回

センコー㈱海運部貨物船運航課係長

．山田音弥さん（38歳）です。

3．御社の自慢といえば？

1よ暫麗竃朧【薦解」

　一舟日貨牛勿舟台　（199舛、　499∫等）

を利用した海陸一貫輸送を主と

しています。

　この輸送に関わる運航管理、

収支管理と営業窓口になってお

ります。

2，これまでの会社生活の中で

　一番の思い出といえば…？

　幅広い船種を有するだけでな『ミ

く、自動車、鉄道、航空、港湾、

複合機能倉庫、小口配送機能と

いったハードとITを駆使したソ

フト（ロジステックシスチム）

で最適な物流ソリューションを

実現できる流通情報企業です。

4，今後チャレンジしてみたい

仕事について教えて下さい。

　一般貨物船を利用した海陸一

貫輸送に情報技術と付加価値（調

達、受発注業務）を更に諸口え丁他

社でまねの出来ない物流システ

ム（仕組み）』を構築していきた

い。そのために船以外の輸送手

段の知識を更に習得していくこ

とが課題と考えています。

センコー㈱の事業概要

　弊社では、海上運送業の他に自動車運送業・鉄
道利用運送業・倉庫業など、総合物流企業として、

お客様に最適な価値をご提供させて頂いておりま
す。

　また、情報をリアルタイムで収集・分析し、IT

を駆使したロジスティクシステムと融合すること

で、最適な、流通ソリューションを実現しておD
ます。

36己：｝ぜんきょう　Sε夕‘2002
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8国土交通省は第2回「羽田空港再拡張に係
者・航行安全基町闇討会」を開催・た・

日（本誌2002年8月号P．12参照）

6当協会は・第3回「外国籍船上での犯罪好

日検討タスクフォース」会合を開催し、諸問

　題への対応について報告書をまとめた。

　　（本誌2002年8月号P．2参照）

13国土交通省海事局は・これまでフィリピン

日に限られていたsrCW95条約に基づく外国

　船員承認制度の対象国についてトルコ、ベ

　　トナムを加え計3力国に拡大した。

16国土交通省は・2002年7月分の新造船建造

日許可集計結果を発表した。それによると、

　　国内・輸出船合計32隻141万総トンで前年同

　　期と比べ8隻増加、総トン数で69％増加し

　　た。

18米国沿岸警備隊（USGC）は・サブスタンダ

日一ド船の取締り強化の一環から18日から米

　　国に入港する船舶に対し、用船主・荷主に

　　ついての詳細な情報を事前通知することを

　　要求することとした。

38憩せんきょう∫eρご2002

22パナマ運河庁（PCA）は・パナマ運河通航料

日の値上げを2QO2痢G月より約8弘2鵬年7

　　月より約4．5％と2段階に分けて実施すると

　発表した。

　　（P．9海運ニュース内外情報参照）

27アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・

Eiエコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　　第1ユ回中間会合が、香港で開催された。

　　（P．2海運ニュース国際会議レポート参照）

27国土交通省は・平成13年5月分の内航船月

日輸送実績を発表した。これによると総輸送

　　量は3，957万4千トン（対前年同月比2．1％減）、

　　190億6，923万トンキロ（同1．2％減）となつ

　　ている。

29国土交通省は・2003年度予算の概算要求を

日まとめた。

29国土交通省は・平成14年6月分の造船43工

日脚の鋼船建造実績を発表した。これによる

　　と起工は63隻357万8千G／T、竣工は、22

　　隻、88万G／Tであった。竣工の内、輸出船

　　は、パナマ向け21隻88万G／T、国内船は漁

　　船が1隻400G／Tであった。

30国土交通省海事局および当協会は・わが国

日の外航海運企業税制のあり方について言撒

　　するための産学官のメンバーによる「外航

　　海運企業税制検討会」の第3回会合を開催

　　した。

30平成9年に日本海で発生したナホトカ号油

日流出事故で、国および海上災害防止センタ

　　一が損害賠償を船舶所有者等に対して求め

　　ていた訴訟の和解が成立した。これにより、

　　船舶所有者と国際油濁補償基金は、国に対

　　して約18億9，000万円、海上災害防止センタ

　　一に約41億6，000万円を支払う。また、被害

　　総額は約261億円と確定した。



　　　　　公布法令（8月）

㊨　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

　　施行規則等の一部を改正する省令

　　（国土交通省令第98号、平成14年8月30日公

　　布、平成15年1月1日から施行。ただし、

　　第2条の規定及び第四条の規定は、平成14

　　年9月1日から施行する。）

　　　国際会議の予定GO月）

国際海事機関（IMO）バラスト水に関する作業

部会

　　9月30日～10月4日　ロンドン

第10回日韓船主協会会談

　　lO月7日～8日　京都

国際海事機関（IMO）第48回海洋環境保護委員会

（MEPC）

　　10月7日～11日　ロンドン

1992年国際油津補償基金（9210PCF）第7回総会

　　lG月14日～18日　ロンドン

国際労働機関（ILO）

　　第2回High珍vel　Tdpardte　WG

　　lO月14日～18日　ジュネーブ

アテネ条約議定書採択の外交会議

　　1GI月21日～11月ユ日　ロンドン

国際海事機関qMO）法律委員会第85回会合

　　1G月22日～24日　ロンドン

せんきょうSの∫2002魯39



1．わが国貿易風の推移

海運統計　　黙　　羅　　ミ

　　　（単位　10億円）　　2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年　月
輸　出 輸　入

前年比揃年同期比〔知

（FOB） （CIF）
入側出超

輸　出 輸　入

1985
41，956 31，085 10，870 4．0 ▲　　3．8

1990
41，457 33β55 7，601 9．6 工6．8

1995
41，53G 31，548 9，9S2 2．6 12．3

1999
47，547 35，268 12，279 ▲　　6，／ ▲　　3．8

2000 5／，654 40，938 10，715 8．6 16．1
2001

48，979 42，4／5 6，563 ▲　　5．2 3．6

200／年7月 4，037 3，62Q 417 ▲　　6，4 9．3
8

3，829 3，520 309 △　　8．9 ▲　　2．2
9

4，162 3，119 1，043 △　11．0 ▲　　7．9
10

4，073 3，612 461 ▲　　9，0 ▲　　4．6
11

3，889 3，397 492 △　　9．2 ▲　　7．9
12

3，961 3，301 659 △　14．5 ▲　13．4

2002年1月 3，559 3，375 184 ▲　　1．8 ▲　　9，3
2

4，021 3，235
786 △　　4．2 ▲　　2．6

3
4，773 3，506 1，266 △　　3．0 ▲　12．6

4
4，402 3，567 835 1．7 ▲　　2，8

5
4，152 3，534 618 8．8 ▲　　5．5

6
4，430 3，208 1，222 7．1 ▲　　5．1

7
4，397 3，647 750 8．9 0．7

（注）　財務．省貿易統．計による。

3．不定期船自由市場の成約状況

年　月 賃閣）糊 最高値 最安値

1990
144．81 124．30 160．10

1995
94．06 80．30 104．25

1997
12！．00 111．35 131．25

1998
13D．89 114．25 147．00

1999
113．91 l11．28 116．40

2000
107．77 102．5D 114．90

2001
122．10 113．85 ／31．69

2001年8月 121．56 118．92 ／24．80

9
118．91 116．78 121．72

10
121．32 119．65 123．10

11
122．33 120．24 124．33

12
127．32 123．65 131．69

2002年1月 工32．66 130．75 134．69
2

133．53 132．46 134．46
3

131．15 127．82 133．61
4

131．0工 127．97 133．28
5

126．39 123．96 128．88
6

123，4．4 119．22 125．67
7

118．08 115．92 120．56
8

119．03 n6．91 120．82

（単位　千M／T）

区分 航 海、 用 船
，．「P

疋期 用船

ム　　．計 連続航海
シングル

（品　目 別 内　訳）

年次

口
航　　海

穀物 石炭 鉱石 スクランプ 砂糖 肥料 その他 Tr玉P
Period

1995
172，642 4，911 167，731 48，7ア5 52β71 57，261 1，526 1，941 5，054

803
154，802 49，061

1996
203，407 2，478 200，929 54，374 69，509 66，539 898 3，251 5，601

757
144，561 29，815

1997
195，996 2，663 193，333 46，792 67，192 66，551 1，069 3，724 7β12

693
160，468 43，2組0

1998
186，197 1，712 184，621 41，938 69，301 64，994

836
3，800 2，499 1，280 136，972 24，700

1999
141，321 1，304 150，481 30，686 56，184 57，309

235
3，274 1，709

LO82
149，734 39，581

2000
146，643 2，182 92，Q89 26，王47 46，549 67，431 198 2，185 182

1，551 170，032 45，021

2001　12 12，112
86Q 1エ，252 1，122 3，974 5，297 0 733 115 11

9，473 1，966

2002　1 12，ア65 240
12，525 1，643 4，536 5，810 54 391 71 20

16，713 4，152

2 玉2，782 120
12，662 1，420 4，095 5，996 U1 754 256 30

15，434 5，893

3
9，380 6D 9，320 1，576 3，350 4，！06

0 268 20 0
15，862 5，236

4 13，261 0 13，261 1，897 3，326 7，410 55 415 125 33
12，945 4，545

5
12，510

240
12，270 1，881 4，364 5，528 55 360 82 0

12，726 3，060

6
12，859 305 12，554 1，829 3，389 6，598 30 647 1 60

9，511 1，940

7
9，ア87

0
9，787

980
2，323 5，858 35 507 84 0

12，628 2，479

8
12，392

0
12，392 1，282 4，065 6，192 34 709 110 0

18，213 2，624

（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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1 、

し

5

一　 ＼　　　　　　北米西岸／日本ガル7／．西欧

聖o

5

o

1997〔年1 199巳 謄99 口　　　o～000 200P 2Q02
聖997㈲ 199巳 1999 2DOO

20田 2902
o

穀物励レフ用本・北米酵胴本・方ルフ姻欧｝

4．原油 （ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシヤ湾／日本．
ペルシヤ湾／欧米月次 2000 2001 2002 2000 2001

20σ2最高　　最低 最商　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低　1@2
@3
@4
@5
@6

@7
@8
@9
@10
@11
@12

i注）

65．00　48．00
U5．00　54．0082．50　62．0095．00　78，0011L25　93，75112．5D　96．50

P12．50　98．00152．50112．50150．00128．00

P65．00113．50
P77．50164．50
P60．00140．00

V5．00　57．0041．50　38．50

T5．00　43．5063．15　39．00

X2．OO　57，50
W5，00　40，0041．OG　33．5040．50　36．00

50．OO　34，7542，5σ　37，5037，00　32．0029．50　28．0062．00　39，5035．00　29．5D

TD．00　32，50
@　35、00

50．00　40，0055．00　45．OO70．00　55．0085．00　64．00

X2．00　75．0095．00　80．00

P00．OO　82，50ユ20．OQ　gO．00132．50105．00130．QO　lO5．00175．OOl25．00142．5012500

100．50　82．5092．50　70．0090．OO　70．0085．OD　70，0063．50　52，5040．00　35．OO

T5．00　42，5057．50　38．5082．50　50．0070．00　37．5035．00　32．00

40．00　35．0040．00　36．2540．00　30，0031，0σ　27．5σ48．75　33．0042．50　31，00

R8．75　29．5032．5σ　28．00

40．00　35．00①日本郵船調査グル
烽ﾌ。

…。糠蹴撫，讃戦はワー・ド・ケールレー・・ ③いずれも20万D／W 以上の船舶による

5，穀物

@月次

（ガルフ／日本

@　2DOユ

　　　・北米西岸／日本

Kルフ／日本

@　　　　2002

・ガルフ／西欧）

@　200ヱ

北米西岸／日本

@　　1　2。02

　　（単位：

Q001

　　　ドル／トン）

Kルフ／西欧

@　　　　2002

1
2
3
」
4
醒
b
6

最高　　最低

Q2．5σ　21．50
Q2．25　21．0022．80　22．7D22．25　21．50

@　24．DO
@　23．25

最
高
　
　
最
低
1
8
．
8
5
　
工
7
．
2
0
1
8
．
6
0
　
／
6
．
8
0
ユ
9
．
9
0
　
／
8
．
4
θ
2
2
，
0
0
　
2
0
．
0
0
2
2
．
0
0
　
2
0
，
9
0
1
9
．
2
5
　
1
7
．
9
5

最高　　最低

@　＝

@　＝
P4．1D　ユ3．50　　一

最高　　最低

@10．75
@11．00

@　＝
@］2．25　　』

最高　　最低　　一

@　12．OO

@　＝
P8．00　14．6σ18．00　17．OO

最高　　最低
X．15　8．889．25　8．00　　『

P7．00　15．00

@　13．07
P1．35　10．75

7
8
9

19．50　18．75／8．90　17．75／8．60　17．50
1＆90　ユ7．60　　一

｝
l
l
．
0
0
一

U．90　11．25　　一

一12．25

＝
10

18．35　17．50
『

一11
17．25　16．75

『 一12

k注）

　17．25　エ5．80
@円本郵船調査グループ資料による。③グラフの値はいずれも最高値。 　　　『

Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるもの

　ユD．35
W．60　　8．50

@　　　　　0

せんぎょう∫θρ’2002蟄41
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　石炭｛ハンプトンローズ／口本）・鋏鉱石〔ツバロン／日本・ツバロン／西欧）
【砦〕
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L5

田

5

o

石炭（ハンフトンローズ／日本） 鉄鉱石
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6，石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）　（単位　ドル／トン）

ハンプトンローズ／日本（石炭） ッバロン／日本（鉄鉱石） ッバロン／西欧（鉄鉱石）

月次 2001 2002 2001 2002 2001 2DD2

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

一 　 ｝ 一 8．45　　7．20 6．30　　4．40
2

『 　 一
8．50 8．00　　6．35 5．15　　4．50

3
一 『 一 一 7．50　　5．85 一4
一 一 一 一 6．85　　5．75 5．50

5
一 　 一 一 12．IO 6．85　　4．60

6
一 　 『 一 6．65　　6．05 4．75　　4．60

7
一 『

9．20 一 5．89　　4．50 4．45
8

一 一 一 一 4．40　　4．25 7．90
9

一
5．40 一

工。

一 一 一11
『 一

4．85
12

一 一
4．30

（注）　①日本郵船調査グループ資料による。

　　③グラフの値はいずれも最高値。

②いずれも8万DバV以．．L15万D／W未満の船舟白によるもの。

へ

7．タンカー運賃指数
タ ン カ 一　　運 賃 指 数

月次 2000 2001 2002

V1℃C 中型 小型 日・D H・C
VLCC 中型 小型 H・D H・C

VLCC 中型 小型 H・D H・C

1
2
3

48．0
T3．3
T8．3

92．8
P07．8
P15．7

ユ26．2

P41．1
P63．7

145．9
P54．3
P67．3

148．4
P69．9
P89．4

15L8
P］．7．2

W6．7

217．3
Q05．8
P58．4

346．3
Q30．5
Q38．9

277．4
R22．9
Q94．7

37LO
S00．2
R47．8

39．9

R9．4

86．9

W5．6

126．］．

P15．8

165．3

P58．8

148」．

P49．9
4 69．6 134．9 195．ア 185．6 196．8 94．1 171．3 272．O 299．0 264．4 36．0 91．3 ／16．6 164．2 148．5

5
6

81．4
X5．8

126．9
P35．6

177．4
P74．1

ユ87．0

P94．3
205．3
Q10．0

8L4
UD．7

160．3P323 190．5
P82．8

295．7
Q42．2

262．7
Q64．1

36．4
S9．9

105．4
W9．9

143．9
P59．1

194．2
Q04．0

178．8
P77．］．

7 10G．9 153．1 244．9 26L3 215．1 52．2 114．2 i30．1 223．6 2玉3．8
8 105．5 196．5 265．5 243．4 233．9 5D．8 1H．．3 148．0 204．3 208．2
9

128．6 190．9 269．2 229．5 254．6 73．7 llO．7 153．6 210．0 187．1
10 136．2 165．1 194．1 217．3 264．9 44．1 98．4 136．1 162．8 19L6
1／
P2

134．3
P60．1

204．7
Q09．8

267．σ

Q64．6
240．9
Q72．0

257．8
Q83．1

39．4 94．D 128．1 140．8 149．3

平均 97．6 152．8 206．9 208．2 219．工 77．4． 143．工 196．1 240．0 260．D

（注） ①ロイズ・オブ・ロンドンブレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルは

ロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）②タンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃指数

の5区分については、以下のとおり　④、聡C115万トン以上　◎中型＝7万～15万トン　◎小型こ3万～7万トン
㊤H・D鴬ハンディ’ダーティ：3万5QOOトン未満　爺H・C＝ハンディ・クリーン＝全船型。
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8．貨物船用船料指数

月次 貨物船航海用船料指数 貨物船定期用船料指口数
1997　　1998

1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000
2001　　20D2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

209．O
P97．0

P99．0
?X7．0

P90．O
P84．0

P83．0
P96．0
P90．O

P91．O
P89．0

P86．0

189．0
P86．O

P71．0
P73．0

P73．0
P75．0

P67．0
P65．0
P64．0
P65．D
P70．σ

P68．0

166．0
P70．0
P69．0
P72．σ

P73．0

P76．0

P79．0

P78．0

P85．0

P85．0

P95．O

h92．0

ユ90．0

P91．0

^90．0

P91．0
P93．0
Q02．0

Q02．0
Q03．0
Q06．0
Q07．0
Q06．0

Q00．0

193．O
P98．O
P95．0
Q00．0

Q06．0
Q05．0

Q04．0
P92．0
P93．D
P95．0
P95．O
P95．0

195．0
P99．0
P99．D
G99．σ

Q07．0

Q02．0

347．0

R32．0
R4／．0

R54．G
R42．0
R26．0

R38．0
R30．0
R27．0
R16．0

Q90．0
Q94．0

277．0
Q54．0
Q60．0
Q62．0

Q62．0
Q92．0

Q66．0
Q10．0
Q08．0
Q22．0
Q31．0

Q32．0

231．0
Q29．0
Q19．0
Q21．0

Q38．0
Q38．0

Q26．0
Q33．0
Q38．0
Q41．D
Q54．0

Q37．0

222．0
Q31．0
Q31．0
Q46．σ

Q52．0
Q51．0

Q64．0

Q67．0
Q71．0
Q90．0
Q78．0

Q67．O

264．0

Q67．0
Q60．0
Q58．0
Q62．0

Q72．0

Q67．0
Q53．0

Q48．0
Q49．0
Q27．0
Q31．0

227．0
Q32．0
Q23．0

Q59．0
Q29．D
Q44．0

平均 192．6 172．1 178．3 198．4 197．5 328．1 245．5 233．7 255．8 254．8
（注）　①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行の

@　　　1も月≦甜ブ’ロンドンブレ
ロイズ・シップマネジャーによる。…98・年・月・合・・②航海。船料。数、四四猛福1イ附置灘

咽

｝‘ 9，係船船腹量の推移
2000

200／ 2002
月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船　　　　　タンカー

隻数千G／T千D／W 隻数千G／T干D〆W 隻数千G〆丁千D／W 隻数千G〆T千D〆W 隻数千G／T千D巫「1隻数干G≠T千D／W

1
2
3
4
5
6
　
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

333　3，252　4，134
R工3　　2，98厘　　3，758

R10　　2，949　3，680

R12　　2，921　3，599

R05　　2，773　3，381

Q99　　2，690　　3，269

Q91　2，630　3，225

Q86　2，622　3，224

Q80　　2，569　3，183

Q92　2，618　3，185

Q89　2，574　3，135

Q71　2，429　2，914

461，2652，292
S61，1922，221
S61，1922，221
S61，1722，257
S3　9141，698
S21，1272，194

S1　8651，539
S0　8131，552
S0　8131，552
S41，1402，201
S2　8771，644
S0　7791，471

265　2，354　2，775

Q59　　2，194　　2，497

Q58　2，174　2，489

Q56　　2，127　2，463

Q47　2，063　2，379

Q43　2，031　2，341

Q36　　1，837　2，173

Q48　　1，818　　2，106

Q43　］．，745　2，032

Q37　　1，682　　1，965

Q38　　1，722　　1，996

Q43　1，820　2，147

41　784／，477
R9　7391，382
S0　9711，883
R9　6471，203
R8　6451，199
R7　644L196

R7　6441，196
R5　6191，154
R8　8681，667
R7　8631，661
R8　8641，681
S11，0542，083

242　1，754　1，966

Q32　1，714　1，899

Q29　　1，728　　1，887

Q38　　1，896　2，061

Q30　　1，763　　1，946

Q21　1，742　1，936

Q22　1，678　1，874

40　7921，528
S0　6661，259
S0　6881，305
S2　6921，310
S工　635ユ，ユ99

S2　6371，2D2

S3　8321，657

（注） ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。
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　今年の夏も、例年同様に猛暑である。

　耳障りなほどのせみ時雨は、真夏の暑さを実

感するものであり、せみが鳴かない夏はなんと

も寂しいと感じるものである。ベランダの鉢植

えの朝顔とひまわりが元気である。ひまわりの

黄色は夏の青空によく映えるものである。

　夏といえば、全国高校野球選手権大会もイベ

ントの一つである。8月6日の開会式の後、連

日、熱戦が繰り広げられている。全国の地方大

会参加校は4，163校で参加校の記録更新らしい。

海外からの留学生が参加したりと今後は益々国

際色豊かになっていくのではないかと思う。野

球に対する日本人の思いはまだ根強いといえる。

未来のイチロー、松井を目指して。我が母校は

春の大会で全国制覇したので夏の大会も願わく

ば優勝し、春夏の連覇を期待していたが、残念

ながらあっさり負けてしまった。春の大会時と

同じ組み合わせであった。リベンジされてしま

った訳である。

　最近、約一ヶ月の入院生活を送った。非日常

生活を経験することは、一種の気分転換であり、

生きる活力源になるものであるが入院となると

病の種類によって精神衛生的に違ってくるのは

否めないところである。治療効果に最も影響す

るのは患者の自己免疫力の強さらしい。従来、

西洋医学を主流として治療に役立ててきたが、

東洋医学とりわけ「自己免疫力」の研究が盛ん

44爵せんきょう5曜2002

に行なわれるようになって久しい。治療効果が

如実に現われるのは、仕事が好きな入であり、

楽天家というデータがあるという。看護師（現

在は看護婦の名称は使用しないらしい）とのた

わいない話を楽しんだり、病院食を楽しんだり

して入院生活をエンジョイすることが大事で、

治りが早いとのデータもある。私も何とか入院

生活を毎日明るくしよう、病を忘れようと努め

てきたが元来の性格から徹底できなかった。と

もかく、「健康」のありがたさを痛感した次第で

ある。前向きの姿勢、「ゆったりとした気分を保　　＿

つことが強力な支援となることを忘れるべきで

はない。」と医者が話していた。ああ、こうして

夏が過ぎていく。今年の夏が過ぎていく。今年

の夏の記憶である。

川崎近海汽船株式会社

　　　　　総務部課長

　　　　　贋岡　啓

せんきょう9月号　　No．506（Vol．43　No．6）

発行　平成14年9月20日

創刊　昭和35年8月10日

発行所　社団法人　日本船主協会

〒102－8603東京都千代田区平河町2－6－4（海運ビル）

TEL．（03）3264－718］（総務部広報室）

編集・発行人　高橋幸一郎

製作　株式会社タイヨーグラフィヅク

定価　4D7円（消費税を含む。会員については会費に含めて購読料を徴

　　　　劃している）



日本船主協会環境憲章

環境理念
日本船主協会は、地球・海洋環鏡保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立

ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船船の安全運航を徹底すると

ともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があら

ゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、

環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に

寄与することに努めます。

行動指針
日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環撹対策

の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援

します。

　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1
．
　　　による一層の環境保全

　　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航
2．

　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進

　　　省エネルギー輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に
3．

　　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理

　　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船
4．
　　　舶リサイクルの促進

5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練

　　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な
6．

　　　体制の維持・整備促進

　　　　　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への
　　　7．
　　　　　　意識向上と環境保全への日常的助組みの弓璽化　　総

　　　　　　環境対策に関わる内外関係機関等との連篶の強化および
　　　8．
　　　　　　内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢献　　　　、．擁㌶　　．，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峨醜

，㍉－～～～～～～～辮麟輸
受：



平成14年9月20日発行　毎月1回20臼発行　No，506　昭和47年3月8日第3種郵便物認可海穣））．．．ン曇せんきょう　　　　9SEPTE八へBER　2002・鱈ｿ謬灘野．蜘撒1提供　日鉄海運株式会社、今治造船株式会社写真上＝造船所での総髭全景写真下＝竣工式を終え西豪州へ出航【船名　NSS　DYNAM【C】DATA船の種類：バルクキャリアー（石炭や鉄　　　　鉱石などを輸送する船舶）竣全型工：平成14年6月29日長：316．94m幅：55，0m満載喫水（夏期）　　　　：18，125m叢往トン数：118，305t載貨重量トン：133，584t　．　　　　　’駄自虐のグローバル化から自愛のグローバル化へ日本船主協会理事長【】福島義章1張鮪1＿　＾　，1．二三経営の健全化に向け、CEOの強いリーダーシップ発揮を確認一アジア船主フォーラム（ASF）　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）第］1回中間会合の模様一2り」・・マﾗ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．欧州ポート・ステート・コントロールが船級協会　によるダブルスタンダードを指摘一2001年のポート・ステート・コントロール実施状況一2．通航料1396値上げが2段階で実施へ一パナマ運河通航置引上げ決定について一　幽　　　　　　　　　　　　咳わが国の大規模排出油対策について海上災害防止センター理事【】桑原康記11　∵　　　　　聯、「石油連盟の油濁事故対策について」石油連盟油三二二部対策課長【】浜林郁郎16□匹醗1、三i∫海運税制の充実・改善について【海運税制キャンペーン】22［圏醗凝三・1．1．．．［寄稿］海技の伝承とは国立宮古海上技術学校教諭【】高石守人4422　　　　　　いマヨこニ　　一’一一≡　一捻i：lllアンケートに見る船級の経営意識一不況下で進む定航海運の構造変化一27・…　r認、32　　L鼠　．蒙罰1．．．．．パナマという国川崎汽船株式会社船長（現船員災害防止協会）【】湯川君平34口麗驚センコー�滑C運部貨物船運航課運航担当係長【】L［」田音弥海運日誌（8月）38船協だより　　39海運統計編集後記044436囲み記事・世界海事大学（World　M日rrtime　Uni＞ersity：WMU）奨学生が当協会を訪問　26・社会科教師を対象に干葉および神戸で見学会を開催　　　　　　　37．（．（．ー　　巻　頭自虐のグローバル化から自愛のグローバル化へ　　　　　躰膓主協養福島義章灘　先進海運諸国では、従来から海運業に対し他産業より有利な税制を用意し、自国海運の維持・発展を図ってきたが、さらに近年は、より税負担が軽減されるTonnage　Tax（トン数標準税制）を相次いで導入し、これが海運税制の「グローバルスタンダード」となりつつある。　外航海運は世界単一市場で熾烈な国際競争に曝されており、便宜士籍船が世界の趨勢となり、賃金の安い他国の船員を乗り組まぜるのが一般化してきた。しかし、今や他国との税制の差が海運企業の国際競争力を大きく左右しかねない状況となりつつある。　今年に入って小泉内閣が税制の抜本改革に着手するということで、我々はひそかな期待を抱いた。産業・経済の国際競争力の強化をめざす同内閣の構造改革なら、そのような状況を打開できると思ったからである。しかし、その後の税制論議は、今のところ残念ながら我々の期待する展開を見せていない。　経済社会の国際化の進展に伴い、会計基準や金融制度などについて「グローバルスタンダード」が声高に叫ばれ、その導入が早いテンポで進められてきた。ただ、そこで取り上げられた　「グローバルスタンダード」なるものは、我が国にとって不利なもの、苦痛を伴うようなもの凝…藻←・．が中心に考えられ、今でもその傾向が強い。「グローバルスタンダード」のモデル国の米国では、エンロンやワールドコムといった著名な大企業の不正経理が発覚し、疑惑を囁かれている企業は跡を絶たないというのに。　日本及び日本人は、国際社会の中で何時の間にか自虐的性格が強くなってしまったのではないか。この1年位を振り返っても、我が国が巻き込まれた国際的事件やその反応の中に、私はそれを見てしまうのだが。　今年6月に、経済財政諮問会議や政府税調がまとめた税制の改革や構築に関する基本方針では、グローバル化する経済の中で日本の競争力の強化をめざすことや国際的に整合性がとれた法人税制を基本とすべきことが謳1われている。その通りなら、正に当協会が海運税制のキャンペーンで訴えているところと同一のはすである。　日本も、もうこの辺りで、自虐的なグローバル化から脱却し、例えば税制分野の「グローバルスタンダード」のように、我が国産業・経済の競争力の強化を助けるような、いわば自愛の「グローバルスタンダード」を堂々と、かつ、積極的に導入することを真剣に考えて欲しいものである。日本丸が沈没しないためにも。ぜんきょう∫6ρ’200201NEWSN匠WS「モ．匠W5駐W§購蕊醗§議餐礎囎懸灘翼へ．1国際会議レポート「L船町経営の健全化に向け、CEOの強いリーダーシップ発揮を確認レ　　＿アジア船主フォ＿ラム（ASF）　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）第11回中間会合の模様一L　ASFシッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）の第11回中間会合が2002年8月27日、香港で開催された。　同会合は、2002年2月の第10回中間会合に続くもので、ASFメンバー船協から6ヵ国／地域の代表21名が参加、当協会からはSERC委員長の草刈隆郎副会長（日本郵船社長）をはじめ、崎長川崎汽船社長、鈴木商船三井社長、太田飯野海運社長を含む8名が出席し（資料2参照）、活発な意見交換の後、了解事項（資料1参照）を採択して会合を終了した。　会合では、まず各国から経済の現状や見通しとともに、特に自国発着主要航路での荷動きの最新状況につき報告があり、その後、海事保安問題やWTO海運自由化交渉等について情報交換が行われた。　定期船部門では、アジア発輸出コンテナ貨物荷動きの最近の盛り上がりに留意しつつ、現行の海上運賃水準は海運サービス提供に必要な最低限のコストを反映していないとの認識を共有し、全てのCEOが現在の危機的な財政状況を修復するため、適切な行動を検討すべき時期にあることが合意された。また、主要航路の荷動きは、通常スラック・シーズン（閑散期）には軟化することが認識され、全てのCEOが長期的な．会社経営戦略に配慮し、強いリーダーシップで会社を指揮していくことが求められた。一方、アジア域内トレードの重要性を確認し、できる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限り高いレベルのトップ役員が今後のIADA会合に出席すべきであることが強く勧告された。こうした共通認識の下、船離間協定や協議協定の役割と重要性が再確認され、主要コンテナ船社は協同して健全かつ活発な市場を達成すべく、主要航路の適法な船社間協定や協議協定に加入へ．2聾せんきょうSε餌2002∀または再加入することを強く督促された（＊偽DA＝�qtra　Asia　Di＄cussion　Agreement（アジア域内協議．協定））。　ドライバルク部門については、今後の見通しは不明確であるが、バルクキャリアの安全対策について、二重船側化やハッチカバー強化策等の提案が提出される見込みであることにつき、船主の経済的影響面から懸念が表明された。　タンカー部門については、VLCCとケミカルタ【資料1】ンカーの双方の市況が低迷しており、ゆっくりした回復が見込まれている。　また、海事保安問題については、保安向上のために海運業界が最大限の協力と努力を提供していく点を確認しつつ、本件に関わるいかなる方策も円滑かつ効率的な物流を阻害することのないよう、最大限の配慮がなされるべきであると認識された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年8月27日、香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2002年8月30日、東京で発表）　　　　　　　　　了　解　事　項　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　　　　　第11回中間会合（香港）にて採択）1．アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レヴュー委員会（SERC）第ll回中問会合は、ASFメンバー船脚のアセアン．、中国、台湾、香港、日本、韓国から6力国／地域の代表21名が出席し、2002年8月27日、香港で開催された。出席者名簿は添付の通り。2．出席者は、アジア発航路における輸出コンテナ貨物荷動きの最近の盛り上がりに留意した。また、現行の海上運賃水準は、一般に、海運サービス提供に必要な最低限のコストを反映していないこと　も認識された。会合は、世界経済と貿易の持続的発展を支える重要な役割をコンテナ海運産業が継続的に果たしていくため、全てのCEOが現在の危機的な財政状況の正常化を求めて最大限の努力を行うべきである点に合意し、主要航路における現在の旺盛な荷動きを踏まえ、各航路協定に法令上認められている範囲内で、財政状況を修復するための適切な行動をCEOが検討すべき時期にあるこ　とが合意された。3．アジア域内トレードにおける年間コンテナ貨物の荷動きは、現在約900万TEUに達していることが留意された。出席者は、同トレードの重要性を確認し、固有の問題を議論するため、できる限り高いレベルのトップ役員が今後のIADA会合に出席すべきであることを強く勧告した。　（注）IADA：�qtra　Asia　Discussion　Agreement（アジア域内協議協定；14．会合は、現在のコンテナ貨物の需給関係が適度にバランスしている一方、主要航路の荷動きは、　通常スラック・シーズン（閑散期）には軟化することに留意した。また、会合は特定の航路におい　て拡大しつつあるトレード・インバランス（往復航荷動きの不均衡）が、船引のコスト負担を増大　させていることにも留意した。こうした状況を踏まえ、全てのCEOは、長期的な会社経営戦略に最　大の配慮をし、自身の強いリーダーシップを発揮して会社を指揮していくことに最高の注意を払っせんぎょうSψ’200203NEWSNEWS＼蟹WS　羅騨馨　嚢騨蕊　裁1這醤ていくことを求められた。出席者は、海運産業が自らは追加の輸送需要を創出することができない産業であることを認識しつつ、昨年の冬季スラック・シーズン中に自主的かつ個別に行われた船腹削減策の前向きな効果に留意した。各CEOは、各自がトレードと経済状況の短・長期的な全体像を把握し、トレード状況についての現実的な評価と、当然のことながら、各社の個別利益とに基づき、昨年同様またはその他の（個別または適法な船社間協定内での）方策が適切かどうかにつき正当な考慮を払うことを確保するため、夫々がトレード状況を注意深く監視していくことを確認した。5．全ての出席者は、船社問協定や協議．協定の役割と重要性を再確認した。そうした協定の機能を最大限活用するため、全ての主要コンテナ船社は、アジア自社であるかアジア以外の地域の船社であるかに拘わらず、協同して健全かつ活発な市場を達成すべく、主要航路の適法な船社間協定／協議協定に加入または再加入することを強く督促された。これに関連し、会合は主要国／地域における最近の海事法制の動きを再顧し、現在定期船岡盟に独禁法の一括適用除外を与えているEU規則4056／86が近い将来見直される見込みであることに留意した。出席者は、貿易国／地域間での一貫した独禁法適用除外制度の必要性を確認した。6．海運産業が世界貿易と経済を支える不可欠なインフラの一部であることが再確認された。全てのCEOは、ニュースメディア、荷主、政府機関など様々なチャネルを通じ、海運産業の重要な役割を　説明するとともに、業界の現状および長期的な状況についての正しい理解を確立するため、あらゆ　る機会を利用するよう強く求められた。7．ドライバルク部門については、現在の軟弱な市況は2003年中頃には上昇傾向に戻ることを期待す　る予想のあることが報告されたものの、市況の見通しは不明確であるように思われた。一方会合は、バルクキャリアの安全対策について議論が行われていることに留意した。二重船側化やハッチカバ　一強化策を含む提案が2002年末に向けてIMOへ提出される見込みであり、これによって予想される　船主に対する経済的影響は多大なものになり得る。自国／地域の政府機関がこの問題について正し　い認識を確立するよう、船主はこれら機関に対し、十分な情報提供をすべきであることが合意され　た。本件は、ASFの航行安全および環境委員会でも注視されることとなる。8．タンカー部門については、VLCCとケミカルタンカーの双方の市況は昨年秋からの米国経済の減速　によって低迷しており、ゆっくりとした回復が見込まれている。全てのCEOは、正確なトレード状　況の分析に基づき、自らの会社を冷静に指揮していくことが求められた。9．出席者は、海事保安対策やWTO海運自由化交渉などを含む、最近の諸問題についても意見交換を　行った。海事保安問題については、幅広く国際的な注目を浴びていることが留意され、米国政府が　議論を主導しつつ、IMO、　WCO、　ILOなどの政府機関がそれぞれの職務に対応している。出席者は、　保安向上のために海運業界が最大限の．協力と努力を提供していく点を確認すると同時に、本件に関　わるいかなる方策も円滑かつ効率的な物流を不必要に阻害することのないよう、最大限の配慮がな　されるべきであることが認識された。会合は、全ての関係政府機関に対し、海運業界の意見と提案　が正当に検討されることを確実なものとするよう強く求めるものである。．（4憩せんぎょうSe餌2002【資料2】　　　　　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）第11回中間会合　　　　　　　　　日時：2002年8月27日αO　　　　　　　　　場所：香港（Conrad　Hotel＞出　席　者委員長草刈　隆郎　日本船主協会副会長（日本郵船社長））副委員長く韓国船主協会＞　Mr　Cheol　Soon　Jang（President＆CEO，　Hyundai　Merchant　Marine　Co．，　Ltd．）メンバー＜中国船主協会＞　Mr　Sun　Jiakang（Vice　President，　COSCO（Hong　Kong）Group　Ltd．）　MrHuangXiao　Wen（Execu廿ve　Depu｛y　Managing　Director，　Chlna　Shipping　Contalner　Lines　Company）〈アセアン船主協会連合会〉　〈フィリピン船主協会＞　　Ms　Do且s　Magsaysay　Ho（Chairman　of　the　Board，　Magsaysay　MariUme　Corp．）　＜インドネシア船主協会＞　　Mr　Jaka　A　Singgih　（Managing　Director，　PT　Bumi　Laut　Group）　〈マレーシア船主協会＞　　Mr　A　M　N　Aziz（Senior　General　Manager，　Malaysia　Intema撹onal　Shipping　Co．）　〈タイ船主協会＞　　Mr　Sumate　Tanthuwanlt（President，　Regional　Container　Lhles　Group＞＜香港船主協会＞　Mr　T　R　Chang（CEO，　Orient　Overseas　Container　Line　Ltd．）〈日本船主協会〉　暗長　保英（川崎汽船社長）　鈴木　邦雄（商船三井社長）　太田　健夫（飯野海運社長）　秋葉　　功（川崎汽船専務取締役）　佐藤　博之（商船三井専務取締役）　石田　忠正（日本郵船専務取締役）　水上俊一郎（日本郵船経営企画グループ調査役）〈韓国船主協会＞　Mr　J　W　Park（Execut面e　Vice　PresidenL　Hanli丘Shipping　CD，　Ltの　Mr　Suk　Hui　Lee（Senior　Executive　Vice　President，　Hyundai　Merchant　Marine　Co．，　ししd，）〈台湾船主協会＞　Mr　James　Hwang（PresidenしEvergreen　Star　Hong　Kong　Ltd．）　Dr　C　C　Chen（Group　Chairman，　Wan　H滋Lines　L亡d．）　Mr　W　H　Huang（President，　Yang　Ming　Manne野ansport　Co．）弁護士　Mr　Jef仕ey　F　Lawrence（Partner，　Sher＆Blackwell）事務局　園田　裕一（日本船主協会国際企画室長）　中村　憲吾（日本船主協会国際企画室）　笠原　永子（日本船主協会国際企画室）ぜんきょう∫醜2002�R5N【Ws　N匿WS−EWS醸W§酬騒藻騰．1内外情報1欧州ポート・ステート・コントロールが船級協会によるダブルスタンダードを指摘　2001年のポート・ステート・コントロール実施状況　サブスタンダード船の排除のためにはポート・ステート・コントロール（PSC：寄港国による監督）が必要であるとして、多くの国でPSC実施の体制が整備されつつある。また、その実効性を高めるため、それぞれの地域においてPSCに関する覚書（Memorandum　of　Understanding）が締結され、各国が協調した実施体制が組まれている。欧州における「パリMOU」、アジア・太平洋地域における「東京MOU」のほか、これまでに6つのMOU（地中海、黒海、インド洋、ラテンアメリカ、カリブ海、西・中央アフリカ）が設立されている。　各国では、効果的な点検の実施のため、ターゲットシステムの採用や集中的な検査キャンペーンを実施するなどしているが、2001年におけるパリMOU、東京MOUおよび米国コーストガード（USCG）の活動の概要は以下のとおりである。1．欧州におけるPSC（パリMOU）　（www．parismou．org）　欧州におけるPSCの標準化、協力体制の強化を目的として、1982年に欧州14力国で締結された覚書は、現在19ヶ国（ベルギー、カナダ、クロアチア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ロシア、スペイン、スウェーデン、英国）が加盟している。（1）2001年は、前年比300隻増の11，658隻の船舶　に対して18，681件（前年比0．7％増）の検査が　実施された。拘留された船舶は前年比65隻減　の1，699隻、検査件数に対する拘留率は9．09％　となった。1995年にピーク（ll．21％）を記録し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　たが、最近4年間はほぼ横ばい（平均9．20％）　である。船種別に見ると、例年同様、一般乾　貨物船およびばら積み船が全体の8割を占め　た。また、旅客船の拘留率が、1998年の3．2％　から2001年には7．5％と2倍に膨らんだ。［表1　参照］（2）拘留された船舶L699隻のうち、船級協会の　責任によると考えられるものが380隻（22％）　あり、そのうちの297隻（78％〉はブラックリ　スト掲載国を旗国とする船舶であった。パリ　MOUは、これは船級協会において二重の基準　（double　standards）が運用されていることを　示しているとしている。（3）過去3年間の拘留状況から旗国のパフォー　　＿　マンスを評価するブラック／グレイ／ホワイ　トリストを掲載した。ワースト4は昨年と同　じアルバニア、ボリビア、Sao　Tome＆Prin−　cipe、ホンジュラスであり、パナマも引き続き　ブラックリストに掲載された。日本のほかシ　ンガポール、中国、リベリア等は昨年に続き　ホワイトリストに掲載、香港、ギリシャ等は　グレイリストよりランクアップしたが、韓国、　米国はホ．ワイトリストから落ちた。［表2参照〕�去w摘された欠陥の数は前年比L5％増の　68，756件となり、例年同様、救命、防火設備6�MぜんきょうS6ρ’2002　　　　などの安全に係るものが全体の5割以上を占　　　　めた。船齢15年以上の船舶には、5年未満の　　　　船舶より全体として多くの欠陥が指摘されて　　　　おり、安全に係る欠陥を見ると、5年未満の　　　　船舶で指摘された欠陥が1，549件のところ、15　　　　年以上の船舶では29，592件と19倍にのぼった。　　　　［表3参照ユ　　　〔5）2001年には、貨物の安全な積み付けに関し　　　　ての集中検査キャンペーンが3〜5月の3ヶ　　　　月間実施された。総数1，072件の検査が実施さ　　　　れ、16隻が拘留された。10隻のうち1隻は、＿．@　貨物固定マニュアル（Cargo　Securing　Manual）　　　　に従った固縛計画（lashing　plan）を持ってい　　　　ないか、当該計画どおりに積み付けられてい　　　　なかった。　　　　　これに続き、2002年にはISMコードに関し　　　　て、2003年には旅客船の運用面に関して、2004　　　　年には居住および作業環境に関して集中検査　　　　を実施する予定としている。）．2．アジア・太平洋地域におけるPSC（東京MOU）　〔www．iilnet．or，jp／tokyomou！）　アジア・太平洋地域においては、1993年に東京MOUに18ケ国が署名し、現在17ヶ国（豪州、カナダ、中国、フィージー、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピン、ロシア、シンガポール、タイ、バヌアツ、ベトナム）が加盟している。　東京MOUでは、　PSCに従事する検査官の能力および監査方法の平準化が重要であるとして、1995年から5年計画でPSC検査官を対象とした基礎的な研修を日本において実施しており、この5年間に216人が受講した。当該研修は2000年以降も実施していくこととされ、当協会は、研修カリキュラムの中の引船実習の実施について、引き続き協力している。（1）総検査件数は前年比8，4％増の17，379件（域　内航行船舶総数に対する検査率は71％）、この　うち欠陥のあった船舶は12，049隻。（2）拘留された船舶は前年比22，5％増（＋248隻）　の1，349隻と大きく増加し、総検査件数に対す　る拘留率は7．76％とともに過去最高を記録し　た。船種別に見ると、一般貨物船の拘留率は　平均を大きく上回っている（15，18％）。［表1　参照］（3）指摘された欠陥数は前年比19．1％増の69，578　件、救命設備、火災安全に係るもので全体の　35％を占める。［表3参照］（4）2002年7〜9月の3ヶ月間、ISMコードの　実施に係る集中検査キャンペーンが実施され　ている。また、次回には、ばら積み船の安全　に関してキャンペーンを実施することとして表1　2001年PSC実施状況　（D　東京MOU、パリMOU20ρ0015，000　　口検査件数　　國拘留船舶数　　　　　　　　17．64316，964　　16．38116．0ア016・813　　　　　　　14，騒5　　14、931　　　　　12、957　　　12．24310，000　　　　　巳．834　　　呂ρOO2ρOO1ρOO18．3gg　　　16．559　　1B，681　　　17β79　16．03ヰ棄　ぢ曽　曽u　　　u狸1，591T241．aヨ1Q1，719ｫ1．能‘P，0511，59巳P．αア111、脳堰D1011」麟　1．噌1．脚　　　1994　1995　1996　1997　1998　1999　20002001〔年〕　�A米国コーストガード　　　　　　　　　　　ロ米国諸港へ入港した船舶数　〔件）　　　　　　　　　　　　　　Z拘留船舶数10，000　　　　　　　　　　一一一拘留率（％）　　　　　　　（％｝　　　7餌6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7、脇0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了．弘2　　　　　ア．EOB　　　　　7．5B5　　　　　　　　　　　　　7．5潮7　　　　　7．5575，0005005％1995　1996　1997　199B　1999　2000　2001〔年）せんきょう∫6ρ∫2002��7NEW5劃EW5．’『匠W5霞轡謬羅轡§熱囎　いる。（5｝域内で実施されたインスペクションデータ　を蓄積するデータベースシステム（APCIS＞が　2000年1月より運用開始され、2001年4月より　パリMOUのデータベースシステム（SIRENAC）　と相互に情報交換が可能となった。3．米国におけるPSC　（www．uscg．mil／hqlg・m／psc／psc．htm＞　米国は1994年よりPSCの強化策として、重点的に臨検を実施すべき船舶を識別するため、過去のPSCの結果に応じて船主、運航者、旗国、船級協会、PSC履歴、船種のカテゴリー毎に点数を付け、PSCを選別的に実施している。　船級協会の評価には直近3年間の平均拘留率を用いていたが、年々平均拘留率が改善されているところがら、さらに効果的な絞込みを行うため、そのカテゴリーに用船者を含めるよう規則を改正している。（1）米国に寄港した船舶は7，842隻、総検査件数　は昨年より微減の10，71ユ件。拘留された船舶　は173隻、寄港船舶数に対する拘留率は2．21％表2　PSCに係る旗国ブラックリスト　となり、1997年（547隻、7．12％）より年々減少　している。なお、パナマ籍船が寄港船舶の22％、　拘留船の23％を占める。［表1参照］（2）拘留された船舶において指摘された欠陥は、　救命、防火に関する設備および訓練に係るも　のが33％、安全一般に係るものが12％、ISM　コードに係るものが19％を占めた。［表3参照］（3）2QOI年1月より、良質な船舶に対してPSC　の検査頻度を少なくするなどのインセンティ　ブを与えるQualship21という制度が新たに導　入された。これは3年間の拘留率が工％未満　であることなどの条件を満足した国を旗国と　する船舶に与えるもので、現在、10力国、449　隻の船舶にその資格が与えられている。日本　は当該拘留率が基準をわずかに超えた（1．2％）　ため対象から外れている。（4）PSCを効率的・重点的に実施するため、船　舶に検査の優先順位を付けているが、その評　価項目に、現行の旗国、船級、運航会社に加　え用船者を含めることとしており、船舶の入　港の際の報告事項に用船者名を含めるよう規　則改正中である。パリMOU米国コーストガード東京MQU（’参考）AlgeriaAlger｛aBelizeAlbarliaAntigua＆BarbudaC日mbodiaAzerballanB巳lizeHondurasBellzeBo1Ma1ndonesiaBoliviaBraziIIranBulgariaBulgariaKorea，　Dem．　Peo回e’＄Rep，CambロdiaCambodiaKorea，　Republic　of⊂｝yprUSCay¶an　ls．Ma旧yslaEgyptCrQatiaMaltaGeo「91aCyprusMya∩marHondurasHondurヨsRussialndlalndlaSt．　Vincent＆GrenadinesLebanonKorea，　Repubric　ofTaiwan，　ChinaLibya［Arab　JamaLatviaThailandMaltaLith．」anlaTurkeyMoroccoMaltaViet　NamPanamaMexicoRomaniaPanamaRussiaPortugaISao　Tome　and　PrincipeRussiaSt．　V「ncent＆GrenadinesSt．　VinCent＆GrenadineSSyrianArab　RepublioThai「andTongaTurkey丁urkeyVarluatuUkra拍1aVe［ezuela25ヶ国25ケ国16ケ国注）アルファベット1頃。東京MOUはブラックリストは作成していないが、3年間の拘留率が平均拘留率を上回る旗国を掲載して　いる。ゴシック体は8グループともに共通する旗国。8§せんきょう∫ερ‘2002NEWsN匠W5ド・1匠W§．馨糀鍵騰熱讐【資料1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成14年8月23日　　　　　　　　　　　　　　　パナマ運河通過料引上げ決定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人日本船主協会　会長　嫡長　保英　今般、パナマ運河庁は正式に本年10月1日より運河通航料を引上げる、と発表した。これは、8月21日の同国政府の閣議決定に基づくもの、とのことである。　引上げの内容は、当初6月7日に提案されたものとやや異なり、船種別タリフは提案どおり導入するとしながらも、引上げ幅は、　2002年10月1日より　　約8．0％　20G3年7月1日より　　約4．5％　と、2段階に分けて実施するというもので、若干の緩衝策は講じているものの、実質的には企図されていた13％が達成されることとなる。加えて、牽引車綱取り料は別建で本年10月1日から徴収される、とのことである。　当協会は、船主経済ひいては世界経済への影響を懸念し、引上げに強く反対してきた。また、わが国政府をはじめ、世界の海運・貿易業界、関係政府も同様に引上げ反対を表明してきた。　こうした声にも拘わらず、パナマ政府／運河庁が今回引上げを決定したことは誠に残念である。当協会は、同国政府／運河庁が世界経済を運営する一端を担っている責任を自覚し、今後、自制ある行動をとるよう強く要請する。表1　通航料体系　1段階　2002年10月往日より適用（約896値上げ）現在の通航料今回発表された改定による通航料船　　種積載状態バラスト�　　態1万トンまでの料金iパナマトン数）　　1万トンを超〜Q万トン未満までの部分@（パナマトン数）2万トン以上の部分iパナマトン数）積載状態バラスト状態積載状態ベラスト状態積載状態1（ラスト状態一　般　貨　物　船　　＄2．57＄2．04＄2．80＄2．22＄2．78＄221＄2．75＄2．18冷凍・冷蔵運搬船　　＄2．57＄2．04＄2．80＄2．22＄2．78＄2．21＄2．75＄2．18ば　ら　積　み　船　　＄2、57＄2．04＄2．80＄2．22＄2．78＄2．21＄2．75＄2．18タ　　ン　　カ　　一＄2．57＄2．D4＄2．80＄2．22＄2．78＄2．21＄2．75＄2．18コ　ン　テ　ナ　船＄2．57＄2．04＄2．80＄2．22＄2．78＄2．21＄2．75＄2．18自動車専用船＄2．57＄2．04＄2．80＄2．22＄2．78＄2．21＄2．75＄2．18旅　　　客　　　船＄2．57＄2．04＄2．80＄2．22＄2．78＄2．21＄2．75＄2．18そ　　　の　　　他＄2．57　　＄2、04＄2．80＄2．22＄2．78＄221＄2．75＄2．18軍艦等その他特殊船＄1．43／排水量トン＄1．56／排水量トン．〔表2　通航料体系　2段階　2GO3年7月1日よb適用（約4．596値上げ）今回発表された改定による通航料船　　種1万トンまでの料金iパナマトン数）　　1万トンを超〜Q万トン未満までの部分@（パナマトン数）2万トン以上の部分iパナマトン数）積載状態バラスト状態積載状態バラスト状態積載状態バラスト状態一　般　貨　物　船＄2．96＄2．35＄2．90＄2．30＄2．85＄2．26冷凍・冷蔵運搬船＄2．96＄2．a5＄2．9D＄230＄2．85＄2．26ば　ら　積　み　船＄2．96＄2．35＄2．90＄2．30＄2．85＄2．26タ　　ン　　カ　　一串2．96＄2．35＄2．go＄2．30＄2．85＄2．26コ　ン　テ　ナ　船＄2．96＄2．35＄2．go＄2β0＄2．85＄2．26自動車専用船＄2．96＄2．35＄2．90＄2．30＄2．85＄2．26旅　　　客　　　船＄2．96＄2．35＄2．go＄2．aD＄2．85＄2．26そ　　　の　　　他＄2．96＄2．35＄2．9D＄2．30＄2．85＄2．26軍艦等その他特殊船＄1．64／排水量トン10蓮）せんぎょうSεヵ’2002寄稿わが国の大規模排出油対策について海上災害防止センター理事桑原康記））　大規模な海上排出油事故が発生した場合、その規模、形態などにもよるが、原因者、自衛組織、地方自治体、国の行政機関等多くの官・民の組織・勢力により排出油防除措置が実施されることとなる。これらは、どのように調整され、統合されていくのか分り難いところであり、これらの点について、現状をまとめてみたい。　なお、過去の事例における大規模排出油事故としては、ナホトカ号事故（約6，240KL流出）、ダイヤモンドグレース号事故（1，550KL流出）がその代表事例であるが、港湾・内水等の閉鎖性水域においては数百KL程度でも大規模排出油事故として扱われることも考えられる。1，排出油防除の枠組　排出油防除措置は、国、地方自治体等のいわゆる官により行われるものと、原因者等の民間関係者により行われるものがある。　これらの防除措置が行われる体制、任務、対策についての基本的な事項については、主として、災害対策基本法（以下「災対法」）、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（以下「海防法」）及び石油コンビナート等災害防止法（以下「石災法」）において定められている。そして、これらを根拠法として防災対策を推進するための諸計画｛災対法に基づく防災基本計画等、海防法に基づく排出油防除計画、石臼法に基づく石油コンビナート等防災計画｝が定められており、また、これらと調和を保ちつつ油汚染事．件に迅速かつ的確に対応できるよう策定されたものが「油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」（閣議決定）である。　以下、これらの法律や計画に基づいて進めることとする。　なお、排出油防除の一般原則として、その防除費用は、汚染者が負担するという原則があることに留意する必要がある。2．排出油事故対応体制　排出油事故発生とともに、多くの組織・勢力がその対’応に立ち上がり、応急措置の実施に向けて動き始めることになるが、大規模な排出油事故が発生した場合は、次のような対応体制が執られることとなる。〔1）国の体制（図1参照）・関係行政機関は、大規模排出油事故が発生し　た場合は、応急対策の調整等を行うため、必　要に応じて関係省庁連絡．会議（事務局1海上　保安庁等）を開催する。・収集された情報により、事件の規模、被害の　広域性等から、応急対策の調整等を強力に推　進ずるため特に必要があるときは、海上保安　庁長官を本部長とする警戒本部を設置する。・警戒本部が設置された場合は、現地の応急対　策を迅速的確に実施するため、現地に管区海　上保安本部長を長とする連絡調整本部を設置せんきょうS8p’2002‘こlI1　する。・大規模な被害が発生していると認められると　きは、直ちに国土交通大臣を長とする非常災　害対策本部を設置する。・現地において応急対策の総合調整事務を機動　的かつ迅速に処理する必要があるときは、同　副大臣を長とする非常災害現地対策本部を設　置する。（2）海上保安庁の体制（図2参照）・油汚染の規模、被害情報等から、応急的防除　措置を講ずるとともに、必要に応じて現地の　管区海上保安本部等に対策本部を設置する。b油汚染の規模、被害の広域性等から、必要に　応じて海上保安庁に対．策本部を設置する。・特に必要と認めるときは自衛隊、関係行政機　関、地方公共団体等に必要な措置を講ずるこ　とを要請することができる。・�汲ﾌ防除措置義務者が必要な措置を講じてい【図1】連　　絡　　調　　整　　本　　部　　（本部長・管区海上保安本部長）　ない場合、防除措置を講ずべきことを命ずる　ことができる。・緊急に防除措置を講ずる必要がある場合にお　いて、防除措．置義務者が必要な措置を講じて　いないとき等には、海上災害防止センター（以　下「センター」）（＊）に防除措置を指示するこ　とができる。（3）地方公共団体の体制（図3参照）・油汚染の規模等から判断して、必要に応じて　災害対策本部等を設置する。・必要に応じ防除措置を講ずるとともに、自衛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　隊の派遣要請等必要な措置を講ずる。・関係行政機関、地方公共団体等は、これらの　災害対策本部等が設置された場合には職員を　派遣する。�求@防除措置義務者の体制（図4参照）　　海防法によって、事故発生船舶の船長（施　設の場合は施設管理者）は応急措．置を、また、（対策の調整等を強力に推進するために特に必要ある場合）警戒　　　　本（本部長・海保長官）部（大規模な被害が発生した場合）非常災害現地対策本部（本部長・副大臣）　（石コン特区の場合は、総務副大臣）非常災害対策本部（本部長・国交大臣）　（石コン特区の場合は、総務大臣）（＊）石コン特区1石油コンビナート等特別防災区域【図2】管区海上保安本部（保安部）対策本部　（本部長・管区本部長・保安部長）（要請）海上保安庁対策本部　　　（本部長づ毎上保安庁長官）（命令）（指示）防除措置義務者、センター（要請）自衛隊、関係行政機関、地方公共団体等（幻海上災害防止センター1海防法に基づいて設立された認可法人、職員33名。　　主たる業務は、排出油の防除、消火、排出油防除資機材の備え付け代行業務、海上防災訓練、調査研究。12蔭せんきょうS¢＃2002）船舶所有者（施設の場合は施設設置者）には防除のための必要な措置を講ずべきことを義務づけている（海防法39条）。・これらの措置義務者（以下「原因者」）は、収集・報告された情報から判断して、自らの災害対策組織を設置することとなる。・原因者は、防災事業者と契約して、自ら防除措置を実施しなければならないが、大規模排　出油事故の場合には、個々の防災事業者の能力を超えることとなるので、この場合、セン　ターと排出油防除措置の実施について契約を結ぶことにより、強力な体制が設立できる。　（小規模の排出油事故の場合でも、センター　と指導助言契約を結べば有効な対応ができる。）・センターは、全国約160の契約防災措置実施者　（防災、サルベージ、港運、マリコン、特殊　車両・技術等の事業者）（以下「契防者」）と　排出油防除措置の実施について契約を結んで　おり、全契防者について常時出動協力が得ら　れるシステムになっている。【図3】地方公共団体の対策本部（本部長・知事等）　（石コン特区の場合は石コン現地対策本部）（派遣要請　：知事）（職員派遣）自衛隊関係行政機関・地方公共団体等【図4】セ　　ン　　タ契防者（全国約16併土）【図5】（契約）原因者側の対策組織（PI、FUND等を含む）石油連盟海水油濁処理協力機構、漁業組合、電力会社、排出油防除協議会等�求@その他の体制（図5参照）　前記の他、図のような組織が、自衛や相互援助を目的として排出油防除能力を備えている。なお、援助を要請する段階で防除措置に要した費用の負担方法について明確にしておかなければならない。3　油防除措置の実施の　官と民の役割　　排出油防除措置は、多くの組織・勢力によ　り実施されるが、その分担について、行政機　関、地方公共団体等のいわゆる「官」と原因　者側の「民」の活動の区分を、原因者が判明　しているケースと不明のケースに分けて考え　てみたい。　�@原因者判明のケース（図6参照）　。海防法によって、原因者である船舶の所有　　者等には防除のための必要な措置を講ずべ　　きことが義務づけられており（海防法39条）、　　原因者が自ら措置を講ずるかまたはセンタ【図61　�@原因者判明のケース（大）規模　官海川口（調査等）　　　　民　　　センター　（委託又は海保指示）　　　↑　　原因者（措置不十分は海保命令）【図7】　�A原因者不明のケース（大）　　　　官　規模　　　海保等関与の度合（調査及び応急的措置）　　　　関与の度合せんきょうSθか’2002��13一に防除措．置の実施を委託することとなる。原因者が必要な措置を講じていないと認める場合には、海上保安庁長官は原因者に対　して防除措．置を命ずることができる。（海防法39条3項）●海上保安庁等は、流出油の調査、現場指導等の措．置を講ずるが、緊急に排出油防除措置講ずる必要がある場合において、原因者が必要な措置を取っていない場合や不十分である場合には、海上保安庁長官は、セン　ターに措．置を講ずることを指示することが　できる。（海防法42条の37）・原因者側の措置（契約により行うセンター　の措置を含む。）のみで対応できない場合に　おいて特に必要があると認めるときは、海　上保安庁長官は関係行政機関の・長に対し必　要な措置を講ずることを要請し、これらの　機関により本来のその行政機関等の任務に　応じて措置が講じられることとなる。（海防　　法41条の2）　・これらの防除措置費用は、原因者に請求さ　　れることとなる。（海防法41条、同41条の3、　　同42条の38）　�A　原因者不明のケース（図7参照）　・原因者不明のケースでは、通常は小規模の　　ものがほとんどであり、これらは、海上．保　　安庁等が排出油の調査及び応急的な防除措　　置を講じているが、大規模排出油事故等緊　　急に防除措．置を講ずる必要がある場合にお　　いては海上保安庁はセンターに措置を講ず　　ることを指示することができることとなつ　　ている。（海防法42条の37）（2）排出油防除資機材の整備（次表参照）　　排出油防除資機材は、国の行政機関や地方　自治体等がその任務に必要な資機材として．保　有しているもの、民間企業において、法律の　義務または業務上の必要性や自衛手段等とし　て保有しているものがある。これら資機材は【表1　資機材の状況設置・保有者保　有　状　況　、　資　機　材　　名海上保安庁全国の部署等（約130か所）に配置。オイルフェンス（展張艇）、油回収装置（艇）、油吸潜材、油処理剤、油防除艇、高粘度回収装置（ネット）、油処理剤空中散布装置等を保有している。地方整備局九州地方整備局　空港港湾部（下関）の海翔丸（油回収装置を有する湊深船約4，300GT）を最大とし、12隻の回満船を保有している。地方自治体消防機関等が、オイルフェンス，油吸着材，油処理剤等を保有しているケースが多い。港湾管理者港湾、漁港における油汚染の防除のため、オイルフェンス、油吸着材、油処理等を保有しているケースがある。・漁港管理者海防法に基づく海防法（39条の3）に基づき、150GT以上のタンカー所有者や係留施設・保管施設の管理者・設置者が、船舶タンカー所有者のトン数または施設の規模に応じた所要の資機材を備え付けている。海防法（39条の4）に基づき5，000GT以上のタンカーが、特定油を積載して一定の海域を航行するときは油回黒船（装置）を配備している。センター上記のタンカー所有老等の海防法に基づく義務を代行する業務を行うため、全国33カ所の基地にオイルフェンス、油処理剤、油吸着材、油ゲル化斉ll、油回収装置（11基）を配備している．また、法定以外の大型油回収装置（1基）を保有している。石災法に基づく石災法（］6条4項）に基づき特定事業者が、オイルフェンス、同展張船、回収胎（装置）等を配備している。特足事業者石油連盟の油濁大型オイルフェンス、および回収装置を中心とした資機材を6基地に有している。防除資機材基地要請に応じて貸し出す。国家石油海防法および石災法に基づいて資機材を配備しているが、この他に防災艀（オイルフェンス、回収装置等を搭備蓄基地載）3隻を保有している。防災事業者センターの契壮者等の防災事業者がオイルフェンス、油処理剤等を保有している。サルベージ船．ガット船．（契凹田等）強力吸引車、バキューム車等も所有している。流出油処理剤油処理剤の製造元および販売会社の団体であり、各地に処理剤を備蓄しており、由仁に応じて現場に輸送する懇話会体制としている。14魯せんきょうSθρ〜2002　　　　大規模排出油事故の場合には、後述の連携と　　　　調整が図られて動員されることとなるが、通　　　　常時においては、保有者により点検整備や定　　　　期的な実働訓練等が行われており、特に、大　　　　型機材については緊急時にその適切な運用を　　　　可能とするため、関係者の多大の努力が続け　　　　られている。　　　　　これらの資機材は、前述の排出油防除計画　　　　によれば、全国を16の海域に区分して考えた　　　　場合に、地域的には不足している資機材もあ　　　　るが他の地域からの動員によって補うことに一　　　より全国的には数量的にはほぼ充足している　　　　と考えられている。　　　（3）現地における連携と調整　　　　　現地では、多くの要因を分析して基本戦略　　　【図8】非常災害現地対策本部を定め、各組織の能力に応じた作業を分担して実施し、迅速的確な防除措置を行う必要がある。これには、事故現場の幅広い情報の収集とその分析がスタートとなる。　海上保安庁は、幅広い情報を自ら収集し分析する能力と専門チームを含めた実働勢力を有しており、また、海防法に基づいて関係行政機関等への要請や原因’者への命令、センターへの指示ができる権限を有するなどから排出油防除体制の中核に位置づけられている。　現地における体制は、おおむね図8の通りであり、各対策本部間の連携と調整が行われ、現場措置が統一的に実施されるようになっている。▲　　〔構成：閾係地方行政機関等）管区海上保安本部の現地対策本部（構成：内部組織）（行政区分に応じ措置）地方公共団体の対策本部昌運隊　行政機関等（要請）濁、　「指セ（（構内組織D塑讐塑一＿一一一→4．終わりに　これまで述べたように、大規模排出油事故に対する体制、資機材の整備等が進められてきたが、これらを上手く動かすための運用のノウハウが極めて重要であることは疑いのないところである。　毎年、処理を必要とする海上排出油事故は多発しているが、大勢力による対応が必要とされる大事故について見れば10年に1度程度の発生となっている。大事故の処理の経験を、次の同様な大事故に教訓として活かすことはきわめて　　原　因　者　　　　　（契約）ンタ　　　・契防者（行政区分に応じ措置）　　自衛組織、ボランティア　　▼現場措置　　▲重要であり、これには、”過去に学ぶ”ことと“専門家を育てる”ことを忘れてはならない。　・．．．・・方、実際の排出油防除措置の現場にあっては、先ず、汚染者負担の原則を踏まえ、防除費用をどのように担保できるかが、常に大きな問題となっている。PI保険不加入船舶等の流出油事故については、費用の担保がないため、折角の体制や資機材も全力投入できず被害が拡大するおそれもあり、これへの対策の整備が望まれているところである。ぜんぎよう∫θp’2002�Q15寄稿轟轟「石油連盟の油濁事故対策について」石油連盟油濁対策部対策課長浜林郁郎1．はじめに　1997年1月、島根県隠岐諸島沖合い107kmでロシアのタンカー「ナホトカ号」の船体が荒天のため二つに折れ、積載していた重油6，000kl以上が流出、日本海側の海岸を約ユ，000kmにわたって汚染したことはいまだに記憶に新しい。　このようなタンカーによる油流出事故は、一旦発生すると漁業や観光産業に大きな影響を与えるほか、発電所の操業や港湾機能といった産業活動にも広範な被害を与える恐れがある。世．界的に見ても、1970年代から1980年代にかけて大規模なタンカー事故が数多く発生し、対応体制を含めた事故対策や、その後の補償制度が大きく改善されることとなった。特に欧州では、被害が複数の国に及ぶケースが見られ、そのために油濁事故に対する国際的な協力体制の構築が急がれる結果となった。さらに、1989年にアラスカで大規模なタンカー事故が発生したことにより、欧州諸国の動きに米国も加わって、油濁事故対応への協力・支援は世界的な流れとなり、海洋国家であるわが国にも応分の分担が求められることとなった。　わが国の油濁対策は、1970年代、80年代には製油所・油槽所といった個々の事業所単位では徐々に改善が図られていた。しかし、海外への貢献も含めた大規模な油濁事故への対応という点では諸外国にやや遅れを取っており、これら世界的要請に応えることを目的に、石油連盟では国の支援を受けて、1991年から「大規模石油災害対応体制整備事業」を発足させることとなった。　以下に、歴史的経緯も含めた油濁事故対策と、現在実施している事業の概要について、紹介していきたい。2　油濁事故対策の経緯（D　国内の油濁事故対策　　わが国で発生した本格的なタンカーによる　油流出事故は、1971年1工月、新潟弓田で「ユ　リアナ号」が座礁し、積荷の原油約7，200kl　が流出したことに始まる。この結果、国とし　て資機材の基準を統一すると共に、1974年目　は石油事業者と船舶所有者に排出油防除資機　材の配備が義務付けられることとなった。ま　た石油連盟では、製油所・油槽所の事故発生　時の相互援助組織として、「海水汕濁処理．協力　機構」を1973年に発足させた。　　1974年12月、岡山県水島の製油所タンク底　板の破損による瀬戸内海への重油流出事故を　契機に、石油コンビナート等災害防止法（1976　年施行）が制定され、これによって石油企業　は油濁事故対策として油回収船、オイルフェ16ミ1きせんきょうS彦餌2θ02　ンス、油吸着マット、油凪配剤などの保有・　備蓄を義務付けられることとなった。　　また同じく1974年には、財団法人海上防災　センターが設立され、消防船の運用と排出油　防除資機材の整備を開始した。（1976年に現在　の海上災害防止センターに改組。）（2＞海外での動き　　諸外国が油濁対策を開始する契機となった　のは、1967年英国沖で座礁し、9万トン以上　の原油を流出させた「トリーキャニオン号」　事故である。これによりタンカー船主の油濁　事故への補償責任を定めた民事責任条約や石　油企業からの拠出による油皿補償基金の設立　を定めた基金条約が採択され、またこれらを　補完する民間協定として、TOVALOPや　CRI蹴AL協定が発足した。さらにこれらによ　る補償限度額は、1978年フランス沖で座礁し　た「アモコカジス号」事故によりさらに引き　上げられた。　　1989年3月、アラスカ・プリンスウイリア　ムズ湾で、大型タンカー「エクソンバルデイ　ズ号」が座礁し、積荷の原油約4万klが流出、　アラスカ沿岸約1，200kmを汚染した。これを契　機に、油濁事故に対する国際的な協力体制確　立への動きが急速に高まり、同年5月のIEA　閣僚理事会では油点事故への国際的協力体制が検討され、わが国としても「積極的に貢献する。」旨が三塚通産大臣（当時）によって言明された。また米国は翌90年、「米国油濁法（Oil　PollutionAct　gO−OPA90）を制定し、また国際海事機関（IMO）では、　OPRC（Oil　Po11u−tion　Preparedness、　Response　and　Co−operation）条約が採択され、油濁事故への対応力の強化と国際的協力スキームの策定が各国に義務付けられた。3．石油連盟の油濁事故対策〔コ　海水油濁処理協力機構　　海水油濁処理協力機構は、前述の通り「ユ　リァナ号座礁事故」を契機に石油連盟加盟会　社の「互助組織」として昭和48年に発足した。　平成13年度末現在、会員数は49社、参加事業　所は合計で223ヵ所（石油連盟会員会社以外の　油糟所等も含む。）である。　同機構の設立の目的には、　　「平常時にあっては、タンカー、石油工場な　どからの油濁事故に関する防止対策及び調査　研究を行い、万一油蝉事故発生時にあっては、　海上保安本部または本機構加盟会社の援助要　請に基づき、迅速かつ組織的な援助活動を行　い、被害を最小限に止めることを目的とする。」　と記されており、自社工場内外の小規模な事　故、あるいは事故の初期段階においては、防　除活動の中心をなしている。〔2）大規模石汕災害対応体制整備事業　　1990年に相次いで打ち出された油濁対応体　制の強化という国際情勢を踏まえ、わが国も　通産省（当時）が中心となって国1祭的に遜色▲大型油回収機賑．せんぎょう∫6ρ’2002…這）17のない資機材をそろえ、国際的協力も対応可能な事業を推進することが決定され、その実施主体として石油連盟が選任された。　石油連盟が実施する事業には、大別して次の3つがある。�@資機材整備事業　　資機材整備事業は、油濁対応資機材を購　入、国内6箇所、海外5箇所の基地に置き、　万が一．一の際に貸し出しを行うことを目的と　した事業である。この事業は、事業発足の　契機となった国際的協力という観点を充足　するため、大型で外洋での使用に耐え、か　つ海外での貸し出しに備えて国際的に広く　利用されているものという基準で資機材が　選定されており、したがって、それまでに　わが国で使用されてきた資機材とは大きく　異なるもめとなった。このため大型油回収　機、外洋型オイルフェンス等の大半は輸入　品に頼ることとなったが、それら資機材の　保管基地は、第1号基地が1991年11月に東　京湾（極東石油工業千葉製油所敷地内）に　設置されたのを皮切りに、第2号瀬戸内（ジ　ャパンエナジー水島製油所）、第3号伊勢湾　（コスモ石油四日市製油所）、第4号日本海　（昭和シェル石油新潟製田所一当時）、第　5号北海道（日本石油精製室蘭製油所一　当時）、第6号沖縄（沖縄石油精製沖縄製油　所）と相次いで完成し、1995年3月までに　国内での基地整備を完了した。一方、わが　国オイルルートに沿って整備することとな　つた海外基地は、1993年1月の第1号シン　ガポールに続き、第2号サウジアラビア、　第3号マレーシア、第4号アブダビ、第5　号ジャカルタの順に完成し、1996年3月まユ8心せんきょうS曜2002でにすべての整備を完了した。（表1参照）　石油連盟の資機材貸し出しシステムの最大の特徴は、貸し出し費用を徴しないという点にある。通常、世界の大規模油揚事故対応資機材基地は、資機材を有料（多くはデイリーレンタル）で貸し出ししている。しかしながら石油連盟のシステムは、「無償で貸し出す代わりに、借り主は借りたときの状態に復旧して返却する。」というものであり、破損等がなければ洗浄作業のみでの返却が可能である。ただし、資機材の運び出しがら現場への搬入、機材操作は原則として借り主が行うこととなっており、この部分では借り主に費用が発生することとなる。　資機材整備事業では、あわせて資機材保管会社を中心に操作訓練も実施している。これは前述のように、機材が大型で取り扱いには重機等が必要なこと、海外製の機器が中心であるため、取り扱いにはある程度の“ｵれ”が必要であること、などが主な理由であり、このため国内の各資機材基地では年1回、初心者を対象とした「実地操△外洋型オイルフェンス（作訓練」を実施しているほか、通常の操作者の技術の向上を目的とした「総合習熟訓練」、さらにはこれらの応用として、海上保表1　油平防除資機材基地と保有資機材　1　国　内安庁や海外関係団体との合同訓練も年に数回実施している。このような訓練を受けた操作員は、実際の資機材貸し出しに際して平成14年3月31日現在　石油連盟第　1号第2号第3号第4号第5号第6号基　　地　　名栗京湾基地横須賀分所瀬戸内基地伊勢湾基地日本海基地北海道基地沖縄基地配備資機材固形式オイルフェンス準C8，000m一4、000m2．080m1，920mL920m2、080m準B（高麗展張型）200m一200m200m200m200m200m充気式オイルフェンスHi．spr［nt　1500250m1、000m1、000m1．000mRo−Boom　180D500m一500m500m一一一Deep　Sea　Boom500m一500m50Dm一一一Uni　Boom　800R250m一一一250m250m一Ro−Boom　2200』一250m一一一一Ro．Boom　1500一一500m250m一一｝Vee　SweθP60m一60m60m60m60m60mBeach　Boom32Dm一320m320m320m320m320m流出油回収機Transrec2501基　一一1基1基一Tarantula一　1基一一一一DESMI2503基1基3基3基3基3基3基GT　1852基1基2基2基2基2基2基DESMl　Terminato「一一2基一一一｝GT　185・8一一2基一『一一Komara12κ4基一4基4基4基4基4基Komara　Star一一一4基一一一移送ポンプシステム1基一1基1基1基1基1塁ビーチクリーナー4基2基4基4基4基4基4基ミニビーチクリーナー＆移送ポンフシステム一一一1基1基一1基回収油バージ25t1基　1基1基1基1基1基100t一一一一一2基一オイルバッグ50tタイプ1基一1基1基／基］基1基200tタイブ2基一2基一2基一一油水分離機2基一2基2基2基2基2基仮設タンク10tタイプ24基6基24基24基24基24基24基5tタイブ6基一6基6基6基6基6基可搬式照明器異2基一2基2基2基2塁2基2　海　外海外1号海外2号海外3号海外4号海外5号基地基　　地　　名マラツ力海峡Vンガポールアラビア湾Tウジアラビアマラッ力海峡}レーシアアラビア湾Aブダビインドネシア基　地基　地基　地基　地基　地配備資機材充気式オイルフェンスLOOOm1、000m1．000m1、000mLOOOm流出油回収機DESM12504基4基GT　1854基4基4基ビーチクリーナー2基2基2基2基2基仮設タンク8基8基8基8基8基せんきょうS曜2002§19　は、操作指導員として現場へ派遣すること　が可能である。　　これらにより整備された資機材は、はじ　めに述べた「ナホトカ号事故」のほか、／995　年以降で合計17回の貸し出しを行っており、　シンガポールやアブダビから感謝状等の贈　呈を受けている。（表2参照）�A調査研究事業　　調査研究事業は、資機材の運用を補助す　るため、諸外国の技術的動向を把握したり、　資機材の運用を支援するためのツールを開　発することを目的として実施されている。　現在までの最大の成果としては、「流出油拡　散・漂流予測モデル」の開発があげられる。　　このモデルは、あらかじめ入力しておい　た海流等のデータをもとに、事故発生時に　流出油がどこに流れていくかを、時間経過　を追って予測するもので、気象庁からのデ　ータをオンラインで取り込む、適用海域を　サハリン海域まで拡大する等の改良を行っ　て、現在ではかなり予測精度の高いものと　して完成している。このモデルは、インタ　ーネットに接続できるパソコンならどれで　も簡単に利用することができることから日　本各地で広く利用されており、操作のため　のCD−ROMは、実費にて石油連盟油濁対策　部で配布している。　　このほかに同事業では、流出油の海中で　の性状変化のデータを取得したり、油処理　剤の無害化過程に関する調査なども実施し　ているσ�B国際会議開催事業　　国際協力の観点を推進し、また近年発生　した事故情報や新規の資機材の開発：肯報を20＄ぜんきょうSθ餌2002収集することなどを目的に、石油連盟では、年ユ回、国際シンポジウムを開催している。　本年3月に開催した第7回国際シンポジウムには、内外よりU名の講師をお招きし、欧米では主流となってきているNEBA（NetEnvironmental　Bene翫Analysis）の紹介、過去2年以内くらいに発生した事故の情報とその対処方針、今後開発が見込まれるサハリン原油基地での油防除体制についてなどを聴取した。これらの会議は、情報の収集という観点からも非常に重要であるが、同時に内外に広く散らばるオイル・スピル・ピープルが一堂に会し、旧交を温め同時に今後の有事の際への協力を確認する場としても非常に有効に作用している。4．今後の展開　このように、わが国の油濁対策は、過去10年で大きく進展し、欧米主要国に引けを取らない水準までほぼ到達している。一方でメジャーズを中心とした大手石油企業は、タンカーの安全対策の見直しを進め、結果として90年代初めのような油流出を伴う大事故はここへ来て減少してきている。しかしながら、「ナホトカ号事故」がわが国船主・石油企業とはまったく関係のないものであったにもかかわらず、国内に大きな被害を生じさせたことからもわかるとおり、油濁対策は途上国ではいまだに大きな課題であり、今後、対策は先進国以外での大事故へと対象が移っていく可能性が強い。したがって、わが国の経験を踏まえてこれら諸国の体制整備に協力するとともに、周辺各国との協調体制等、国際的な働きかけが必要となっていくことであろう。（（【表2】事故への資機材貸し出し主要事例　　　　事故例?@目1、シーブリンス号事故2．ナホトカ号事故3，ダイアモンドグレース@号事故4，エボイコス号事故5，UAEバージ@PONTOON30D事故6．ナッナ・シー号事故船　　　　籍キプロス籍タンカーロシア籍タンカーパナマ籍タンカーキプロス籍タンカー不　　詳パナマ籍タンカート　　ン　　数27．5万DWT1．96万DWT26万DWT14万DWT4230GRT8．99万DW1「（5．1万GT）事発生日時］995年7月23日P5：58時1997年1月2日O2：50時1997年7月2日P0120時頃1997年10月15日Q0：57時頃（現地時間）1998年1月6日2000年丁0月3日O6：15時頃（現地時間）韓国麗水南方島根県隠岐島東京湾　横浜沖シンガポール海峡アラブ首長国連邦（UAE）シンガポール海峡場　　　　所山里島南端北北栗］06k用付近中ノ瀬航路ブコム島南方セバロックアジユマン沖9kmバツ・バ八ンティ島の南約5km（インドネシア領海）事　故　原　因座　　礁破　　断触　　底衝　　突浸水沈没座　　礁混合アラビア原油8万ト重油（Medium　Fuel　OiDウムシャイフ原油30，5万バンカー二丁3万トンのう積荷の燃料油8000トンの積荷のナイルブレンド原ンおよびバンカー油1400T．9万トンのうち6240kIklのうち1550k1が流出ち2．9万トンが流出うぢ5000トン以上が流出油4万トンのうち約7，000積荷油種　・トンのうち、当初700トンが流出（後8000トンに見直し）トンが流出（タンク4基量流出油量のバンカー、後STS中相が破損）当蜜の原油とバンカーが流出充気式オイルフェンス固形式オイルフェンス固形式オイルフェンス充気式オイルフェンス充範式オイルフェンス充気式オイルフェンス］000m8640m9920m3000m1000m1000m油回収機2基充軽愚オイルフェンス充気式オイルフェンス油田収量12基油回収機4基油回収機4基石　　運　　のﾝ出資機材（DESMI−250、　GT−T85）rーチクリーナ2基ｼ設タンク8基4700m�回収機26基iDESMI．250、　GT・］85、T250m�回収機2基iGT−185）（DESMI−250、〔∋丁・185）rーチクリーナ6基ｼ設タンク24基（DESM1−250）rーチクリーナ2基ｼ設タンク8基（DESMI・250）rーチクリーナ2基ｼ設タンク8基KomaraT2K）仮設タンク旧基（シンガポール、マレー（UAE基地の全資機材）シンガポール基地の全資ビーチクリーナ12基シア、インドネシア各基機材仮設タンク1D4基地回保有資機材）2号瀬戸内基地国内全6基地1号東京湾基地海外1号シンガポール、海外4号アブダビ基地海外1号シンガポール基陸送→下関・フェリー→陸・海・空送4号新潟基地3号マレーシア陸送（トラック）地出荷基地とA　送　形　態→釜山・陸送→麗水（トラック、フェリー、q空機）陸送（トラック）5号インドネシアの各基n］号、3号基地は陸送基地から直接バージに（トラック）5号基地は待機UKP＆1クラブUκPαクラブ、電力会社荷主（三菱石油）UKP＆1クラブアブダビ国営石油会社運航社Tanker　Paoific貸　　出　　先自治体（府県）（ADNOC）Manageme［tこれにkondon　P＆1クラブが連石　連　関　係石連のべ3人日石運及び維持管理会社の0石連のべ5人日石連のべ2人日石連のべ3人日出　動　人　員べ400人日o●●●●●●…　●●．o●●●●■●●●●●●●●●●■●●●●●■●●●●●●●●●●●o●．・・●●●●●●・●・・●●●●燭1海運税制の充実・改善について　　　【海運税制キャンペーン】●●●●●●●・・o●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●●●●．●●●・●・●●燭1へ〔22��せんきょうSの’2002●　●　●　●　●　●　●　o　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　o　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　o　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　　　　　　当協会では、わが国の海運税制の充実・改善を関係方面に訴えるため『船舶の特別償却制度（左）』と『トン数　　　　　標準税制（右）』について記事広告を9月から10月の2ヶ月間にわたb各種雑誌に掲載することとしています。　　　　　　記事広告の掲載誌は、週刊エコノミスト（9／17、10／1号）、週刊ダイヤモンド（9／14、9／24号）、東洋経　　　　　済（9／14、9／28号）、新潮45（10、11月号）、月刊現代（10、11月号）、正論（10、11月号）、．国土交通（6月号か　　　　　ら毎月掲載）、当協会「せんきょう」（毎月掲載）の予定です。　　　　　　また、当協会のホームページ（http：〃www．lsanet．or．lp／）でも同様の広告を掲載するとともに、新たに、　　　　　「海運税制に関するご意見コーナー」を設け、本キャンペーンについてのこ意見・こ感想を募集しています。●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　o　●　●　・　●　●　・　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　・　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　o　o　■　●　●　●　●　●　●））．せんきょうSθ材20021：》23近海コーナー・内航コーナー．．．一．．A　　．．．・ノ儒稿1i海崎の伝承とは国立宮古海上技術学校教諭　高石守人　外航船の職員から海員学校（現海上技術学校）に、教官として転職してもう15年になるが、私自身教師としての実感はあまりなく、生徒に対しては、「俺は船乗りの先輩だ」と常々威張っている。しかし、よく考えてみると、船員をやっていた時代は6年で、はるかに教師をやっている期間の方が長くなって来た。ただ、こんな私は決して珍しくない。外国人船員と便宜胃籍船の問題は私のいた会社だけにとどまらない。新人研修に行って、どれほど知った顔がいたことか。　最初は気楽にやっていたが、長くやるにつれ「これじゃいかんな」と思い入れも強くなって来た。大学時代の分かりにくかった講義を思い出し、今の生徒たちにはできるだけ最先端の知識を楽しく分かりやすくと思うのだが、あれこれと別の仕事に追われ、こちらの勉強がなかなか手に付かない。どうしても、昔の航海士時代の知識と経験に頼りがちになる。　時代の変化とあまり関連のない航法や法規関係ならまだしも、日進月歩の粋を極めた最新の航海計器を教えるとなると、もうかなり苦しい。アルパだ、GPSだ、なんだかんだと次々に色々出て来る。ハッキリ言って、自分で使いこなした経験がないため、複雑な操作法が憶え切らない。知ったかぶりをしてもいいのだが、「俺もよく知らん」と正直に言ってしまう。　話を変えて、なまじ面白い話をと思うとどうしても外国の寄港地ことが頭に浮かぶ。しかし、これも問題がある。「パナマ運河はこうで、スエズはこうだ」「ペルシャ湾はメチャ暑いそ」「ヨーロッパは街並みが綺麗だ」などと語っても、聞いている彼らがいくら希望しても外航船の船員になれる可能性はほとんどない♂内航職員養成”と言う現在の学校の目的を考えると、叶えられない夢を語るのも酷なことだと思い、控えていた。ただ、こうなるとさらにしゃべることがなくなる。教科書を読んでいるだけでは、教室は重苦しく沈んでしまう。　転機となったのは、昨年夏、研修のため内航のコンテナ船に数日間乗船した時だ。170mの最新鋭大型船だったが、乗組員は13名。スピード24§せんきょうS6餌2002は速い故に、次の港に着くのも早い。もちろん荷役はもっと早い。停泊時間はほんの数時閲だ。夜中のユ時2時のスタンバイは当たり前。行き先の北海道で見た景色と言えば、コンテナヤードくらい。「東京に比べて、涼しいな」と言っているうちにもう出港だった。　船橋に最新の電子海図システムが装備してあったので、早速使ってみるが、よく分からない。当直中の二等航海士に聞いたが、　「私も最近何とか使えるようになった。次々と新しい機械が入ってくるとこっちの知識が追いつかん」と私と1司じことを愚痴っていた。　衛星放送も入って、航海中もテレビは見られる。部屋も個室でプライバシーは保てる。『何もかも違う。やはり時代が変わったな』と実感させられる。が、仕事が終わると、食堂に皆が集まり昔どおりのカタフリが始まった。　短い停泊期間中にわざわざ肴の材料を買出しに行き、私に振舞ってくれる。話題が豊富で、ポンポンと会話が弾む。誰彼なく隙間がないほどよくしゃべる。そして、笑い声。、傍らで大画面テレビが衛星放送を映し出しているが、誰も見向きもしない。行ったことのない話でも、断然、こっちの方が面自いし、ためになるような気がする。私自身の船員時代の記憶と重なり、『やっぱりカタフリは聞かせてくれるなあ』と懐かしくなった。　話は船内や寄港地の武勇伝が多い。と言っても、最初は勇ましいが、最後は落ちが付いた失敗談がほとんどだ。だから笑える。考えてみれば、他人の自慢話など誰も聞きたくない。そんな中、できあがって多弁になった定年間近の甲板長が、　「わしが引退する前に、若いもんにいろいろ伝えなきゃいかん」と言って、古ぼけたノートを持ってきた。そこにはロープのスプライス（＊1）から荷役装置のギア付けまで、手書きのイラストと説明文が丹念に綴られていた。初乗船の頃から書きとめたものだという。内容云々よりも、その“伝えたい”ﾆいう気概に大いに感じ入った。そして、思った。　《海技の伝承》と言う言葉がある。もちろん、精索術やスプライスなどの技術面の継承を指すのだろうが、伝えるべきはそれだけでなく、今までどんな失敗があったのか。あの時、どうずればよかったのか。どんな個性的な人間がいたのか。そして、どんなカタフリをしたのか、などなど。先人たちのその反省や夢や気概まで若い世代に伝えることではないのかと。　『まず、聞かせる。そして、伝える』　私はしゃべりまくる“カタフリ授業”を目指すことにした。＊1　スプライス：2本のロープを継ぐ方法せんきょうSgρ’2002＄25世界海事大学（World　Maritime　University＝WMU）　　　　　　　　　　　奨学生が当協会を訪問　2002年7月27日〜8月4日の問、舗シップ・アン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WORLD　MARIT［ME　UMVERSπY海上保安庁をはじめ海運関係機関訪問および関係施設視察などを実施した。　その一環として7月3G日に当協会へのWMU奨学生13名の訪問を受け、日本海運の現状と当協会の活動についてブリーフィングの後．質疑応答や意見交換の場を持った。　当日の講演終了後には、学生達から多くの質問が寄せられ、わが国海運産業に対する関心の深さが窺われた。（※）WMUは、国際海事機関（IMO）が主に発展途上国の海事関係者育成を目的としてスウェ　　ーデンのマルメに設立した2年制の教育機関で、世界各地から毎年100名を超える海事、海　　運、港門、港湾行政当局関係者等が就学している。麟懸26憩ぜんきようSεp’2002各種調査・報告書欄1アンケートに見る船社の経営意識：i一不況下で進む定航海運の構造変化一’一働海事産業研究所では今春、世界の主要なコンテナ当社を対象として、経営に関する意識調査を行った。今回は調査シリーズの4回目となるが、昨年来の深刻な不況下にあって、定航海運にどのような変化が起きているのかを探ろうというものである。調査では、内外の主要なコンテナ船社21社にアンケートを送り、15社から有効な回答を得た。本号では、「海事産業研究所報」8月号（No．434）に掲載された調査報告の概要を紹介する。1　定航海運の構造変化　調査の趣旨は、定航海運の動向を短期的な市況変動としてではなく、もう少し長期的な視野に立って考察しようというものである。特に近年では、次のような動きが特徴的であり、これを定航海運の構造変化と見ることができよう。不況期にこうした変化がどう進展するかが注目される。・米国で99年に施行された改正海事法（Ocean　Shlpping　Reform　Act＝OSRA）に象徴されるよ　うに、市場の機能を尊重する市場主義的な考　え方が定着した。・コンテナ船の大型化が進む一方で、船社の経　営面でも、アライアンスやM＆Aを通じて規模　を拡大する動きが見られる。要すれば、船型　と経営規模の両面で、スケール・メリットを　追求する動きが活発化している。・97年のアジア通貨危機以降、船社間のコスト　構造の差が縮小し、経営意識にも共通化が見　られる。。太平洋航路安定化協定（Transpac皿c　Stabiliza−　tion　Agreement、以下TSA）などの協議協定を　拠り所として、業界の新たな秩序を模索する　動きがある。H　不況の様相　定航海運は、昨年（2001年〉以降、深刻な不況に陥った。太平洋航路（アジア・日本〜北米）東航を例にとると、1997年から2000年まで4年連続して貨物量が対前年比で10％以．ヒ増加したが、2QQ1．年には僅か1％増と急落した。［表1参照ユ2000年後半から米国経済に陰りが生じたためであるガ、それ以上に深刻だったのは、荷動きの低迷を遥かに上回る勢いで運賃が急落したことである。その有様は、98年から99年にかけて修復された運賃が、その後の2年間で97年の水準に逆戻りしたと言われている。［図1参照］同様な状況は欧州航路でも見られた。表1　太平洋航路（アジア〜北米）東航荷動き荷動き（TEU）対前年増加率1995年4，046，756一1996年4，OB6，6451．0％199フ年4，628，52313，396199日年5，524，17819．4％1999年6，187，62812．0％2000年7，060，84414，1962001年7、14、，9871．1％出所　』QPIERSデータよD海事産業研究所が作成　運賃急落の主因は、2001年〜03年に大量に竣工する大型コンテナ船である。［図2参照］つまり船腹の供給過剰であるが、それも将来の供給過剰の予測が、運賃下落を引き起こしたのである。ぜんきよつS8ヵ’2002愚27海運業界が、不定期船だけでなく定期船においても市況産業化したと考えられるゆえんである。　今年（2002年）に入って荷動きは増加している（注1）が、運賃の修復は遅れている。更に、企業会計の不信に端を発した米国経済の先行き不安もあり、定期船市況が順調に回復するか予断を許さない状況である、　注1　2QO2年1〜6月の太平洋航路東航の荷動き　　　は、前年比で約18％増加した。皿　市場主義と海運秩序のジレンマ　不況下で焦点となるのは、市場主義が浸透する中にあって、いかに海運の秩序を模索するかという問題である。好況期には、旺盛な荷動きに支えられて運賃が上昇するから、海運秩序、1図OOFFE2QQQQQQQQQQQQQQQQQQOQQQQQQQQO　1234123412341234123412341234　5　　　6　　　7　　　　8　　　　9　　　　0　　　1　9　　　9　　　3　　　9　　　9　　　0　　　0　9　　　9　　　　9　　　　9　　　　9　　　0　　　0　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　2　　　　2所出太平洋航路（アジア／北米）二二運賃指数　40、0　　　　60．0　　　　80．0　　　　100．0　　　　120．0　　　　140．0一〔TEUlBDO、OOD700、OOO600，000500，000400、000　　　300・OOO「200，00D100，000　　0Oontainerizqtion［nternation臼1　　図2　コンテナ船竣工量（船型別隻数および竣工量TEU合計）E＝コ（左軸｝合計TEU〔右軸）船型（TEU）別＋4DQO−4999一賢一5000．5999＋6000−6999＿x−70QO一、　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　X　　x＼為　　　　　　　冨　　　　　　　　一X　　　　　　　　　　　　馳x．　95年9G犀97年9巳年99年2GOO年G1年G2年03年O斗年十出所　Clarkson　Research　Studies，　hWo「1d　Sh…pyard　　Mon「to「”April　2002　　2002年以降は竣工予定。籠〕1：：：1：loO28畠せんきょうS曜2002すなわち下落し過ぎた運賃を是正しようとする船社の意向と、市場メカニズムは同じ方向に動く。ところが不況期になると需給が逆転して、両者のベクトルは相反することになる。市場メカニズムの優位性を認めつつ、いかに海運の秩序を模索するかというジレンマが生じることになる。　この問題をまず市場主義的な観点から、OSRAについて見てみよう。OSRAの施行により、船社は荷主と個別に契約を結び、運賃や荷主名を公表する必要が無くなった。運賃決定のメカニズムがより市場主義的になったのであるが、不況期においてこれは運賃にどう影響したか。この点を船社に尋ねたところ、「OSRAによる運賃への影響は無い」という回答が半数を占め、「OSRAにより運賃の下落が増大した」を大きく上回った。OSRAは、市況変動を増幅せず、需給関係に対して中立的という認識である。　一方、市場主義に対して、TSAなどの協議協定や同盟の場で、海運秩序を模索する動きがある。不況期にあって協議協定や欧州同盟が有効か、某社に尋ねたところ、一部の例外を除いてほとんど全社が「ある程度有効」と回答した。その理由として、協議協定では6割の船社が「運賃の下落回避・修復を目指した船半間の合意形成」を挙げたが、欧州同盟ではその理由は3割にとどまり、むしろ「県社間での意見交換や意思の疎通」が半数と多かった。協議．協定と同盟で評価が異なるところである。　協議協定が、運賃の下落回避や修復に一定の効果ありという評価は、昨年の調査と比べても今回高くなった。しかし現実には、太平洋航路で運賃の下落回避が成功したとは言えず（注2）、この評価は、協議協定の可能性への期待、という面がありそうだ。　市場メカニズムの優位が崩れない以上、海運秩序とは、実際の需給を無視して運賃をコントロールするものではない。むしろ、市況産業化して乱高下する運賃を、いかに実際の需給に近〕づけるかが課題となろう。換言すれば、市場における不安定要因の除去である。そのために、荷主と船社の双方が、市場の実態を正確に把握する努力を払うことが求められよう。　今回の不況では、昨年秋以降、各アライァンスや分社ごとに船腹の調整が行われた。その効果について隠田の見方は、航路の安定や船社の採算改善に「多少役立った」という点に収敏した。運賃を実勢に近づける上でも、一定の効果があったといっことになろっ。　注2　鵬Aは、荷動きの回復を背景に今年8月以　　　降、＄225／TEU（＄300／FEU）の値上げ　　　方針を固めた。これが実現すれば、不況以　　　降初の運賃修復となる。W　コンテナ船の大型化傾向　近年、基幹航路でコンテナ船を大型化してスケール・メリットを追求する動きが著しい。現時点で発注が確認された最大船型は、00Cしの7，700TEU．型である（注3）。　船型大型化の背景には、90年代後半、アメリカの好況と経済のグローバル化に支えられた荷動きの急速な増加があったが、同時に、当社の経営規模の拡大という面があったことも見逃せない。複数の船社が提携、あるいは経営統合することによって、配船を集約化する仕組みを作り上げたことが、大型船投入の前提条件になったのである。　コンテナ船の大型化を巡っては、現行を上回る8，000TEU超の大型船が、近い将来に一般化するかが大きな関心事である。この点について今回の調査では、太平洋、欧州航路とも、肯定的な予想は約3割と少数であった。これは昨年の調査と大差が無く、これ以上の大型化が急速に進む可能性は低いと思われる。　今後予想される最大船型について、大半の船影は8，000TEU以上1万TEU未満と見ており、1万TEU以上の大型化を予想する四八はほとんど無い。現在の造船技術では、1基1軸で25ノットの航海速力を得るには1万TEU程度が限界で、それ以上の大型化は2基2軸としなければならず、建造費が膨らむことになる。その他にも、燃料費の増大や港湾の物理的な制約、荷役の長時間化、コンテナ運用上の問題などを考慮すると、船型を過度に大型化することは、却ってスケール・メリットを減殺すると見られる。技術的に可能な最大船型が、必ずしも経済的に優れているとは限らないのであって、船型の大型化によるスケール・メリットの追求は、限界に近づいているのかもしれない。　注3　Clarkson‘「World　Shipyard　Monitor，　July−　　　2002”による。V　忍目の経営規模の拡大　コンテナ船の大型化と並んで近年著しいのが、アライアンス（提携）やM＆A（経営統合）により、船社が経営規模を拡大する動きである。これは、企業体力や経営資源の限界を超えて経営の可能性を模索する過程で、当然の成り行きであるが、提携と統合ではその意味するところが大きく異なる。［表2参照］1　アライアンス　アライアンスは、複数の船社が配船を協同化し、相対的に小額の資本投下で、迅速に海上輸送サービスを拡充する仕組みである。配船の協同化に的を絞り、どちらかというと荷動きが急速に拡大する局面で威力を発揮するものと言えよう。しかし、経営意思まで統一しない同床異夢的な提携であるから、不況下で船社の経営が存亡の危機に瀕する状況では、経営の改善にどの程度有効か注目されるところである。　今後のアライアンスの展望を船社に質問したところ、既存のアライアンスが「現状のままで変わらない」という見方は皆無であった。それに対して「アライアンス問での協調・協力」や「既存のアライアンス内部での緊密化・機能強化」、あるいは「アライアンスの再編成」が起きぜんきょうS砂’2002��29るという見方は、それぞれ5〜6割を占めた。不況に対応して、アライアンスの有効性を高めようという船側の意識の表れであろう。　具体的にアライアンスの機能強化が必要・可能な分野としては、「海上部分でのオペレーション」や「コンテナ・インベントリー」、「ブイーダー」などが比較的高い支持を集めた。このうち「海上部分でのオペレーション」は、アライアンスの最もコアな分野であるが、前述の通り、昨年秋以降アライァンス単位で船腹の調整が行われ、一一定の効果があったと評価されたこととも関連するかもしれない。また、「コンテナ・インベントリー」や「フィーダー」は、現状では協同化が進んでいないが、将来性を見込んでの意見と思われる。　しかし全体としては、アライアンスの機能強化が必要・可能な分野として船社が挙げた項目の件数は、昨年の調査に比べて減少した（注4）。厳しい不況下で、アライアンスに対する期待が縮．小している状況が覗える。　また出社からは、不況期にはアライアンス内での競争がより激化する、という意見も聞かれた。荷主は元来、船積みを複数の船手に分散して、輸送のリスクを軽減しよとする傾向があるが、アライアンスは配船を協同化するものだから、荷主は、異なるアライアンスや単独配船社に貨物を分散させるだろう。その結果、同一アライアンスに属する中社間で、アライアンス単位で割り当てられたパイ　（貨物）の取り合いになるが、特に不況で荷動きが低迷すれば、競争は一層熾烈になるというのである，　アライアンスを結成している一社にとって、単独配船に戻ることが現実的かどうかは別として、既存のアライアンスを拠りどころとする拡張期的な戦略だけで、不況にどこまで対応できるのかという問題が残るのである。　注4　昨年の調査ではユ4社中12社から延べ52項目　　　あったが、今回は15社中9社から延べ34項目　　　であった。30憩せんぎょうSθヵ’20022　M＆A　M＆Aは、複数の企業が一体化してコスト競争力を強化すると共に、市場シェアの拡大と、経営資源（ヒト・カネ・モノ）の集積を図るものである。最近ではMaersk　Sealand、　P＆O　Nedl−Ioyd、　NOL・APLのように、異なる国籍の船社が合併するケースが目立つが、こうしたな傾向は金融、自動車、石油など他産業でも多く見られるのであって、業種を問わずに共通する経営グローバリズムの潮流と言えよう。　深刻な不況下で、生き残りが切実な問題となれば、船団がM＆Aに踏み切るケースは増えるだろうか。アンケートでは、大型M＆Aが起きる可能性が高いという見方が7割を占めて、否定的な予想を大きく上回った。　さらに、船社がM＆Aを行うとした場合の目的を尋ねたところ、半数の船社が「固定費の削減」を挙げ、次いで「マーケット・シェアの拡大」と「変動費の削減」がともに3分の1であった。「固定費の削減」と「変動費の削減」のどちらか、または両方を挙げた船社は15社中11に上った。M＆Aを“錦の御旗”にして、本格的にコスト削減を進めようとする川社の意識が読み取れる。合併を機に本社組織をマルセイユに集約して、人員削減を行ったCMA　CGMのケースなどがこれに該当するであろう。M＆Aがアライアンスと大きく異なるところで、不況期型の経営選択と考えられるゆえんである。　またマーケット・シェア（売上）拡大については、輸送リスクを分散しようとする荷主の心理が、アライアンスの場合と同じように働くと考えられる。例えば50の運賃収入がある八社Aと、同じ航路に配船して同じく50の運賃収入がある船社Bが合併した場合、一部の貨物はリスクを分散すべく他社に逃げるだろうから、合併後のAB社の運賃収入は100にはならず、80とか90のレベルにとどまる可能性が高いのである。この点でマーケット・シェア（売上）拡大の動機は、コスト削減に比べて相対的に弱いと考え（表2　3大航路におけるBig　6の船腹量（TEU）太平洋航路iアジア／北米）（アジア〆欧州地中海）欧　州　航　路　　　　　　　大西洋航路　　　　　．（欧州・地中海／北米）Grand　Alliance嘯??@NewWorld　A［iiancetn「ted　AlliancejLine／COSCO／YMTC207，050Q03，950Q47，550P5720D12．7％P2．5％P5．1％X．6％2ヨ8，000P35，25DQ34，40Dp16，30019．8％X．3％P6，196W．0％172，000P15，400V5，050R1，55018，896P2．6％a．2％R．4％4大アライアンス合計815，85049，9967ア3，95053．1％394，00043．］％Maersk　Sealaaddvergreen255，85QP74，150王5．6％P0．6％258，300P54，75017．7％P0．6％169，10QW2，00018．5％X．0％Big6合計1，245，75076，296］，137，00081．4％645「10070．5％全体1．635390100．0％1457、900　　100．0％914β00］00．0％出所　日本郵船「世界のコンテナ船隊および就航状況2001年版」）られる。　一方、M＆Aの弊害もあり得る。アンケートで、大型M＆Aが市場の安定化や、船社サービスの向上につながるかどうかを尋ねたところ、昨年の調査では過半数が肯定的な意見であったが、今回は・一転して3割前後に急落した。複数の船社は、業界トップのMaersk　Sealandが今以上に大型化して、マーケット・シェアを伸ばすことに懸念を表明した。経営環境が悪化してM＆Aが身近な問題となるに及んで、船社の意識に変化が生じたとすれば興味深い・V［新たな競争環境の展開と船脚の分化　現在、世界の定航船社でグローバル・キャリアと呼び得るものは20社程度と思われるが、今回のアンケートでは約半分の船社が、M＆Aの結果「少数の大型船社への集約化が進む」と見ている。また複数の船影からは、船社の分化が進むという予想が聞かれた。コスト構造の平準化や経営意識の共通化を経て、船社経営が分化の段階を迎えるというのである。　分化の見方は2つに分かれる。1つはサービス・ネットワークに関して、文字通りグローバル・キャリアとして世界中に配船網を展開する船社と、特定地域間（内）のサービスに特化する船社への分化が進むという見方。もう1つはサービスの内容に関して、海上輸送を含む総合的な物流業者（Logistics　Provider）を志向する船社と、海上輸送に限定した狭義の海運に留まる船社への分化が起きるという見方である。　Logis廿cs　Providerたる船引は、他社との競争でサービスの高度化を求められるから、経営規模の拡大と1司時に、経営資源の集積が必要となる。これが新たなM＆Aの誘因になることも考えられる。　一方、狭義の海運に留まる船社では、コスト競争力が重要な要件になろう。そのために、既存のアライアンスの大幅な機能強化が図られるか、あるいは、従来とは異なる新しいタイプのアライアンスが出現する可能性もある。すなわち、従来のアライアンスが事実上、配船の協同化に限られた緩やかな提携であったのに対して、資産やコストの共有にまで踏み込んだ新たなアライアンスを結成し、コスト競争力の強化を図ることも予想されるのである。アンケートの中で、今後アライァンスの機能強化が必要、あるいは可能な分野として、フィーダーやコンテナ・インベントリーなどの分野が比較的高い支持を集めたが、それらが新たな提携分野となるかもしれない。　甲州経営が分化するとすれば、胆汁社にとって、自分のポジションをどこに定めるかが問題となるが、その際に、最優先の課題は利益を確保することである。アンケートで、不況下における最も重要な経営方針を尋ねたところ、3分の2の廟社が「収支管理の精緻化による採算性の向上」を挙げた反面、「売上の拡大」と答えた船下は皆無であった。今後の経営を考える一ヒで示唆に富んだものと言えよう。せんきょうεθヵ’2002曾31．．φ・上ondOI⊥便．ボブ・ビショップ　「ロンドン発便り」として寄稿を始めてから、これまで何度か送別の記事を書きました。今年に入ってからも元CENSA（欧州・日本船主協会評議会）のロデリック・モリスについて書いたところですが、今回はCENSA最後の事務局長で現在はICS＊1（国際海運会議所）の母体であるMARISEC＊2なる団体のSHIPPING　POLICYADVISERであるボブ・ビショップ（本名ROBERrBISHOP）が9月末で退職し、そのまま年金生活に入るとなればやはり一・言書かないわけにはいきません。　CENSAについてはこれも何度か書きましたが、海運政策を論議する船主側の団体で1963年に欧州の船主を中心に結成され翌年の9月に日本船主協会も参加しました。CENSAがなぜこの時期に、いかなる意図をもって創設されたのか、またどのような活動をしてきたのか、また何故その幕を閉じる事となったのかはきわめて興味深い問題ですが、これについては別の機会に譲りたいと思います。　ともあれCENSAは「海運の自由」を旗印に海運に対する独禁法の適用除外問題、発展途上国の自国海運保護政策の監視、米国海運政策への対応等を主としてきましたが、2QQ1年末をもって、その38年間の歴史を閉じました。CENSAの業務はICS（国際海運会議所）に移管し海運政策委員会として定期船のみならず海運一般に関わる政策問題を審議する事が決まりました。このため、CENSAの5代目で最後の事務局長であったボブもICSに異動し、引き続き国際海運政策を担当しておりました。　さて、このボブですが、1945年生れで今年57才とまだまだ若いのにもかかわらず既にそれなりの年金が貰えるのだそうです。と言いますのは彼はユ962年に17才で当時のDEPARrMENT　OFTRADE＆INDU訂RYに研修生として入省し1996年海運政策課長を最後に退職し、官員として34年の履歴があり、これに加えて民間での履歴6年を加えるとちょうど40年となり年金を貰うには十分な資格があるというわけです。この研修生制度（CIV工L　SERV工CE　SELECrlON　BOARD）は中央官庁の中堅幹部を養成する制度で戦後始まったとの事ですが、彼はその制度の最後の研修生で、それ以後は原則として大卒を採用する事になりました。　ボブは入省後、経理や輸出振興、アジアとの通商問題など幅広く経験したあと、31才で補佐官となり海運および航空を担当します。33才の時に公正取引部門に移りますが、36才で分離してDEPA団rMENT　OF　TRANSPORrとなった海運政策部門の課長となります。このころはソ連船社の不公正競争や途上国の保護貿易やそれに伴う国旗差別でソ連との交渉では随分苦労したとの事です。　その後、国際航空の課長や人事厚生課の課長を務めましたが、1993年に再び海運政策課長として海運の世界に戻ってきました。ここでは海運の自由の実現とそのための障害の除去に尽力すると共にCSG＊3（先進国海運担当官会議）の事務局として主として対米交渉に関わります。また欧州統合がその深化を増すに従い、各国海運政策と欧州連合としての海運政策の調和に力を注ぎます。このころボブとはOECDの会議で一緒になったり、日本の海運関係調査団がお世32§せんきょうSθが2002　　　　　　　　　　Mr．　Robert　Bishop’）　　　話になったりで顔見知りとなりました。　　　　1996年に51才で退官するにあたり、CENSA　　　は次期の事務局長含みでボブを招心する事にな　　　りました。その前に主要船協の関係者に引き合　　　わせておきたいと．のCENSA会長の意向で、当時　　　の欧州日本郵船会長の山にi常務（現特別顧問〉　　　とご一緒に食事をしたのを思い出します。　　　　CENSAに就職してからは、すぐCENSAのワ　　　シントン駐在員として赴任し、二年後ロンドン　　　に戻り事務局長に就任しました。ワシントン時　　　代のボブはCSG事務局として経験を十分に生か　　　し、“CENSA　WASHINGTON　CIRCULAR”を始　　　め、こまめに米国情報を送ってくれたものです。一　　　ボブの仕事振りは一口で言えば、要領のよい　　　と言う言葉に尽きるようです。ボブの書くレポ　　　ートも議事録もいずれも短く簡潔で要領を得て　　　います。難しい言い回しやラテン語などはほと　　　んど出て来ません。そのぶん読むのが助かりま　　　すが、詳細な論文を書くというような事はあり　　　　ません。仕事のやり方は早く、また仕事が片付　　　けばサッと消えるのも特技のようです。こうし　　　た要領のよさや頭の回転の速さが、研修生とし　　　て入省し、いわば叩き上げのボブが最大の海運　　　伝統国である英国の海運政策を与る重要な役割を務めさせたのでしょう。　しかし、世界海運評議会（WSC）＊4がコンテナ船社によって創設され、定期船関係の問題が主としてそこで取り扱われ、ICSの海運政策委員会の比重が相対的に軽くなると、そろそろ仕事を辞め人生を楽しむ潮時と考えたのでしょう。ワシントンから帰ってきて買ったサザンプトン港近くのニューフォレストにある自宅の手入れや改装と、友人たちと共同で所有しているヨット、そしてこれもワシントンから帰ってから始めたゴルフを楽しむとの事です。　57才になるやならずと言えば、私の周囲では働き盛り、ちょうど脂ののったところで、これからもまだ一働きも二働きもしようという人が多い中で自ら早期退職を選ぶのはやはり英国でも珍しいケースです。ボブは持ち前の要領の良さで社会人としての第・・…の人生を大過なく終え、第二の人生にサッと転進しようというのでしょう。こうしたボブの人生哲学を支える英国の社会保障制度はやはり充実しているといえます。　ボブの老後の心配したり、時間を持て余すのではないかと心配したりするのは余計なお節介というべきでしょう。　　　　　　（欧州地区事務局長　赤塚　宏一）＊　l　　ICS〔Internationa且Chanlber　of　Shipping）　：航そ了　　安全、海洋環境保全、海事法制、情報システム　　等に関し、船主の利益を代表する主としてIMO　　　（国際海事機関）に対応する国際団体。＊2　�oSEC（Mridme　Internadonal　Secretar重atServ−　　ices　Limited）：ICS、　iSF（国際海運連盟）など　　の事務局業務受託会社＊3　CSG（Consul亡adve　Shipping　Group）　1先進14力　　国海運担当官会議。先進海運国の海運担当官で　　構成し、米国の海運規制問題、発展途上国の自　　国海運保護政策等の対応策を協議する。＊4　WSC（World　Shipping　Council）：2000．9米国　　において、世界主要定航船社約30社が米国海運　　政策問題への対応を主な目的として結成。その　　．前身的役割は、既に解散したCENSAが揖ってい　　た。せんきょう∫曜2002ミミ33　　　　く　　　ご　　　・製　6で、・・　欧聖　　に　　　　　　　ゴ・9　　　し　　ソ　ひ、「i@　　謡馳ミぴ、、　oヒ「ヒ@．1　　　　．ギ，・肝’w　・∵．、£醇　　　　　伊　尭　　’ド　　　　　　をぜ　も　を　　　ドぞ、、．、・りへ、　　ぐ　》・・各，＼＝ゼ・い　．1、＼蓑・、、パ〆、福？，　　て；　一�`，　　モ　　　　　　　　　　　　　　へ滴域藻擁　　　　る　コ＝嘘ぶ1．，｝＼・’�n　■曳　」・｝　　　　＼ドノズd’マ_∵＼「・ト「�kfF〆・ギ」Av〆〆〆〆〆〆ト川崎汽船株式会社船長〔現船員災害防止協会）湯川君平　　　ト19餌詔から約5年足らずの問パナマを野次馬蚤｝。一へ的に眺める機会があったので垣間見たこの国のこさ◎：、、、　　　　　　’ごくr部に対する感想を紹介してみたい。通峡初体験　パナマ地峡を初めて通過したのは2万トンほどの潤滑油バラ積輸送タンカーで、もう40年近くも前になる。パリパリの新米4等航海士であった。　ブリッジのレーダーマストの遥か上、高々と葺えるアメリカ橋を驚きの目で眺め、よくもこの巨大で優美な橋をパナマ人が建設したものだと単純に思っていた。少々興奮した思いでチョッサー（一等航海士）にそう話すと「パーカ」と一笑され後は話してくれなかった。　運河パイロットの振るうンプの合’図に「チンチン」と返事の鐘を鳴らして“グッグー”と力強く牽引ワイヤーを引き始める電車の動きに目を見張った。この電車を「ロコ」と呼んでいた。何の事か判らず「変な渾名で呼ぶンだな一」と思った。　知らない事の連続で好奇心が沸き立ち、何としてもこの魅惑に満ちていそうなオカをアチコチ探検したいものだと願った。　4等航海士の運河通過時の配置はブリッジではなく、陽気に喋り捲るイタリや系アメリカ人検査官のお供で全タンクの掃除状況のチェック、船体要所の検査等々で終日かかりつきりであった。彼の喋る状況をメモにし、報告書を作るのに精杯であり運河の両岸の風景や、街や、人物等々を眺めるヒマは全くなかった。素晴らしい人々、魅力的な街並みのように見えていた。　期待したパナマ運河の大西洋側のクリストバル港でも船は停泊してくれず、これが人のいうタンカー乗りの悲哀かと妙に納得した覚えがある。　この様な想いのあるパナマ運河も1999，12．31正午を期してパナマに返還されパナマ国有財産となり、パナマ人による運営が始まった。運河返還と同時に維持・管理に当っていた米軍も本国へ引揚げてしまい、運河地帯の占領地域および域内施設等もパナマ国管理下に入った。経済的には全面的と思えるほどアメリカに依存し、文化的にも生活習慣すらアメリカ的となってしまった感のあるこのパナマで知識階層と言われる人達の間でも未だに「グリンゴ」と蔑称で呼ぶ、切なかぬ反米感情も残るのはこの100年間の占領政策の傷なのだろうか。運河の管理とパイロットの技量　返還前はパナマ運河委員会という米パ両国対等な立場である筈の運営組織は米軍が絶対的権限を持ち、すべての面においてアメリカ式でありいわゆるラテン的な“楽しい”雰四気は兎の毛程のものもなかった。全てがシステマティックに整然と動いていた。　運河パイロットの養成・訓練を度々見学する機会に恵まれたが、厳しい雰囲気に包まれ、操船技術訓練もかなりの高いレベルで訓練口中に熱気が篭、。譜鳶口馨◎ド』34§ぜんきょうSぐρ62002〆騨〆〆。縛〆〆ヂ♂〆評試〆，縛・運〆囲〆7つの海のこほれ話、調　重．秘ピβ56ノ愈☆・ヤ．亨．藍♪葺、欄乾。、噛Z！も．馬．．隷囎嬬Aへ�j障、、�`．．．．．欝懸．」、�`．．．．」こ．−．．−．、、「．．もっていた。普段は「ユルヤカ」な顔のパナマ人がまるで外国人の目付きの様にも見えた。そうやって訓練を終えたパイロットの技量には運河通過中全面的に自分の船を「お任せにする」安心感が在った様に思う。　しかしそれでも事故は時たまには起こってはいたが……。　まだ、そのパイロット達の技能が落ちて来たというには早過ぎる筈だが、現職の船長達から不安感を訴える声が頻繁に聞かれる様になったのはどうした事だろう。　米人パイロットが大挙して去り、大急ぎで経験の浅いパナマ人に切替えた（粗製濫造が混じっていた？）結果だろうか。運河通航料　パナマの人々は総体的には非常に楽天的で、人によると“能天気”と言ったがいいともいわれている。　一般庶民に限っていえば将来の計画・設計等と言うものは無いに等しいともいい得よう。「何でも天から降って来るとでも思っているのではなかろうか。経済情勢が悪くなったと運河通航料の値上げを言い出す。そのバックには何もない。値上げの正当性や、サービスの改善、将来の動向、計画性等々何も無いのだ！運河があれば利用者はゴマンと居る。だから値上げしても反対等し得ないと思っている。それ程度の発想しかしてない」と以前運河庁担当大臣の政策的アドバイザーをしていた友人が嘆いていた。もし本当ならそれに振り回される世界の船社は大変だろうナーと同情する。クリストバルの町その後　カリブ海航路は我社の乗組みにとって憧れの航路の！つであった。太平洋岸諸袖の後、カリブ海では先ずクリ．ストバルの揚荷から始まり、20数港にも及ぶ島々を巡り、そして復航にも寄港した。　くそ忙しいワッチの合間を縫ってチョロチョロと船を抜出し、街の潔しげな灯に誘われる夏の虫の様に、目も虚ろにアチコチを歩き回ったあの頃が懐かしいと言われる先輩方も多かろうと信じる。　時代は移ろい、今では3、40年前のクリストバルの面影は全くと言って良いほど無くなってしまった。昔を懐かしがって街角に立っていたりすると、怪しげなオジサンが寄ってくる。　相手しないでそ知らぬ顔をしているとチャンと相手はこちらが単独行動か、仲間連れかを観察している。独りなら100パーセント裏通りの薄暗がりに引摺り込まれ、・…・・。　何とも情緒の無い街になってしまっている。　これも定期船がコンテナ化し、寄港する船が居なくなった所為か。しかしアジアでは相変わらずヨコハマ・コーベに限らず、ホンコンも、シンガポールも未だに．陵かしさを湛えた港街であり続けているのにどうした事だろう。　政府は観光立国を目指し、大型客船の寄港誘致に力を入れているそうであるが、肝心の観光客達は街には立寄らず大型バスでどこかへ消えて行く。相変わらずコロン（クリストバル）の街は寂れたままである。．N桑　へ．毒　　、■＼　・「．せんきょうS曜2002診35　　　　　　　　　　　　　　　　『熟今回、登場して頂くのは第奪回センコー�滑C運部貨物船運航課係長．山田音弥さん（38歳）です。3．御社の自慢といえば？1よ暫麗竃朧【薦解」　一舟日貨牛勿舟台　（199舛、　499∫等）を利用した海陸一貫輸送を主としています。　この輸送に関わる運航管理、収支管理と営業窓口になっております。2，これまでの会社生活の中で　一番の思い出といえば…？　幅広い船種を有するだけでな『ミく、自動車、鉄道、航空、港湾、複合機能倉庫、小口配送機能といったハードとITを駆使したソフト（ロジステックシスチム）で最適な物流ソリューションを実現できる流通情報企業です。4，今後チャレンジしてみたい仕事について教えて下さい。　一般貨物船を利用した海陸一貫輸送に情報技術と付加価値（調達、受発注業務）を更に諸口え丁他社でまねの出来ない物流システム（仕組み）』を構築していきたい。そのために船以外の輸送手段の知識を更に習得していくことが課題と考えています。センコー�鰍ﾌ事業概要　弊社では、海上運送業の他に自動車運送業・鉄道利用運送業・倉庫業など、総合物流企業として、お客様に最適な価値をご提供させて頂いております。　また、情報をリアルタイムで収集・分析し、ITを駆使したロジスティクシステムと融合することで、最適な、流通ソリューションを実現しておDます。36己：｝ぜんきょう　Sε夕‘2002せんきょう5gヵ’2002＄378国土交通省は第2回「羽田空港再拡張に係者・航行安全基町闇討会」を開催・た・日（本誌2002年8月号P．12参照）6当協会は・第3回「外国籍船上での犯罪好日検討タスクフォース」会合を開催し、諸問　題への対応について報告書をまとめた。　　（本誌2002年8月号P．2参照）13国土交通省海事局は・これまでフィリピン日に限られていたsrCW95条約に基づく外国　船員承認制度の対象国についてトルコ、ベ　　トナムを加え計3力国に拡大した。16国土交通省は・2002年7月分の新造船建造日許可集計結果を発表した。それによると、　　国内・輸出船合計32隻141万総トンで前年同　　期と比べ8隻増加、総トン数で69％増加し　　た。18米国沿岸警備隊（USGC）は・サブスタンダ日一ド船の取締り強化の一環から18日から米　　国に入港する船舶に対し、用船主・荷主に　　ついての詳細な情報を事前通知することを　　要求することとした。38憩せんきょう∫eρご200222パナマ運河庁（PCA）は・パナマ運河通航料日の値上げを2QO2痢G月より約8弘2鵬年7　　月より約4．5％と2段階に分けて実施すると　発表した。　　（P．9海運ニュース内外情報参照）27アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・Eiエコノミックス・レビュー委員会（SERC）　　第1ユ回中間会合が、香港で開催された。　　（P．2海運ニュース国際会議レポート参照）27国土交通省は・平成13年5月分の内航船月日輸送実績を発表した。これによると総輸送　　量は3，957万4千トン（対前年同月比2．1％減）、　　190億6，923万トンキロ（同1．2％減）となつ　　ている。29国土交通省は・2003年度予算の概算要求を日まとめた。29国土交通省は・平成14年6月分の造船43工日脚の鋼船建造実績を発表した。これによる　　と起工は63隻357万8千G／T、竣工は、22　　隻、88万G／Tであった。竣工の内、輸出船　　は、パナマ向け21隻88万G／T、国内船は漁　　船が1隻400G／Tであった。30国土交通省海事局および当協会は・わが国日の外航海運企業税制のあり方について言撒　　するための産学官のメンバーによる「外航　　海運企業税制検討会」の第3回会合を開催　　した。30平成9年に日本海で発生したナホトカ号油日流出事故で、国および海上災害防止センタ　　一が損害賠償を船舶所有者等に対して求め　　ていた訴訟の和解が成立した。これにより、　　船舶所有者と国際油濁補償基金は、国に対　　して約18億9，000万円、海上災害防止センタ　　一に約41億6，000万円を支払う。また、被害　　総額は約261億円と確定した。　　　　　公布法令（8月）�堰@海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律　　施行規則等の一部を改正する省令　　（国土交通省令第98号、平成14年8月30日公　　布、平成15年1月1日から施行。ただし、　　第2条の規定及び第四条の規定は、平成14　　年9月1日から施行する。）　　　国際会議の予定GO月）国際海事機関（IMO）バラスト水に関する作業部会　　9月30日〜10月4日　ロンドン第10回日韓船主協会会談　　lO月7日〜8日　京都国際海事機関（IMO）第48回海洋環境保護委員会（MEPC）　　10月7日〜11日　ロンドン1992年国際油津補償基金（9210PCF）第7回総会　　lG月14日〜18日　ロンドン国際労働機関（ILO）　　第2回High珍vel　Tdpardte　WG　　lO月14日〜18日　ジュネーブアテネ条約議定書採択の外交会議　　1GI月21日〜11月ユ日　ロンドン国際海事機関qMO）法律委員会第85回会合　　1G月22日〜24日　ロンドンせんきょうSの∫2002魯391．わが国貿易風の推移海運統計　　黙　　羅　　ミ　　　（単位　10億円）　　2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）年　月輸　出輸　入前年比揃年同期比〔知（FOB）（CIF）入側出超輸　出輸　入198541，95631，08510，8704．0▲　　3．8199041，45733β557，6019．6工6．8199541，53G31，5489，9S22．612．3199947，54735，26812，279▲　　6，／▲　　3．820005／，65440，93810，7158．616．1200148，97942，4／56，563▲　　5．23．6200／年7月4，0373，62Q417▲　　6，49．383，8293，520309△　　8．9▲　　2．294，1623，1191，043△　11．0▲　　7．9104，0733，612461▲　　9，0▲　　4．6113，8893，397492△　　9．2▲　　7．9123，9613，301659△　14．5▲　13．42002年1月3，5593，375184▲　　1．8▲　　9，324，0213，235786△　　4．2▲　　2．634，7733，5061，266△　　3．0▲　12．644，4023，5678351．7▲　　2，854，1523，5346188．8▲　　5．564，4303，2081，2227．1▲　　5．174，3973，6477508．90．7（注）　財務．省貿易統．計による。3．不定期船自由市場の成約状況年　月賃閣）糊最高値最安値1990144．81124．30160．10199594．0680．30104．25199712！．00111．35131．25199813D．89114．25147．001999113．91l11．28116．402000107．77102．5D114．902001122．10113．85／31．692001年8月121．56118．92／24．809118．91116．78121．7210121．32119．65123．1011122．33120．24124．3312127．32123．65131．692002年1月工32．66130．75134．692133．53132．46134．463131．15127．82133．614131．0工127．97133．285126．39123．96128．886123，4．4119．22125．677118．08115．92120．568119．03n6．91120．82（単位　千M／T）区分航海、用船，．「P疋期用船ム　　．計連続航海シングル（品　目別内　訳）年次口航　　海穀物石炭鉱石スクランプ砂糖肥料その他Tr玉PPeriod1995172，6424，911167，73148，7ア552β7157，2611，5261，9415，054803154，80249，0611996203，4072，478200，92954，37469，50966，5398983，2515，601757144，56129，8151997195，9962，663193，33346，79267，19266，5511，0693，7247β12693160，46843，2組01998186，1971，712184，62141，93869，30164，9948363，8002，4991，280136，97224，7001999141，3211，304150，48130，68656，18457，3092353，2741，709LO82149，73439，5812000146，6432，18292，Q8926，王4746，54967，4311982，1851821，551170，03245，0212001　1212，11286Q1エ，2521，1223，9745，2970733115119，4731，9662002　112，ア6524012，5251，6434，5365，81054391712016，7134，1522玉2，78212012，6621，4204，0955，996U17542563015，4345，89339，3806D9，3201，5763，3504，！06026820015，8625，236413，261013，2611，8973，3267，410554151253312，9454，545512，51024012，2701，8814，3645，5285536082012，7263，060612，85930512，5541，8293，3896，598306471609，5111，94079，ア8709，7879802，3235，8583550784012，6282，479812，392012，3921，2824，0656，19234709110018，2132，624（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。40鱒せんきょうS�S’2002（黙継醸灘餓灘璽鵜黙羅黙黙縮熈醗懸黒羅繍。羅鰯灘織瀦原油凶レシ鴨・日恥ペルシャー奪／欧米｝200〔ド1の釈雪烈　恥ノ／月不兆米繭厩．／日本・方ルフ／町欧｝200　ヰ51隅妬�I1閥15σ1L35115035｝’、39’30’ガレフ／日本’路DOペルシャ湾／日本「お100へ’1、20ノ〆P120〆　1〆　　、’ノ’「5　〆　　　、廼50vし、ノ’�j　、＿j　＼／’、＼15ノ＆ひP＼r＼、「1D一、、ペルシャ湾／欧米1、し5一　＼　　　　　　北米西岸／日本ガル7／．西欧聖o5o1997〔年1199巳謄99口　　　o〜000200P2Q02聖997��199巳19992DOO20田2902o穀物励レフ用本・北米酵胴本・方ルフ姻欧｝4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシヤ湾／日本．ペルシヤ湾／欧米月次2000200120022000200120σ2最高　　最低最商　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低　1@2@3@4@5@6@7@8@9@10@11@12i注）65．00　48．00U5．00　54．0082．50　62．0095．00　78，0011L25　93，75112．5D　96．50P12．50　98．00152．50112．50150．00128．00P65．00113．50P77．50164．50P60．00140．00V5．00　57．0041．50　38．50T5．00　43．5063．15　39．00X2．OO　57，50W5，00　40，0041．OG　33．5040．50　36．0050．OO　34，7542，5σ　37，5037，00　32．0029．50　28．0062．00　39，5035．00　29．5DTD．00　32，50@　35、0050．00　40，0055．00　45．OO70．00　55．0085．00　64．00X2．00　75．0095．00　80．00P00．OO　82，50ユ20．OQ　gO．00132．50105．00130．QO　lO5．00175．OOl25．00142．5012500100．50　82．5092．50　70．0090．OO　70．0085．OD　70，0063．50　52，5040．00　35．OOT5．00　42，5057．50　38．5082．50　50．0070．00　37．5035．00　32．0040．00　35．0040．00　36．2540．00　30，0031，0σ　27．5σ48．75　33．0042．50　31，00R8．75　29．5032．5σ　28．0040．00　35．00�@日本郵船調査グル烽ﾌ。…。糠蹴撫，讃戦はワー・ド・ケールレー・・�Bいずれも20万D／W以上の船舶による5，穀物@月次（ガルフ／日本@　2DOユ　　　・北米西岸／日本Kルフ／日本@　　　　2002・ガルフ／西欧）@　200ヱ北米西岸／日本@　　1　2。02　　（単位：Q001　　　ドル／トン）Kルフ／西欧@　　　　2002123」4醒b6最高　　最低Q2．5σ　21．50Q2．25　21．0022．80　22．7D22．25　21．50@　24．DO@　23．25最高　　最低18．85　工7．2018．60　／6．80ユ9．90　／8．4θ22，00　20．0022．00　20，9019．25　17．95最高　　最低@　＝@　＝P4．1D　ユ3．50　　一最高　　最低@10．75@11．00@　＝@］2．25　　』最高　　最低　　一@　12．OO@　＝P8．00　14．6σ18．00　17．OO最高　　最低X．15　8．889．25　8．00　　『P7．00　15．00@　13．07P1．35　10．7578919．50　18．75／8．90　17．75／8．60　17．501＆90　ユ7．60　　一｝ll．00一U．90　11．25　　一一12．25＝1018．35　17．50『一1117．25　16．75『一12k注）　17．25　エ5．80@円本郵船調査グループ資料による。�Bグラフの値はいずれも最高値。　　　『Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるもの　ユD．35W．60　　8．50@　　　　　0せんぎょう∫θρ’2002蟄41一　　・・　脳　　賦　昏一罰鵬ミ’灘載一漣　髄醗　石炭｛ハンプトンローズ／口本）・鋏鉱石〔ツバロン／日本・ツバロン／西欧）【砦〕20L5田5o石炭（ハンフトンローズ／日本）鉄鉱石／！、、へ、　、！　／一、！、／L、〆、　　’、、、ハ　、　　！@　ノ@！^／1／レ　　．3＼……鋏鉱石（ツバロン／西欧）　．1997〔年1199319992�o2DO12QO2｛ト､�且ﾓ鋤　蜘聖5Io5細ヨ団100σ　　o運賃指数へ　　一ｪン7イ｝NリーンY、LLハンディー_ーティー_1、、　　1、！、へ　　　へ　　　lv流　　1L見　　　、磨_　　し、’，ノ　　　　　、`　ヘノf！、、、、、　、〆、＼　／　　　、中型　　「ノ　、　　響VLCC199π甲1gga19992000290120024003503DO2502001501σO5D0．（6，石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）　（単位　ドル／トン）ハンプトンローズ／日本（石炭）ッバロン／日本（鉄鉱石）ッバロン／西欧（鉄鉱石）月次200120022001200220012DD2最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1一　｝一8．45　　7．206．30　　4．402『　一8．508．00　　6．355．15　　4．503一『一一7．50　　5．85一4一一一一6．85　　5．755．505一　一一12．IO6．85　　4．606一　『一6．65　　6．054．75　　4．607一『9．20一5．89　　4．504．458一一一一4．40　　4．257．909一5．40一工。一一一11『一4．8512一一4．30（注）　�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれも8万DバV以．．L15万D／W未満の船舟白によるもの。へ7．タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次200020012002V1℃C中型小型日・DH・CVLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・C12348．0T3．3T8．392．8P07．8P15．7ユ26．2P41．1P63．7145．9P54．3P67．3148．4P69．9P89．415L8P］．7．2W6．7217．3Q05．8P58．4346．3Q30．5Q38．9277．4R22．9Q94．737LOS00．2R47．839．9R9．486．9W5．6126．］．P15．8165．3P58．8148」．P49．9469．6134．9195．ア185．6196．894．1171．3272．O299．0264．436．091．3／16．6164．2148．55681．4X5．8126．9P35．6177．4P74．1ユ87．0P94．3205．3Q10．08L4UD．7160．3P323190．5P82．8295．7Q42．2262．7Q64．136．4S9．9105．4W9．9143．9P59．1194．2Q04．0178．8P77．］．710G．9153．1244．926L3215．152．2114．2i30．1223．62玉3．88105．5196．5265．5243．4233．95D．81H．．3148．0204．3208．29128．6190．9269．2229．5254．673．7llO．7153．6210．0187．110136．2165．1194．1217．3264．944．198．4136．1162．819L61／P2134．3P60．1204．7Q09．8267．σQ64．6240．9Q72．0257．8Q83．139．494．D128．1140．8149．3平均97．6152．8206．9208．2219．工77．4．143．工196．1240．0260．D（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンブレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり　�C、聡C115万トン以上　◎中型＝7万〜15万トン　◎小型こ3万〜7万トン��H・D鴬ハンディ’ダーティ：3万5QOOトン未満　爺H・C＝ハンディ・クリーン＝全船型。42愚ぜんきょうSゆ歪2002羅叢ご憩瀧聡ミ羅灘§・懇零灘醗藩ご照＝爆蕪慰．濫：三慧一一ご盤撚羅ミ灘）「450畑350日oo250200｝501005口0用船料指数1996〔年11997199日1999細2GO145。恂燭日503002592DOセ50‘DD5D8005004σo200o係船胎腹貫物船@｝　AI唱@、@　し　　「C〉、ノ　　　　　LA一∩f　レ一　し　5ゾ￥　、’、@1タンカーな∫　　’A一　’　》聖997陶199日1999脚200ト�o濫�o�p姻細。8．貨物船用船料指数月次貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指口数1997　　1998199920002001200219971998199920002001　　20D2123456789101112209．OP97．0P99．0?X7．0P90．OP84．0P83．0P96．0P90．OP91．OP89．0P86．0189．0P86．OP71．0P73．0P73．0P75．0P67．0P65．0P64．0P65．DP70．σP68．0166．0P70．0P69．0P72．σP73．0P76．0P79．0P78．0P85．0P85．0P95．Oh92．0ユ90．0P91．0^90．0P91．0P93．0Q02．0Q02．0Q03．0Q06．0Q07．0Q06．0Q00．0193．OP98．OP95．0Q00．0Q06．0Q05．0Q04．0P92．0P93．DP95．0P95．OP95．0195．0P99．0P99．DG99．σQ07．0Q02．0347．0R32．0R4／．0R54．GR42．0R26．0R38．0R30．0R27．0R16．0Q90．0Q94．0277．0Q54．0Q60．0Q62．0Q62．0Q92．0Q66．0Q10．0Q08．0Q22．0Q31．0Q32．0231．0Q29．0Q19．0Q21．0Q38．0Q38．0Q26．0Q33．0Q38．0Q41．DQ54．0Q37．0222．0Q31．0Q31．0Q46．σQ52．0Q51．0Q64．0Q67．0Q71．0Q90．0Q78．0Q67．O264．0Q67．0Q60．0Q58．0Q62．0Q72．0Q67．0Q53．0Q48．0Q49．0Q27．0Q31．0227．0Q32．0Q23．0Q59．0Q29．DQ44．0平均192．6172．1178．3198．4197．5328．1245．5233．7255．8254．8（注）　�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行の@　　　1も月≦甜ブ’ロンドンブレロイズ・シップマネジャーによる。…98・年・月・合・・�A航海。船料。数、四四猛福1イ附置灘咽｝‘9，係船船腹量の推移2000200／2002月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船　　　　　タンカー隻数千G／T千D／W隻数千G／T干D〆W隻数千G〆丁千D／W隻数千G〆T千D〆W隻数千G／T千D巫「1隻数干G≠T千D／W123456　　789101112333　3，252　4，134R工3　　2，98厘　　3，758R10　　2，949　3，680R12　　2，921　3，599R05　　2，773　3，381Q99　　2，690　　3，269Q91　2，630　3，225Q86　2，622　3，224Q80　　2，569　3，183Q92　2，618　3，185Q89　2，574　3，135Q71　2，429　2，914461，2652，292S61，1922，221S61，1922，221S61，1722，257S3　9141，698S21，1272，194S1　8651，539S0　8131，552S0　8131，552S41，1402，201S2　8771，644S0　7791，471265　2，354　2，775Q59　　2，194　　2，497Q58　2，174　2，489Q56　　2，127　2，463Q47　2，063　2，379Q43　2，031　2，341Q36　　1，837　2，173Q48　　1，818　　2，106Q43　］．，745　2，032Q37　　1，682　　1，965Q38　　1，722　　1，996Q43　1，820　2，14741　784／，477R9　7391，382S0　9711，883R9　6471，203R8　6451，199R7　644L196R7　6441，196R5　6191，154R8　8681，667R7　8631，661R8　8641，681S11，0542，083242　1，754　1，966Q32　1，714　1，899Q29　　1，728　　1，887Q38　　1，896　2，061Q30　　1，763　　1，946Q21　1，742　1，936Q22　1，678　1，87440　7921，528S0　6661，259S0　6881，305S2　6921，310S工　635ユ，ユ99S2　6371，2D2S3　8321，657（注）ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。せんきょう∫ερ’2002��43編…『集．．…後記　今年の夏も、例年同様に猛暑である。　耳障りなほどのせみ時雨は、真夏の暑さを実感するものであり、せみが鳴かない夏はなんとも寂しいと感じるものである。ベランダの鉢植えの朝顔とひまわりが元気である。ひまわりの黄色は夏の青空によく映えるものである。　夏といえば、全国高校野球選手権大会もイベントの一つである。8月6日の開会式の後、連日、熱戦が繰り広げられている。全国の地方大会参加校は4，163校で参加校の記録更新らしい。海外からの留学生が参加したりと今後は益々国際色豊かになっていくのではないかと思う。野球に対する日本人の思いはまだ根強いといえる。未来のイチロー、松井を目指して。我が母校は春の大会で全国制覇したので夏の大会も願わくば優勝し、春夏の連覇を期待していたが、残念ながらあっさり負けてしまった。春の大会時と同じ組み合わせであった。リベンジされてしまった訳である。　最近、約一ヶ月の入院生活を送った。非日常生活を経験することは、一種の気分転換であり、生きる活力源になるものであるが入院となると病の種類によって精神衛生的に違ってくるのは否めないところである。治療効果に最も影響するのは患者の自己免疫力の強さらしい。従来、西洋医学を主流として治療に役立ててきたが、東洋医学とりわけ「自己免疫力」の研究が盛ん44爵せんきょう5曜2002に行なわれるようになって久しい。治療効果が如実に現われるのは、仕事が好きな入であり、楽天家というデータがあるという。看護師（現在は看護婦の名称は使用しないらしい）とのたわいない話を楽しんだり、病院食を楽しんだりして入院生活をエンジョイすることが大事で、治りが早いとのデータもある。私も何とか入院生活を毎日明るくしよう、病を忘れようと努めてきたが元来の性格から徹底できなかった。ともかく、「健康」のありがたさを痛感した次第である。前向きの姿勢、「ゆったりとした気分を保　　＿つことが強力な支援となることを忘れるべきではない。」と医者が話していた。ああ、こうして夏が過ぎていく。今年の夏が過ぎていく。今年の夏の記憶である。川崎近海汽船株式会社　　　　　総務部課長　　　　　贋岡　啓せんきょう9月号　　No．506（Vol．43　No．6）発行　平成14年9月20日創刊　昭和35年8月10日発行所　社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL．（03）3264−718］（総務部広報室）編集・発行人　高橋幸一郎製作　株式会社タイヨーグラフィヅク定価　4D7円（消費税を含む。会員については会費に含めて購読料を徴　　　　劃している）日本船主協会環境憲章環境理念日本船主協会は、地球・海洋環鏡保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船船の安全運航を徹底するとともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があらゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に寄与することに努めます。行動指針日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環撹対策の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援します。　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1．　　　による一層の環境保全　　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航2．　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進　　　省エネルギー輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に3．　　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理　　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船4．　　　舶リサイクルの促進5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練　　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な6．　　　体制の維持・整備促進　　　　　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への　　　7．　　　　　　意識向上と環境保全への日常的助組みの弓璽化　　総　　　　　　環境対策に関わる内外関係機関等との連篶の強化および　　　8．　　　　　　内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢献　　　　、．擁�f　　．，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峨醜，�_−〜〜〜〜〜〜〜辮麟輸受：

